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[山本] これから 30分は、三重県のこれま

でということをテーマに、10年間をふりか

えりたいと思っています。この 10年をすべ

てを体験していらっしゃった出丸さんに自己

紹介をお願いします。 

 

[出丸] 私は 1997年に、三重県のＮＰＯ推

進監という肩書きで、三重県のＮＰＯ施策を

担当することになりました。最初の 97 年は、

森西さんと私の二人きりで三重県のＮＰＯ施

策を進めるということになりました。当時は、

ＮＰＯが世の中に知られている時代ではあり

ませんでした。私も、新聞でたまに見て、Ｎ

ＰＯというのがこのごろはあるんだなという

くらいの認識で担当になりました。ＮＰＯ担

当ができたことは、新聞で報道され、毎日、

活動されている方が尋ねて来てくれて、いろ

んな話しをしてくれるという時が、1年続き

ました。翌年がＮＰＯ法が出来た年です。そ

ういう時に私はＮＰＯ担当をさせていただい

たわけです。2004年度をもって同じ職を定

年退職し、先日、みえＮＰＯセンターという

中間支援組織を立ち上げたところです。 

 

[山本] 資料の年表をご覧いただきながら、

振り返ってみたいと思います。 

1997年に動きが始まっていますが、最初

に、ＮＰＯにどういうイメージを持ってい

らっしゃいましたか。 

 

[出丸] どうもボランティアとは違うらしい。

世の中にうまれたしくみのひとつであると新

聞で見て思っていました。新しいしくみが世

の中に生まれつつあるという感じでした。 

 

[山本] 98年に市民活動センター運営委員会

というものができて、それ以降色んな事業が

ありますが、この 10年間で一番、印象に残

っているのは何でしょう？ 

 

[出丸] センター開設準備会とみえＮＰＯ研

究会のふたつです。 

センター開設準備会は、市民活動センタ

ーを作るにあたって、どういうセンターを

作ればいいのか、そこを利用したいと思っ

ている人に、どういうものが必要か聞いて

みようと立ち上げました。 

みえＮＰＯ研究会というのは、ＮＰＯ法

が施行されるにあたって県は施行条例をつ

くらなければならなくなりました。各県で

は簡単に手続き条例を作っていましたが、

三重県ではみんなで一緒にＮＰＯとは何か

を学びながら条例を作るということをしよ

うじゃないかと始まりました。 

 

[山本] 職員は二人しかいなかったわけです

よね？ 

 

[出丸] 1997年の活動を通して、二人だけ

では県内全域をフォローできないことがわ

かってきました。三重県内で活動されている

方々と向き合うためにはもっとたくさんの職

員がいるということで、1998年には各県民

局にＮＰＯ担当が配置され、ＮＰＯ室という

組織ができて 5人の職員が配置されました。

そうした中で動き出したということです。 

 

[山本] 職員が配置されるだけではできない
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と思いますが、準備会に参加していただく人

はどうやって探したのですか。 

 

[出丸] 1年間お話しをさせていただいたこ

とで、誰がどこでどのような活動しているの

かある程度わかるようになっていました。そ

の延長線上で、センター開設準備会を作るの

で意見を出していただきたい、是非お集まり

いただきたい、とお願いして自由に来てもら

ったのが実行委員です。 

 

[山本] すでに地域で活動されていた方々で

すね。 

 

[出丸] 声をかけて集まってくださった方が

委員です。 

 

[山本] 何人くらいですか。 

 

[出丸] 20人から 30人です。 

 

[山本] 今日の参加者の中にもその当時の方

いらっしゃいますか。 

 

[出丸] いらっしゃいますね。 

 

[山本] 97年に仲間を見つけて、98年、99

年に開設準備会、研究会をつくってこられた

と。 

 

[出丸] 研究会の場合は委員として委嘱させ

ていただきました。当時、県庁内で、条例を

みんなで検討する場ということをわかってい

る人は少なかったと思います。実は、こうい

うことをするんですと、きっちり説明したら

決裁をもらえないと思い、条例を検討すると

だけ書いて書類をまわしたらぽんと決裁が降

りてきました。委員には、県議会各派からも

来ていただきました。これは議会対策で条例

を認めていただきたかったからです。また、

市民活動団体の各分野の方、行政、企業の方

にも入ってもらうというように目配りはして

きました。 

 

[山本] 当時有名な知事がいらっしゃったが、

知事はどういう人でしたか？ 

 

[出丸] どういう人といえば皆さんよくご存

知ですが、ＮＰＯ施策を推進するに当たって

100％の応援をしてくれました。しやすいよ

うにするには、私はどうすればいいかと言っ

てくれる人で、それを進めるのに何をどうす

ればよいか考えてくれました。そういう点で

はとても恵まれていたと思っています。 

 

[山本] 10年振り返ってのトピックはありま

すか。 

 

[出丸] やはりセンター準備会とＮＰＯ研究

会が、何事においても基礎であり、スタート

に なっています。意見をまとめるやり方に

おいても、市民の方々に絶大な力を貰えたと

いうことについても、これがスタートになっ

たと思っています。その次に時間を経て考え

るなら、2001年に市民活動センターをこち

らに移転したことです。活動も一段と楽なと

ころでできるようになり、たくさんの方に、

また、違った方にも参加してもらえるように
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なりました。 

  

[山本] 基本は 10年前の立ち上げと変わら

ぬ気持ちでいるということですね。では、10

年前と変わったと思うことは何ですか。 

 

[出丸] ＮＰＯ室の果たす役割が大きく変わ

ったと思うんで

す。設置された

時、優秀な人材

に恵まれて、県

民局の担当もど

こに出しても恥

ずかしくない人

たちで、成果に

拍車をかけたと

思っています。

今は、県内で活動している人が、ＮＰＯ室に

熱い視線を注がなくなっているんじゃないか

と思います。それは、民間の側に十分に、気

持ちも情報も社会の資源も取れるような時代

になってきたのだと感じます。 

 

[山本] ＮＰＯが自立できるようになってき

ている。 

 

[出丸] そう言われるとそうですねとは言い

にくいですが、取る努力をすればいくらでも

取れるようになってきた。行政の役割は、前

ほどエネルギーを注がなくてもＮＰＯの力を

受け止められるようになっているのではない

でしょうか。 

 

[山本] ＮＰＯと行政の関係というのは、今

日、まさに第 2分科会でさらに議論を深めて

いただきたいと思います。 

  

[山本] この 10年間で三重県のＮＰＯの推

移というものが色んな数値が出ています。団

体数であったり収入規模を見てどうですか。 

 

[出丸] 私は感無量です。平成 11年を見る

と 2億 2千万の収入規模は、9年経って平成

18年には約 50億に達しているということで

す。ＮＰＯ施策を始めたころに、よくアメリ

カ経済の中において、ＮＰＯが稼ぎ出すお金

は何％で、雇用は何％あると聞かされたもの

ですが、三重県でも 50億をＮＰＯが稼ぎだ

す時代になっているという数字です。全体の

どれくらいの割合を占めるのかわかりません

が、この数字だけ見ても感慨深いものがあり

ます。数字だけで惑わされてはいけないので、

中身は吟味しないといけないと思っています

が、団体数においては 500に近づいていま

す。ＮＰＯ法人の数は意味がないと言いなが

ら、かつてＮＰＯ施策を積極的に推進したこ

ともあって、人口 10万人あたりのＮＰＯ法

人の数は、上位 5位以内にずっと入っていま

した。それ以後、他の県が追いついてきて、

今はこういう状態ですが、私たちの身の回り

にたくさんのＮＰＯがあるということは感慨

深いものがあります。 

 

[山本] 10年を振り返ってお話しを伺いま

した。 

  

[山本] 最後にこ

れからのことに

ついて、コメン

トをいただきた

いと思います。

これからの 11年

目、12年目ＮＰ

Ｏはどんな視点

をもっていって

ほしいと思って
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いらっしゃいますか。出丸さんの個人の思い

をご紹介いただければと思います。 

 

[出丸] みえＮＰＯセンターを立ち上げまし

たが、なぜ立ち上げたかというと、3ページ

のグラフを見ていただくと、三重県内の各市

町のほとんどにＮＰＯ法人があります。法人

格を持っていない団体はもっとあると思いま

す。でもそれは点でしかないんですね。それ

ぞれの地域で、それぞれの人たちが、それぞ

れの分野で活動していますが、それでいいの

かという気持ちが、日夜、強くなっています。

それを点とするなら、ＮＰＯの活動を面とし

て捉えて、

分野を超え

て面として

の力を世の

中に知らし

めることが

できないか

という気持ちです。三重県において足りない

のは、ＮＰＯの力を一つにまとめるところが

ないということだと、ＮＰＯ室を離れて強く

感じておりました。行政ができることには限

りがありますが、民間の人たちが集まって自

分たちの声をあげていこう、社会に力として

出していこう、行政と渡り合うとき、企業の

人と手を組むとき、そういう時のために力に

なりたいと思い、みえＮＰＯセンターを立ち

上げ、メンバーに加わっています。三重県の

ＮＰＯはもう少し面としての力をためるとき

ではないかと思います。 

 

[山本] これまでの 10年間をみなさんと一

緒に振り返るというところで、出丸さんにお

話しを伺いました。ありがとうございました。 
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[山岡] みなさん

こんにちは。 

しばらくぶりに

津にやってまいり

ました。先ほどの出

丸さんのお話を懐

かしい思いで聞き

ました。 

10 年前によくこ

ちらに来ていまし

て、北川知事ともよくお会いしましたし、出丸

さん、森西さん、ＮＰＯ室のメンバーともおつ

き合いさせていただきました。日本ＮＰＯセン

ターの事業にもいろんな方にわざわざ東京まで

お越しいただき、各地で行うフォーラムにもお

いでいただきました。三重は、私にとって緊密

なつながりのある地域だったのですが、私の方

も大学が中心になって地域に出る機会が減り、

しばらく来ていませんでした。 

県民交流センターの開設の話も先程ありまし

た。オープニング間もなくここに来て、駅前に

こんなすばらしい施設ができていいな、県レベ

ルのセンターはこういう駅の近くというのは意

味が大きいなと思いました。そういう意味で懐

かしい思いでこの場所をまた訪ねさせていただ

きました。 

今日は、１時間ばかりお話させていだきます。 

 

今日お話したいことは、4点あります。 

まず、「なぜ今、「新たな市民セクター」なの

か」ということ。我々はことあるごとに「新た

な」と言い、毎年「新たな」なのですが、今年

は、特に「新たな」という気持ちをいだいてい

ます。 

それから、「社会サービスに対する市民セクタ

ーの役割」ということで、いったいＮＰＯをは

じめとする市民セクターは何をやるべきなのか

を見直したい。 

その上で、どのような社会を我々が思い描く

のか。「参加・協働社会とは」ということですが、

参加・協働社会について私が持っているイメー

ジをお話ししたい。 

そして、「市民セクター形成への課題」という

ことで閉じさせていただきたいと思っています。 

 

 

１．なぜ今、「新たな市民セクター」なの

か 

（10年前に市民公益概念の確立） 

なぜ今、「新たな市民セクター」なのかという

ことですが、まず、第１点は、今年 12 月 1 日

にＮＰＯ法が施行されて 10 年が経過したとい

うことです。これは大きな意味があります。次

の 10年はおそらく違う 10年になるだろう。そ

ういう意味で、今新しい 10年のスタートの時期

であるということです。 

ＮＰＯ法が施行されたということは、市民公

益という概念、つまり、「市民が行う自由な社会

貢献活動」が促進されることが公益の増進に役

立つということですが、従来の公益概念と全く

違う考えが持ち込まれたということです。 

従来の公益法人というのは、主務官庁が設立

を許可するわけです。だから、公益であるかど

うかは主務官庁が決めるもの、というのが従来

の公益概念です。それは、国家公益ともいわれ

ますが、実は、主務官庁公益です。これが、100

年来の日本の伝統だったのです。 

それに対して、「市民の行う自由な社会貢献活

動」、自由なというのはいろいろな価値観で行う

様々な活動があるということですが、いろんな

活動があることによって公益に役立つ。この市

民公益概念の確立というのが、ＮＰＯ法成立あ

るいは施行の大きな意味だったと思っています。 

ただ、それが本当に日本社会に定着したかと

いうと、必ずしも十分ではない。知る人ぞ知る、

知らない人は知らないという状態。これからは
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そうならないように、次の 10年さらなる発展が

期待されます。思いを新たにして進んでいかな

いといけないと思います。 

 

（新たに民間公益の概念が登場） 

第 2 点は、同じ 12 月 1 日に新しい公益法人

制度がスタートしたということです。 

国家公益、主務官庁公益といわれる従来の公

益法人制度が 110 年かけて変わり、この 12 月

１日から施行されました。110 年続いた国家公

益から新たな民間公益への転換が始まりました。

この新しい公益法人制度には、3 つの法律があ

ります。1つは、「一般社団・財団法人法」とい

う法人制度に関する法律です。もう 1つが、「公

益法人認定法」という法律です。これは、一般

社団・財団法人の中から公益性を認定して税制

上の優遇措置を実現しようとするものです。こ

の「公益法人認定法」の第 1条に、「民間が行う

自発的な公益活動が社会のために役立つ」とき

ちんと書いてあります。公益活動は従来は国家

が認めるものだったのに対して、民間が行う自

発的な公益活動が重要であると宣言した法律で

す。 

我々はＮＰＯ法で、市民公益という概念を 10

年前に確立しています。国家公益という大きな

荒波の中に、小さな島がやっとできたというの

が市民公益概念だったのですが、今やその海原

全体が国家公益からに民間公益という形にかわ

りました。これは大きな転換です。 

ただ、今までの公益法人がどこまで変わるか。

3 つ目の法律はこれまでの公益法人を新しい法

人制度に移行する措置に関するものですが、そ

れによると 5年後までに新しい制度に移行する

ことになっています。しかしこれまでの法人が

内容的にどこまで変わるかというと、すぐには

いかない。10年近くかかるだろうと思います。 

しかし、考え方としては大きく変わった。公

益とは国家が認めることではなく、民間の公益

が重要な意味を持つということは、12月 1日か

らきちんと制度として位置づけられた。今、そ

の先の展望が求められます。 

 

（2つの制度が並存することの意味） 

12 月 1 日の施行というのは、別にＮＰＯ法

10周年に合わせたわけではありません。たまた

ま、法律を公布したのが 2年前の 6月 2日だっ

たものですから、そして、付則で 2年半以内に

施行するということだったのですから、ぎりぎ

り遅くもっていって 12 月 1 日になったという

ことです。誰が意図したものでもないのですが、

結果的に 12月 1日になり、ＮＰＯ法施行 10年

と新しい公益法人制度の施行が一致しました。 

12月 1日は、今後市民セクターにとって両方

含めた意味で大きな記念日として記憶に残るだ

ろうと思います。我々は毎年毎年、この２つの

制度の意味を確認しながら市民セクターの歩み

を見ていくことになるだろうと思います。 

実際 2つの制度が併存することによって、よ

り厚みのある市民セクターになるだろうと私は

思っています。その 2つの制度が競合しながら、

制度改革が進む。どちらがいいのか。ＮＰＯ法

がいいよとなって、公益法人制度は盛んになら

ないかもしれません。また場合によっては、新

しい公益法人制度がいい、ＮＰＯ法なんて古い

よね、ということになるかもしれません。その

2 つのどちらが我々にとって使い勝手がいいの

か、そういう議論を経ながら制度改革が進むと

思います。 

2 つの制度は、いずれ統合するのかしないの

か、それが今後 10年の議論になります。我々は、

きちんと議論を深めていかないといけないと思

っています。 

この 2つ、まだまだ、水と油のような世界で

す。県庁も、ＮＰＯ法を担当する部署と新しい

制度の公益認定を担当する部署が違います。政

府も別々です。それに関わっている人たちもな
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かなかいっしょになりにくいという面がありま

すが、これからは、新しくなった公益法人制度

と従来のＮＰＯ法人制度の 2つがうまく重なり

合って、市民セクターを強化していくことにな

ればいいなと思っています。 

この点を絵にしたのが図-1 です。この絵で、

もう一度これまでのお話を整理しましょう。 

左の矢印が 100 年間続いた民法です。1898

年、明治 30年、民法が施行されました。「国家

公益」、公益は国家が判断するものというのが

110年続いてきました。そして、10年前、国家

公益から 100 年たった 1998 年、ＮＰＯ法が施

行されました。これが「市民公益」の考え方を

導入しました。これが 10年続き、これからも続

くだろうということで下の右に矢印を描いてい

ます。ここに、この 12 月 1 日から、新しい公

益法人法が施行されて「民間公益」という概念

が登場しました。 

市民公益も民間公益の一部と考えておかしく

ありませんが、ここで言う民間公益が我々の言

う市民公益と同じなのかどうなのか、市民が使

うにはやや使いにくいのではないかというのが

新しい公益法人制度です。市民公益と民間公益

が１つになるのかならないのか、これからの大

きな課題だと思っています。そのことを、右端

の下の方に白抜きの矢印で示しています。 

統合かと「？」があるのは、２制度が新たに

統合されるのかどうか、10年後くらいには統合

されるのかどうか、より広く社会福祉法人や学

校法人など様々な非営利法人も含めて統合され

るのかどうか、あるいはすべきなのかどうか、

という点が、大きな議論になるだろうというこ

とです。 

これが、なぜ今、「新たな市民セクター」なの

か、ということ、この 12 月 1 日がいかに日本

社会で大きな意味をもつ時であるのかというこ

とです。今日この会が開かれていますが、全国

各地で最近はこのような会が開催されています。

いろいろな場所でこのような議論をしています

が、まさに、そういう時期であると理解しても

らったらいいのではないかと思っています。 

新しい時代が始まるということです。 

図-１ 公益概念の変容－国家公益・民間公益・市民公益の関係 
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２．社会サービスに対する市民セクター

の役割 

（社会サービス・ニーズとは） 

次に、では、何をするのがわれわれ市民セク

ターの役割か、について考えてみたいと思いま

す。 

ここで「社会サービス」という言葉を使って

います。社会サービスというと直接的に人を支

援するとかサービスをすると思われがちですが、

必ずしもそうではなく、より広く、政策提言と

か、様々な社会に対する働きかけ、環境保全や

国際協力なども含めて、広い意味で社会サービ

スという言葉を使っています。 

社会サービス・ニーズというのは、市場で供

給できないサービスに対するニーズ、要求です。 

市場で供給できるというのは、1000円かかる

ものを、1000円以上で買い手がつけば市場で供

給できるわけです。1000 円かかるけど 500 円

しか払えない、一銭も払えない。しかし、サー

ビスが必要だ。これが、社会サービスです。市

場では供給できない。1000円するけど 1000円

以上では売れない。800 円なら、500 円なら売

れるかもしれない。逆に言うと 500円しか払え

ないけど必要なサービス。これが社会サービス

です。これのニーズということですが、サービ

スが必要かどうかは考え方次第です。そういう

ものが必要だと思えば必要で、必要ないと思え

ば必要ない。必要と思ったときにニーズになる。 

例えば高齢者への配食サービスは、以前は誰

もそのようなニーズがあるとは思わなかった。

あると気づいた人がやってみたらニーズがあっ

た。移送サービスでもそうです。様々なものが、

ニーズがあると思えばあるし、ないと思えばな

い。ニーズは気づきによって顕在化する、とい

うことが重要です。 

それは、地域や時代や考え方によって違いま

す。三重県では誰も重要だと思っていないが、

神奈川県では重要だと思っているかもしれない。

東京都では誰も重要だと思っていないが、三重

県では重要だと思われているかもしれない。同

じようなものが地域によってニーズになるかど

うか違う。気づく人がいるかいないかによって

も違うんです。気づきによって具体的に顕れる

のが、社会サービス・ニーズだということを、

まず申し上げておきたい。 

 

（市民セクターの社会サービス・ニーズへの気

づき） 

2 つ目は、社会サービス・ニーズへの市民セ

クターの気づきです。気づきによって顕在化す

るといいましたが、社会サービス・ニーズに市

民セクターは気づきます。気づかなければ、市

民セクターは必要がない。これが一番重要な役

割です。 

そして、気づいたら独自の取り組みによって

新しいサービスを提供します。お年寄りが一人

ひとり住んで寝たきりになっている。ほとんど

外へ出られない、そういう人たちに我々が食事

を提供するのが重要だ。これが社会サービス・

ニーズへの気づきです。 

このような気づきによって、独自に「配食サ

ービス」という活動が生まれてくるわけです。

20年くらい前に世田谷で生まれました。そのと

き、そういうのは社会的に必要な仕事かな、本

当に必要なのかなと私は思いました。家族や隣

近所でやったらいいんじゃないかと思いました。

しかし気づくと新しいサービスを作りだして提

供する。それが第 1歩かもしれないが、気づく

だけでも重要です。この森が大事だなと思えば、

「大事だ」と声を上げて言うことも重要です。

研究者や学者はそう言えばいい。では大事だと

思ったらどうするのか。我々で金を出して買い

取って守ろうよ。これがサービスの提供という

ことになります。 
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（制度化への対応の重要性） 

市民セクターはまず気づいて、気づいたこと

に対して必要だと思うサービスを提供します。

しかし、それだけでは役割は半分かもしれませ

ん。気づくだけでも重要ですが、同時に政府に

対して、この場合の政府は国家だけではなく都

道府県・市町村も含めたものですが、政府に働

きかけることによって制度的なサービスの提供

を促進するという役割が重要です。 

我々もやるが、行政ももっとやるべきじゃな

いかということ、これがアドボカシーです。市

民セクターは気づいて、自ら行って、必要なも

のは行政に働きかけて制度化していくという役

割が重要だと思います。そういう過程を経て社

会サービス・ニーズへの制度的対応が生まれて

きます。介護保険制度は一番わかりやすい。介

護保険制度ができるまでに、約 20 年間、70年

代の終わり頃から、各地域でお年寄りを自分た

ちの仲間として会員制度でヘルパーを派遣する

しくみ、有償ボランティアといわれるしくみで

すが、これが、東京や大都市近郊で始まります。

地方都市にも広がってきます。そういう民間の

行う有償サービスによるヘルパー派遣の枠組

み・仕事を制度化したのが介護保険制度です。 

介護保険制度は、市民セクターによる蓄積が

あって始めてできたことだと思います。さまざ

まなものが参考にされましたが、具体的な例を

いうと、ケアセンターやわらぎという団体が東

京にあり、10年くらい活動をやってきて、市民

が提供するサービスメニューを細かく記録して

きた。そのことによって、ホームヘルプサービ

スというものがどのような行為によってなりた

っているか理論的に整理できた。介護保険制度

を作るときに厚生省のお役人がそういう蓄積を

聞きに行ったという話があります。 

そういう民間の自発的なサービスの蓄積の上

に、制度化されたサービスが生まれてくるわけ

です。 

次に制度化されると行政独自によるサービス

が提供されるようになります。その場合に、市

民セクターとの協働によるサービス提供という

ことも行われます。介護保険制度の場合は、実

際には市場化していますから、協働とはいいま

せんが、行政がやる部分と民間が独自にやる部

分、両方でなりたっています。 

このように、行政が独自にやる場合もあれば、

ＮＰＯと協働してやる場合もある。さまざまな

形があります。 

 

（制度化された社会サービス） 

制度化されますと公金がつきますので、サー

ビスに安定性がでてきます。と同時にサービス

は硬直化します。制度化するということはどこ

かで区切るということ、境をつけることです。

そうしないと制度化はできないわけです。その

線、境が硬直化を招く。 

介護保険でも、要介護 3とは何かと法律で決

めるわけです。それに応じてケアマネージャー

がどういうサービスがいいかを決めます。そう

すると、介護保険ではできない部分が必ずでて

きます。それでいいんです。怪しからんと思っ

ても、制度というのはそういうものです。 

都市計画でも、用途地域でここからこっちは

80％の容積率、ここからここは 200％というこ

とがあります。どうしてそこで線をひくのかと

いわれますが、線をひかないと行政は制度的対

応ができません。制度的対応には、必ず制度で

対応できないニーズが残ります。制度化の限界

が見えることで、新たな市民セクターのやるべ

きことが見えてきます。その繰り返しです。 

移送サービスもそうです。移送サービスをち

ゃんと認定しようとすると、道路運送法を改正

する。移送サービスができるのはこういう団体

だとなる。そうすると、うちはその外になっち

ゃうということがある。必ず、制度化するとそ

の外に新たな、見えなかったサービスが見えて
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きます。それがまた市民セクターの新しい活動

を生むということになります。 

同時に、市民セクターは、そういう制度の壁

をどういうふうに動かしていくかということを

追求する。壁がなくなるということはありませ

んから、壁を動かします。介護予防まで介護保

険でやろうだとか、移送サービスや配食サービ

スも介護保険でできるようにしようだとか、制

度化されたサービスの枠を広げるとか、場合に

よっては縮めるとか。ここまで行政がやる必要

はないんじゃないか、我々がやるんだ、という

ことになる。そういう意味で、制度化に対する

改革や、改善への市民セクターからの提案が重

要になってきます。 

以上の関係を絵にしたのが、図-２です。 

この図で点線で書いたのが、社会サービス・

ニーズです。フニャフニャしています。境界が

ありません。昨日の私と明日の私ではニーズは

違うかもしれない。人によっても違います。し

かし、何人かの合意の中で、なんとなくこの辺

までは社会的なサービスとして供給すべきでは

ないかというものがあります。こんなのは商売

でやったらいいじゃないかというものはその外

になる。外は市場サービス・ニーズです。 

その点線の惰円の中に、制度化された社会サ

ービスを四角で書いています。境界がはっきり

しています。制度はキチッとしているので、四

角くしました。社会サービス・ニーズを提供す

るために、制度ができます。 

人間が生存する上で基本的に必要なサービス

は、行政がキチッと制度としてやらなければい

けない。生活保護などです。法律や条例によっ

てキチッと定められ、施行令や規則や通達によ

って与えられるサービスが、制度化された社会

サービスです。 

社会主義は、社会サービス全体を制度化され

たサービスで埋めようというものです。これは

土台ムリです。制度化されたサービスは、社会
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サービスの中の一部だということを考えなけれ

ばいけません。必要な社会サービスは全部Ａで

担うべきという考えに、戦後民主主義で育った

我々は染まっています。何から何まで全部政府

がやるべきだと。社会主義の考え方はそうです

が、社会サービスがすべて四角くなると、我々

の生活は大変不自由なものになります。特に芸

術関係の活動はそうです。福祉でも人間に対す

るサービスはいろいろ人によって違います。 

最大公約数的に、公金によってやらなければ

いけないサービスがＡとして社会の中に位置づ

けられます。これは重要です。生存に関する基

本的なサービスは行政がやる、この姿勢をしっ

かりと認識しないといけません。ＮＰＯは、全

部我々に任してくれという場合があるが、政府

がやるべきことは政府がキチッとやらなければ

いけません。これがＡです。 

社会サービス・ニーズには、その四角の外、

制度化されたものを除いた部分があります。Ｂ

に当たります。スタートからいうと、Ｂの方が

先かもしれないです。しかし生活の根元を支え

ると言うことではＡが重要です。 

 

(市民セクターの役割は制度化されないサー

ビスを創出すること) 

我々市民セクターは制度化されていない社会

サービスを試行錯誤でやります。そのうちこれ

が重要だと思うと政府に働きかけて制度化され

たサービスにしていくわけです。制度化された

サービスがおかしいと思うときは、もっと改め

るようにとか、こうしろとかああしろと政府に

いっていくわけです。 

ＮＰＯ法もそうです。市民団体の法人化なん

て 20年前には誰も気づかなかった。そんなこと

までしなくてもといわれていましたが、やっぱ

り法人制度が必要だと 20 年くらい前から言い

始めて、15 年前から本格的な動きがでて、10

年前に制度が誕生したという経緯があります。 

それ以外にも、介護保険制度もそうです。介

護の社会化ということでいろんな動きがありま

した。自殺防止基本法、ガン対策基本法、ホー

ムレス自立支援法、DV 防止法、情報公開法な

んかもそう。様々な法律や制度が市民セクター

の主張や呼びかけによってできてきました。あ

るいは改善されています。 

そしてＡの部分が制度化することによって、

Ｂが見えてくる。あるいは、A が制度化される

ことによってＢのやっていたある部分はＡが担

うことになりますから、Ｂは役割がなくなるこ

ともあるかもしれません。そのときに、Ｂは、

Ａを見ることによって、それでは出来ない新し

いサービスを生み出していきます。このように、

相互に影響関係があり、そのことが社会をより

豊かなものにしていくだろうと思います。 

市民セクターの役割としては、Ｂの部分をや

るというのが一つ。それにＡの部分を行政と協

働して担うというのが一つ。市民セクターの役

割には２つの役割がある。しかし、Ａのできあ

がった部分だけを協働して担うというのでは、

市民セクターとしては少し寂しい。 

市民セクターである限りは、Ｂの部分、新し

いサービスを創造して作りだしていくことを是

非やっていきたい。しかし、それだけではダメ

で、協働して制度化されたサービスをより一層

一人ひとりのニーズにあったものにしていく、

リアリティのあるものにしていくという役割、

両方がある。 

パートナーシップ論で、パートナーシップと

してＡの部分をどのようにＮＰＯと行政がやる

のかという議論になることがある。それではＮ

ＰＯ論は半分しか話したことにならない。常に

Ｂの部分で我々はどのように新しい役割、新し

い価値を生みだしていけるのかということが重

要です。その両方があるということが市民セク

ターの役割である。 
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(市場サービス・ニーズとの境界) 

では、市場サービスはどうか。この点線の外

にあるのは、全部市場サービスです。この境界

線は、いろいろです。今までＮＰＯがやってき

たことを、株式会社が担えるかもしれない。あ

るいは、株式会社がやってきたが、株式会社で

はもうできないということで、ＮＰＯが担うか

もしれない。点線の部分の境界線は、アメーバ

のようにフニャフニャしています。出たり入っ

たりしています。 

点線の部分は、アナログに動きますが、Ａの

部分は、ディジタルにしか動かない。法律の改

正がないと動けないということです。今、政府

が経済対策で埋蔵金を潰すとか言っていますが、

法律で決めないと動けません。四角の部分は、

一つずつ法律や条例で確かめながら動く。これ

に対して点線はフニャフニャと動く、そう考え

てもらったら結構です。 

 

 

３．参加・協働社会とは 

次に参加・協働社会とは、ということをお話

します。 

 

(参加とはなにか) 

参加という言葉と協働という言葉は、結構混

乱して使われています。参加の議論の方が早く、

1960年代から言われていました。特に市民参加

ということが言われてきました。協働は、まだ

10年くらいです。本気になって各地で協働とい

う言葉を使いだしたのは、ＮＰＯ法ができてか

らです。 

長年、参加の議論をやってきた人は、参加の

延長線上に協働を考えます。参加が立派になっ

て協働になるんだというような考えですが、こ

れは違います。協働は、参加の一部だと考えて

いる人が多いですが、参加と協働は 2つの異な

る行為だと思います。少なくとも行政施策とし

ては、そう考えた方がいいと思います。条例で

も曖昧にしていることが多いですが、これは基

本的に違います。違うけれどもきわめて密接な

関連があります。 

参加というのは、「個人が責任をもって組織の

企画や活動にかかわること」と私は定義してい

ます。 

組織は、サークルでも、グループでもいいで

すが、ただ、個人的に小さな親切運動をしてい

るようなものは、敢えて参加といわなくていい。

選挙も参加。議会も首長も、組織ですから。企

画や活動に関わることを参加。関わることを通

じてよりよいものにしていこうという気持ちが

ないと参加する意味がありません。活動に関わ

ることを通じてよりよい社会を作っていきたい、

という気持ちが背後にある。それが参加です。 

 

（協働とは何か） 

協働というのは、組織同士の話です。組織と

個人の協働はしない。しちゃいけない。できな

い。 

行政に個人が協働をしますという人がいます

が、組織と個人は協働できない。個人は組織に

参加できるが、協働は組織と組織の話です。だ

から意味があり、重要です。それぞれの特徴を

生かして協働する。 

より正確に言うと、異質な組織同士です。Ｎ

ＰＯとＮＰＯが一緒にやっても協働といわない。

行政と行政も協働といわない。本来別々の異な
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る性質の組織同士がいっしょになって何かやる

のが協働と考えてください。正確に言うともっ

と長くなる。「異種異質の組織が、一緒になって、

それぞれの特徴を生かしながら、それぞれのリ

ソースを提供しながら、協力して働くこと」、汗

水流すことという言い方をしています。 

この概念がはっきりしていないと、次のよう

なことが言えません。 

私は、「参加なき協働は癒着の始まり」とよく

言っています。協働、協働とよくいいますが、

参加のない協働は癒着になっていきます。組織

と組織が密室でつながると、外から見えなくな

ってしまう。これは癒着になります。このよう

なことは、参加と協働は別々の概念と規定して

いるから、始めて言えます。 

 

(参加・協働社会とは) 

このことをよりわかりやすく、参加・協働社

会の構図として示したのが次の図です。 

「ＮＰＯ等」を真ん中に書いています。ＮＰ

Ｏの立場から大きく書いていますが、本当は、

ＮＰＯは、そんなに大きくない。はるかに小さ

い。ＮＰＯ等としているのは、ＮＰＯのような

もの、幅広く民間の非営利の組織ということで

す。 

「自治体」が左にあります。本当は、行政と

書いて、中央国家、都道府県、市町村と書いた

方がより正確ですが、地域社会で考えると、自

治体ということでいいと思います。 

ＮＰＯは別の組織とも協働します。「企業」で

す。これを右に書いています。企業は、もっと

大きい、ＮＰＯの数百倍あります。日本社会は、

行政と企業が大きくて、ＮＰＯは点のような存

在だった。見えなかった。やっと 10年前にＮＰ

Ｏが社会的な存在として見えるようになりまし

た。このようにＮＰＯは自治体や企業と協働し

ます。 

では自治体と企業は協働しないのか？という

ことになる。していいんですが、政策課題には

しなくていい。行政と企業がＮＰＯ抜きに協働

すると、これこそひどい癒着の温床になります。

企業と自治体が協働するなら、ＮＰＯも含めた
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三者の協働を勧めます。実質的には、行政と企

業との直接的な、ＮＰＯ抜きの協働はあると思

いますが、それは注意していればいいだけで、

あまり政策化する必要はありません。政策的に

考える場合は、こういう関係でいいと思います。 

実際には、ＮＰＯは、大学との協働、社会福

祉施設との協働もありますが、大きく言うと、

この 3つの関係が協働社会の骨組みになります。 

 

(地縁組織との関係) 

ところが、実は、日本社会には、ＮＰＯより

はるかに力強いしくみがあります。地縁組織で

す。町内会・自治会です。古くからあったわけ

です。江戸時代にもありました。五人組なんか

もそうです。町内会は、明治の末から大正にで

きました。戦後も町内会が大体どこの自治体に

もあります。町内会のない自治体は、東京の武

蔵野市ぐらいだと思います。 

自治体と地縁組織は極めて密接な関係があり

ます。都道府県はともかく、市町村は地縁組織

と密接な関係がある。自治会のために 10万円ず

つとか、20万円ずつとか毎年補助金を出してい

ます。 

そのかわり行政の回覧板をまわしてとか、街

頭の電球をつけたり消したりしてとか、自治体

と地縁組織は密接な関係がありました。協働と

いう言い方はしてこなかった。なんとなく下請

けのようなことをやってきた。しかし、独立し

た自主組織です。 

ＮＰＯは、世界中に、自分たち以外に、サー

ビスを提供しますが、地縁組織は、町内に住ん

でいる人に対してサービスを提供します。住民

同士の互助組織です。これをＮＰＯとは言えな

いと思いますが、自治体と地縁組織との長い歴

史的な伝統のパートナーシップがある。そこに、

新たに、ＮＰＯと自治体の協働が生まれてきて

いる。このことを見逃すと失敗しますね。 

そして、ＮＰＯはこれから地縁組織とどのよ

うな関係を作っていけるかが鍵だと思います。

自治体とＮＰＯ等と地縁組織、この３者の関係

をきちっと作っていくことが重要です。 

 

（地域産業組織との関係） 

一方、企業も、単独の企業と言うより産業組

織と言った方がいいかもしれませんが、農協と

か、農家とか、農業法人、森林組合とか、漁協

とかいろいろありますが、そういうものも含め

て、単独の企業とＮＰＯ等との協働だけではな

く、地域社会で考える場合は、地域産業組織と

の関係が大事です。市には商工会議所、町村に

は商工会など、いろいろな業界団体が地域ごと

にあります。商店会連合会、もう少し広域の産

業組合など企業者の同友会などもあります。こ

のような様々な地域産業組織が企業とは密接に

関係しています。地域産業組織と企業とは長い

間つながりがありますが、ＮＰＯは、地域産業

組織とのつながりがどこでも弱いですね。 

私は、地域の支援センターには、必ず商工会

議所を法人メンバーに入れるように勧めていま

す。私ども日本ＮＰＯセンターも設立の時から

日本経団連や東京商工会議所もメンバーです。 

地域産業組織とＮＰＯ等がしっかり結びつき

をつけないと、個々の企業とＮＰＯの関係がい

いものに育っていなかないと思います。点線の

部分は今はＮＰＯとのつながりが弱いところで

す。地縁組織と地域産業組織は結構つながりが

あります。 

ＮＰＯ、行政、企業 3つの関係に、地縁組織

と地域産業組織を加えた 5つの関係を、協働の

パートナーシップとしてきちっと位置づけてい

けるかどうかが重要です。 

 

（市民／住民の参加） 

この図の下には「市民／住民」と書いてあり

ます。市民は、社会に対して責任を自覚した人。

住民は、そこに住んでいる人。ちょっとニュア
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ンスが違います。住民は法律で定義できますが、

市民は定義できません。先程、ＮＰＯ法で「市

民が行う自由な社会貢献活動」と始めて法律的

に市民という言葉を使ったといいましたが、

我々は、市民であると同時に、住民であるとい

う側面をもっています。 

この市民／住民は、有権者として自治体に対

して選挙という形で参加します。首長や議員の

選挙を通して行政に参加します。これは究極の

参加、法律に定められたきちっとした参加です。 

我々は、企業にも参加します。究極の参加は、

消費者としての参加です。物を買うという行動

を通じて参加します。いやなものは買わない。

環境に悪いものを生産している企業の製品は買

わないとか、武器をつくっていない企業の製品

だから買うというふうに物を選択する。消費を

通じて我々は、企業に参加する。そして企業に

影響力を持つことができます。日本の消費者は、

ヨーロッパに比べて消費者意識が弱いといわれ

ますが、でも消費者意識はあります。原子力発

電所で作った電気は絶対使わないなど、これな

かなか難しいですが、自分の家に風車をつくる、

屋根にソーラーをつけるとか、ヨーロッパでは

絶対原子力で作った電力を使わないとがんばっ

ているところもあります。購入する、あるいは

しないという形で我々は企業に参加します。 

この 2つの究極の参加をしっかりやらないと

いけないというのが私の持論です。 

これ以外に我々は様々な参加をします。 

行政に対して参加する。いろいろな提案をす

る。研究会に参加する。審議会に公募委員とし

て参加する。地縁組織に参加する。このように

皆さん参加しています。知らないうちに参加し

ています。個人としてではなく、世帯として参

加していることもある。 

地域産業組織には、あまり個人として参加し

ていませんが、商店街は個人事業主として個人

で参加しています。企業にも、企業の行う社会

貢献活動にボランティアとして、あるいは、企

業に株主としてなど、いろいろな参加がありま

す。 

一番重要なのは、ＮＰＯ等への参加です。 

ＮＰＯは参加がなければ成り立ちません。ま

ず、会員として参加します。あるいは、地元の

地域産業組織に個人として参加することもある

かもしれません。ＪＣすなわち青年会議所も、

地域産業組織というかＮＰＯというか中間的で

すが、参加があって始めて成り立ちます。ある

いは、寄付をする、会員になる、ボランティア

にいく、様々な形でＮＰＯ等に参加する。こう

いう構図が地域社会で成り立つかどうかがこれ

からの課題だと思います。 

もちろん、個人ではない、団体の参加もあり

ます。地域産業組織は産業組織として参加し、

地縁組織も世帯で参加します。しかし、基本的

には、個人のメンタリティ、個人の決断・判断

として参加します。参加の条件はいろいろあり

ます。選挙は、15才の人は参加できません。そ

のような制限の有無も含めていろいろな形で、

我々は参加するということが大切です。その参

加の土台の上に、さまざまな組織間の協働が成

り立っています。 

 

（三つの社会セクターの特徴） 

ここで、三つの社会セクターの特性をお話し

ておきます。 

政府のことを第 1セクター、産業のことを第

2 セクターと言い、市民セクターを第 3 セクタ

ーと言います。 

財源は、政府セクターは、税金か社会保険料。

法的な義務があります。払わないと罰せられま

す。 

産業セクターは、基本的には販売収入です。

自動車が売れなくなればトヨタ自動車の販売収

入が減ります。市場価格での販売収入です。そ

れに資本金。資本金は、販売収入の変形みたい
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なものです。 

これに対して市民セクターは何かというと、1

つは、対価性の財源。これは販売収入にあたる

わけですが、基本的には、応能価格です。払え

る者が払えるだけ払う。市場価格とは違います。

それから、支援性の財源。寄付などです。見返

りを期待しません。ですから財源が全然違いま

す。 

行動原理は、政府セクターは、公平・平等が

基本です。産業セクターの場合は、市場競争。

高い金を払える人は高い車を買えるが、金のな

い人は軽自動車で我慢することになる。市民セ

クターは、社会的に必要なものは提供しよう。

自発的に提供しよう。何が必要とされるかは、

時代、地域、考え方によって違いますが、自発

的にこれは大事だと思ったものが提供されます。 

経営責任は、政府セクターは議会と首長です。

産業セクターは社長と取締役です。市民セクタ

ーは理事長と理事です。 

担い手は、政府セクターは公務員です。産業

セクターは従業員です。これに対して、市民セ

クターは、従業員・スタッフとボランティアで

す。ボランティアは、政府セクターにも産業セ

クターにもおりません、市民セクターにしかい

ません。もっともコミュニティＦＭ放送局は、

株式会社でもボランティアがたくさん関わって

やっていますが、それぞれのセクターにはそれ

ぞれの限界があります。これが重要です。失敗、

フェイリアの訳で限界とか制約とも言いますが、

これがある。政府の限界・制約。市場の限界・

制約です。 

政府の失敗は何か。サービスの均一性です。

みんな公平にやらないといけないということで

す。もちろん、要介護いくつだとどう、重度障

害だったら年金はどうなるとかのそれぞれに違

いはあります。しかし、法律に基づいた枠組み

の中では、公平でないといけません。要介護 3

の人に提供するサービスはどこでも同じでなけ

ればいけない。これは、サービスの均一化です

が、そのことによってもたらされる制約がある。

それから、制度的劣化。だんだん制度が古くな

ります。制度を変えるのにエネルギーがかかる。

「まだそんなことをやっているの」というよう

な場合もあります。それから、陳腐化というの

があります。利権が発生しているからやめられ

ない。それから、権力の暴走。政府では、選挙

で選ばれた人がとんでもないことをすることが

あります。特に国家の場合。ナチス、戦前の日

本もそれに類することもあったと思います。軍

という権力が暴走することがあります。北朝鮮

なんかもそうです。強い権力が我々にとってと

んでもないことをやることがあります。政府セ

クターには、その危険はいつもあります。 

産業セクターの失敗はサービスの偏在化。金

持ちはいいものを買えます。おいしいものを食

べられます。金がなければ買えません。だから、

格差が拡大します。市場も暴走します。今、金

融市場が暴走しているわけです。 

市民セクターも失敗します。サービスの任意

性。ボランティアはやりたいことはするが、や

りたくないことはしない。気づけばしますが、

気がつかなければしない。本当に困っている人

がいても、それに気がついた人がいなければや

らない。誰もが権利としてサービスを要求する

ことはできない。責任の不明確性。もちろん理

事長に責任がありますが、ＮＰＯは現場の人が

自発的にやりますから現場の人たちに任せてい

ると責任が不明確になります。善意の暴走。善

意はだれも拒否しにくいということがあります。 

そういう意味で各セクターに限界があり、そ

の限界を克服するため、限界を補うために、協

働が必要になります。 

 

 

４．市民セクター形成への課題 

市民セクター形成への課題ということを最後
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にお話しします。 

まず、「市民としての自覚が育ち、社会参加が

促進されること」。参加型社会がまずできるとい

うことです。我々も社会の一員なんだ、我々が

社会を作っていくんだという市民意識、自覚が

育って、社会参加が促進されること。これが基

本です。参加がないとダメだと強く感じていま

す。 

それから、「多くの社会組織が生まれ、自由な

活動が盛んになること」。様々な法人制度があり

ますが、いろんな社会的組織が生まれて、自由

な活動が盛んになることです。自由なというこ

とは、価値観において様々な考え方が存在する

こと。赤ちゃんポストっていいよねという団体

があり、とんでもないという団体もある。その

2 つの価値観の団体があって、はじめて議論が

できる。 

3番目は、「逞しい組織を育てる法人制度や税

制が充実されること」。自分たちのことをきちん

とやっていこうということで、逞しい組織を育

てるような法人制度、税制が充実すること。役

所に頼っているのが一番いい、企業にたよって

いるのが一番いいという組織ばかりできると困

る。自立してやろうとする団体を強くするよう

な法人制度であり、税制。依存しているのが一

番楽、眠っているのが一番いいという制度では

寂しいです。 

「参加と協働を土台にした開かれた行政が展

開されること」。やっぱり、いろんな意味で社会

をつくる骨格は行政です。行政がしっかりしな

いといけないと思います。参加と協働を土台に

した開かれた行政が展開されること。これから

行政が変わっていかないとダメです。この 10

年で変わりましたが、まだまだ、変わりたりな

いですね。リストラするということではなく、

参加協働型社会にふさわしい行政になるという

ことです。 

それから、企業です。社会的責任、ＣＳＲと

いわれ、観念論が走っている状態ですが、「社会

的責任の意識を深めた企業活動が展開されるこ

と」。 

この 5つがベースです。 

多くのＮＰＯがこの実現のために真剣に取り

組む。行政を変えるためにも取り組む。企業を

変えるためにも取り組む。自らの活動をするた

めにも取り組む。社会参加を促すためにも取り

組む。やっぱり、ＮＰＯがコアになると思いま

す。 

最後に、日本ＮＰＯセンターとは、何か。「Ｎ

ＰＯヒロバ」というＮＰＯ法人のデータベース

を開設しています。活用していただいたらいい

と思います。それから、市民社会創造ファンド

を作りました。いろいろな企業といっしょに助

成プログラムもやっています。日本ＮＰＯセン

ターから派生したしくみです。 

 

時間が来ましたので、私の話はこれで終わり

ます。ありがとうございました 
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■ 第１分科会まとめ 

第１分科会は、これまで活動を続けられてきた先輩ＮＰＯの方々に、活動してきた中で

遭遇した困難・感じた問題意識などをお話いただき、これからを担っていくＮＰＯに向け

て力強いメッセージと活力をいただきました。 

（パネリスト） 

ＮＰＯ法人赤目の里山を育てる会        伊井野雄二さん 

ＮＰＯ法人市民福祉ネットワークみえ      大西 良太さん 

ＮＰＯ法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター 野口あゆみさん 

 

それぞれが、運営していく中で印象に残った出来事・課題・問題意識・意見 

・ＮＰＯとして、ジレンマがある。行政が行う事業について、よくアドバイスを求めら

れるが、予算が付いていない場合が多い。アドバイスしてあげたい気持ちと、安定した

サービスを「継続」するための対価とのジレンマに悩まされる。 

・これまでの 10 年を引っ張ってきたようなリーダーシップと個性のある後継者は、な

かなかいないのが現状ではないか。今まで、一人でやってきたことを 5人・10人で行え

る様な仕組みづくりを行っていかなければならないと感じている。 

就職先として、ＮＰＯが選択できるような環境を作りたいという気持ちが大きいが、自

分の給料で代わりをしてくださいとはとても言えない状況である。 

・「参加」の感覚を行政職員も持って欲しい。自らが、主体となることで他の手本になる。 

・ 法人として新規に事業を起こそうとした際に、理事会が紛糾し全ての理事が辞任した

ことがあり、民主主義の怖さを知ったこともあった。 

・小さな団体でいいから三重県中どこにいってもある、そういうネットワークを作ってい

きたい。 

・ 300万円～500万円の財政規模のＮＰＯ法人を今後いかに育てていくか。行政の支援

を始めとして、アイデアをみんなで提案しあうことが非常に大事なことだと思う。 

 

会場に向けてのメッセージ（市民はこの 10 年で変わったのか。10 年間継続する極意とは） 

・自律した市民社会の形成は、10年ぐらいでは成しえない。まだまだ「住民」が多い。 

・行政がお金の配分を変えれば、もっと市民は育つ。 

・市民は変わってきたように思う。行政も、今まで縦割りだったのが少しずつ変わってき

ている。市民活動団体が、うまくマスメディア等を利用していくことで、市民活動の理解

が深まり自然な形で活動に参画してもらうことにつながる。 

・「気づき」から、みんなで行動を起こせるようになればまちはどんどん良くなるし、世

の中も豊かになる。 

・自分たちの行う事業が、全国の基準・モデル事業になるという意識を絶えず持つことが

熱意の継続につながる。自分のフィールドを見つめなおす中で、新しい事業展開というの

は次々と出てくる。 
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■ 開会(趣旨説明) 
 [山本] よろしくお願いします。まずこの分科

会の目的を簡単に紹介させてもらうと、「先駆

者と語ろう」ということで、ＮＰＯ法人活動を

10年以上やっていただいた3人に来ていただい

たので、このみなさんにＮＰＯ法人をやってき

てどうだったのかというところとか、運営する

中での悩みとか解決したい課題など、そういっ

たことをＮＰＯを立ち

上げたばかりか、これ

から立ち上げようとし

ている人たちとともに、

ヒントになるようなも

のを見つけていく時間

にしたいと思っていま

すのでよろしくお願い

します。進行は山本がさせていただきます。よ

ろしくお願いします。せっかくなので、最初の

うちあわせにはないんですが人数がこの程度で

すから、参加されたみなさん一人ずつ短くで結

構ですので、どういう立場で今日は何を聞きに

きたのかということを一人ずつ自己紹介してい

ただきたいと思います。それを聞いてから三人

のパネリストのみなさんにお話をしていただこ

うと思います。 

 

[参加者自己紹介] 

 

[山本] では、参加のみなさんの自己紹介を終

わりましたので、今度はそのみなさんの疑問に

答えていただける三人のみなさんに自己紹介を

兼ねてこの 10年間の活動を簡単に紹介をして

いただきたいと思っています。おそらく活動紹

介をそれぞれに任すと 2時間くらいしゃべって

しまうだろうと思ったので、10分という依頼を

させていただいていると思いますので、申し訳

ありませんがみなさんの活動を簡単に伊井野さ

んから紹介をお願いします。 

 

■ 活動紹介 
ＮＰＯ法人赤目の里山を育てる会 
[伊井野] 赤目の里山の伊井野です。赤目の里

山を育てる会については資料を読んで、いろん

なことをしているんだなぁと思っていただいて、

それで、そこそこ大臣表彰なんかも受けて結構

かっこよくやってくれてるんだなというふうに

思ってくれたらいいです。ＮＰＯの取り組みが

県のほうで始まったのは別の事務所のときで、

私の団体はＮＰＯの認証の一号団体なんですが、

10年前の 12月 1日の朝 6時に行きましたら、

何を間違えたのか守衛さんが私に鍵を渡すので、

守衛さんは私を臨時の職員さんと間違っていた

みたいで、一号認証を取りたいために行ったら

誰もいなくて、その時は 6時に行かなくても良

かったんですが。それで職員さんが来るのを湯

を沸かしてコーヒーを入れて待ってたんです。

そういう経過はここでしか聞けないわけで貴重

ですよね。それで一号を取ったから名誉ある一

号になってくださいってずっとその職員の方は

言い続けていたので、今

のところ 10年間ちゃん

とそれなりには立派な

団体で運営をしてきた

というのはあります。そ

れで先ほどの質問って

強烈だったんですけど

ね、三越の社長が解任されたのと同じことが赤

目にもおきました。これはインターネットのホ

ームページの中の議事録にもあげていますから

誰でも見ることができる情報にしていますが、

赤目の里山を育てる会でデイサービスをやるか

やらないかということで結構すったもんだしま

して、当時理事が 12人くらいいたんですが、デ

イサービスをやる派が少数で反対が多数で、事

務局長解任決議みたいなのが出かけて、という

よりデイサービスをしないという決議がおこり
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かけてものすごく大変な時期がありました。基

本的にＮＰＯというのは理事が 3人で団体を構

成できるわけですが、大勢の理事さんに囲まれ

ていいなぁと思っていたんですが、ＮＰＯとし

て事業として生き残るということを幹部が絵を

描いたことが運営の理事の中に十分に浸透でき

なかった。早くそれをしないと組織がもたない

というような、どんな歩みをしていくのかとい

うようなことでは見解が異なったということが

ありまして、非常に大変な時期がありました。

今から５年くらい前ですかね。実を言うとうち

がデイサービスをするようになったのは、隣の

大西さんのところがきっかけで、大西さんのと

ころに行ってデイサービスを山の中でやりたい

んだけどといって、大西さんにも赤目にきても

らっていろんな指導を受けて、赤目しかやれな

いデイサービスをやりますのでというような協

力を得て、提案したんですが、そういう組織内

が非常にガタガタして環境保護団体なのにデイ

サービスというのは別の団体かもしくは有限会

社ですればいいじゃないかという議論がおこっ

て、私もどうしようかなというふうなことがあ

りました。多くのＮＰＯではあまりそんなこと

は赤裸々に明らかにはならないだろうけども、

みんなと一緒にものを判断するということを怠

るとそういうような事態にもＮＰＯとしてなっ

ていくんだなということを、身をもって体験し

ました。それは全員の理事が辞任をして、赤目

の里山の理事として残ったのは理事長しか残ら

ないという状況で、もう一度理事を募ったとき

に誰もいなくて、これでは運営できないから会

をつぶすかどうかという瀬戸際まできて、事務

局の伊井野さんは責任を持ってやらなければい

けないからもう一度理事に復活しなさいという

話の中で、わかりましたということでもう一度

理事に戻って、新しい理事を選任して立ち上げ

て、それで理事会で決議したデイサービスの事

業を復活させるということをもう一度新しい理

事会でやり直して、今に至っているわけです。

民主主義というのは本当に大変だなあというよ

うなことを身をもって感じました。多数決とい

うことの素晴らしさと怖さというものを身にし

みて思っていますので、この 10年間、もう 12

年になりますがなかなか大変だったなと思って

いますが、僕の判断は間違ってなかったなと思

うのは、今やっとデイサービスの事業がそれな

りに軌道に乗って、その安定した状況の中で里

山の保全活動というのをできるようになったと

いうのが正味のところです。もう近々また新し

いご報告がみなさんにできると思うのですが、

今街路樹の剪定したものを新しい燃料にしよう

ということを行政のほうに提案しましたら、行

政も一生懸命になって今までかかってきた税金

で処理していた費用をできるだけ減らしたいと

いう思いもあって、それで赤目の里山を育てる

会が一般廃棄物の処理場の資格を取ってくださ

いという話になって、それは費用もあまりかか

らないということが明らかになって、自治会と

市役所と赤目と今まで処理をしてきた企業がみ

んな寄って、名張の街路樹を有効に使う会議み

たいなものに発展しそうなんです。赤目の里山

は廃棄物の処理場の反対でナショナルトラスト

という運動をやったにも関わらず、10年たった

ら今度は自分たちが廃棄物の処理場業者になる

というのもなんだか因縁めいていて面白い取り

組みだなあという話とおもいます 。とにかく自

分たちのフィールドをずっと見つめなおす中で

新しい事業展開というのは次々と出てくる。例

えば教育しかり、文化しかり、芸術しかり、そ

してまちづくりしかり、最後に全体としてはや

はり環境団体というのはまちづくりの主体にな

らなければいけないというのが、この 12年の僕

の概括する感想だというふうにいえると思いま

す。とりあえず以上です。 
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[山本] ありがとうございます。それでは次は

大西さんお願いします。 

 

 

ＮＰＯ法人市民福祉ネットワークみえ 
[大西] みなさんどうもありがとうございます。

この 10年継続するのに呼んでいただきまして。

最近よく考えてみたら、これをもらってから、

まあＮＰＯ法人としては 10年なんですが、天皇

陛下が亡くなられたとき 1月 7日ですけど、そ

の 1月 5日にこれを初めてしたんですよね。で

すからあと 10日ぐらいするとまるまる 20年に

なるようなことで、そうやって言われてみると

10年ってそんなに大変なことなのかなと逆に

思ったような次第でございます。しかし最近の

ＮＰＯは元気がありませんし、10年といいます

が長ければいいというものでもないですし、何

を話していいのか悩んでいます。自己紹介とい

うことで、私 47年生まれで今 61才です。趣味

はバードウォッチング。バイクに望遠鏡と三脚

ぶらさげて日本国中遊びまわっています。そん

なことをしているわけですが、学校を出てこの

世界とは全く縁の遠い雑誌の編集のほうをやっ

ていまして、雑誌の編集から商社へ行って、商

社からこの仕事に首を突っ込むようになってし

まったのが運のつきで、今になっています。 

雑誌の編集のときに昔の人なら知っていると

思うんですが、マグロの水銀問題というのがあ

ったんです。水銀汚染の問題。それを編集長か

ら取材しろといわれマグロの水銀を求めて日本

中の港を駆け巡ったわけなんです。そうこうし

ているうちにマグロの水銀というのは毛髪を調

べるとすぐにわかるらしいんですが。どこへ行

ってもマグロの水銀問題というのは、アメリカ

のＦＤＡ（アメリカ食品医薬品局）から指摘さ

れたんですが、それの被害実態というのは全く

ないわけなんです、日本中探しても。それで商

社へマグロの水銀の件を取材と、方向を変えて

みました。そうしたらそんなものあるわけない

だろうということで、そんなにマグロのことが

知りたいならうちへ来んかということで雑誌の

取材から世界各地のマグロを買い付けする仕事

に就きました。それで世界中のマグロの基地を

買い付けに回ったんですけども、一番短いとこ

ろは数ヶ月、長いところだとパプアニューギニ

アに 4年半おりました。 

パプアニューギニアにいてるときに日本から

電話がかかってきて実家から、母親が入院した

んだというようなことで、それで参ったなと思

いまして帰ったんです。それで僕のうちは三人

兄弟でこんなご時世ですからみんな共稼ぎで、

母親が入院してもそれを手伝う人がいないんで

す。今みたいに社会的入院は認められないとい

う状況ではなくて、病気が治るまでずっと継続

病院が可能でした。しかし家族介護者が居ない

ので毎月家政婦さんに依頼しました。当時で 20

万から 30万かかりましたね。始めの二ヶ月や三

ヶ月は払えるんですが、これが 1年 2年となっ

てくると大変ですよ。お金ですから兄弟喧嘩は

起こってくるわ、夫婦喧嘩はおこるわで。それ

でそのときに考えたんです。これは何かしない

といけないなと。それで僕が雑誌社から商社に

移ったのも簡単だったんですが、これもまた簡

単で、じゃあオレが何とか金のかからないシス

テムを作ってみようじゃないかと思いまして、

それで会社を辞めて自分ひとり助け合いの会を。

この世界に入ったのはこれがきっかけです。 

それでやり始めて思ったことは…。まだいっ

ぱい話すことがあるんですが、僕が何をしたか

ったかというと日本の結いの制度ですよね。あ

れをもう一度実現したい、そのためには助け合

いというのをやっていかなければいけない。地

域通過というのもやりました。地域通過という

ものも僕は結いの制度を復活させる一つの手段

だと理解しています。これが大体の僕のスター

トです。 
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ところで行政はどうか。行政は変わってない

んだよね。三重県は県民しあわせプランの中で

新しい時代の公なんてことを高らかにうたって

いるんですが、この新し

い時代の公の中には当然

ボランティア、市民力と

いうのは入ってくるはず

なんです。市町の方にい

くとそれは何の話やとい

う行政職員もたくさんい

ます。これが三重県の実

態ですよね。ですから真の意味で自治体が変わ

ってください。お願いします。 

 

[山本] 続いて野口さん。 

 

 

ＮＰＯ法人伊勢志摩バリアフリーツアー

センター 
[野口] パワーポイントを使わせていただいて

活動の説明をさせていただきたいと思います。

先ほどからみなさん 10年継続したっていう話

をされているんですが、実はうちまだ 10年も続

いてないんです。まだ 7年目くらいなので四捨

五入したら 10年とおもってもらったらいいん

ですが、四捨五入しても困るときもあるのでと

りあえずお招きいただいたので、10年ではない

ですがうちのセンターの活動の紹介をさせてい

ただきたいと思います。先ほど私個人の自己紹

介のほうは 10ページのほうに書いてあって、先

ほど大西さんが言っていたときに雑誌編集者を

していたというときに私もそうだったので、そ

ういう傾向にあるのかなと思って統計をとった

ら面白いかなと思いました。ではうちの説明を

させていただきたいと思います。ＮＰＯ法人伊

勢志摩バリアフリーツアーセンターの事務局長

をさせていただいてる野口あゆみと申します。

もしかしたら名前のほうは聞いたことがあるわ

という方もいらっしゃるかもしれないですが、

どんな活動をしているか。センターのほうは

2002年に設立しました。先ほども少し知事の名

前が出ていましたが、前の知事の本当に特異な

プロジェクトで伊勢志摩再生プロジェクトとい

うのが実はそのころできていたんですね。その

ときにその事業の一環として名前のごとく伊勢

志摩の観光を再生させるための事業の一つとし

て、このバリアフリーツアーセンターというの

を設立しました。なぜそのセンターで私が働き

だしたかというのもこの自己紹介のところに載

ってますので追々またお話させていだたきます、

長くなりますので。それでツアーセンターを設

立したのは 2002年なんですが、今現在鳥羽の

駅前の一番街というビルのみやげ物屋さんがい

っぱい入っているビルの一階にあります。です

ので、その中に混じってありますからただの観

光案内所に思われがちなんですが、実は簡単に

言いますと、伊勢志摩にいらっしゃる障害者や

高齢者観光客の人たちが伊勢志摩に行きたいけ

れど車椅子で泊まれる宿ってあるかなとか、水

族館に行きたいけれど車椅子で行けるかな、視

覚障害者の人をガイドしてくれる人がどこかに

いるかなみたいな、いろいろ旅行に関しての不

安ごとがあると思うんですが、そういったこと

をセンターに問い合わせていただいたら、実際

地元の障害者が見に行った情報、宿泊施設も観

光施設やスポット、サービスなどいろいろなこ

とを提供できるというセンターです。ですので

観光案内所に思われがちなんですけど言ってみ

れば観光協会のバリアフリー版だと思ってもら

って結構だと思います。組織自体は理事長がい

て、理事が 6人います。それで事務局長、私な

んですがそのほかにスタッフが私を含めて 3名

いますが、専門員というメンバーが 40人ほどお

ります。それは地元の障害者であるとか、こう

いったボランティアに関して協力していただけ

る方ですね。先ほど調査をするといいましたが、
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その調査をするにあたって実際にじゃあ何月何

日にどこどこ旅館に調査に行くんですけど来れ

る人いますかというと、専門員が私が行きます

ということで言っていただいて、だいたい５名

くらいで調査をしに行きます。旅館とかによる

と大変大きいので結構一日中かかることもあり

ますので、そういうメンバーであるということ

ですね。それで私たちの事業の方はというと先

ほども言いましたがバリアフリー観光の情報の

発信と収集ですね。発信するからには収集しな

いといけない、収集したからには発信しないと

いけない、このあたりが多分私の以前していた

仕事の雑誌の編集の力というか、持っていたと

ころだと思うんですが。 

あとバリアフリーの評価ですね、旅館とか観

光スポットなどに行ってバリアフリーの状況を

把握するという。これ評価というとみなさんた

じろいでしまう企業とかがあるんですが、評価

と言うよりありのままの情報をお伝えしたいと

いうことがあり、どうしてもバリアフリーにな

っていないから行けないとか思われそうですが、

後から出てきますが私たちの基準からすれば実

際現場がどうなっているかというのを知りたい

というのが実際障害者や高齢者の人たちである。

それを見て、行けるか行けないか判断するのは

行く人である。私たちが判断するのではなく行

く人たちが情報を収集して、これなら私が行け

る、これならおじいちゃんも行けるということ

を判断してもらう材料を調べに行くということ

です。 

あと観光地のバリアフリー化その他モニター

ツアーやアクティビティのイベントなどをさせ

ていただいて、あとはこういう講演活動や、視

察の受け入れなどを有料で。運営費ですね。さ

せていただいています。それで先ほど言いまし

た具体的に写真を見てもらいたいんですが、バ

リアフリーの観光情報の発信ということで、地

元のメンバーがこういう車椅子や、まぁ車椅子

は乗せてしまっているのであれですが、実際視

覚障害者や聴覚障害者のメンバーもいます。そ

ういったメンバーと実際地元を見てくる。それ

で地元を知ることによってまた新たに発信する

側としてこんなところが良かったよという、行

ったことによって伝えられるということがある

と思います。そういうことを発信しています。

あと評価、こういうふうに何センチかまで測り

ますね。これが最初の頃は嫌がられていたんで

すが、みなさんもご存知かもしれませんが車椅

子の方って手動のものも電動のものもあります

し、この測っている長さが 5センチのところが

バリアだと思う人もいれば、こんなのへっちゃ

らという人もいます。ですのでそういったとこ

ろを詳しく調べて、実際見て情報提供したとき

に、それなら私はいけますということをお伝え

するようにしています。あと観光地のバリアフ

リー化ということで先ほどもお話があったんで

すが、企業との協働ですね。これは地元の旅館

との協働でバリアフリールーム、ユニバーサル

ルームを作りました。みんなが集まってそのと

きも車椅子、視覚障害者、聴覚障害者みんな集

まってどんな部屋を作っていくかというんです

が、ここでかなり想像のとおりの大バトルが繰

り広げられるわけなんですが、けっこうそれを

とことんまで突き詰めていくと、本当のみんな

の思いやり、譲り合いから始まるユニバーサル

的な施設になっていくということで、大変みな

さん喜ばれましたし、できてから私たちもすご

く意識が高まりました。企業と協働するという

事は私たちもすごく責任を負うことになります。

お金がかかって、この回収した金額で例えば 5

年で回収する。そのためにいくらでこの部屋を

売るという具体的なお話を企業側から聞かせて

もらうので、そういうことをガンと聞かせても

らうので私たちも頑張らなくちゃという気にな

ります。もちろんバリアフリー化というのはよ

くあるし、この右下におじさんが掲げているの
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なんかは地元のもともとあるボランティアなん

ですが、そういう観光のガイドさんなんですけ

ども例えば視覚障害者の方がちょっと案内して

もらいたいと言ってるということを言ったら、

こういう触地図ですね、触ってこれ実は黄緑色

と白いところに少し

段差がありまして、触

るとどんなふうな地

図になっているのか

というのが見ていた

だく、今見ている光景

はこんな光景なんで

すよということを見

てもらうようなのを自ら、私たちが何も言わな

かったんですがこんなものを作ってみましたと

いうことでガイドの人が作ってくれました。そ

ういうような地元の人たちにも恵まれて大変あ

りがたいなと思っています。あとモニターチャ

ートとアクティビティのイベントというのが、

伊勢の人ならご存知だと思いますがお木曳きで

すね。障害者、高齢者の人たちってなかなかそ

ういう祭りなんかに参加するっていうのは難し

いことなんですが、やはりこういうのをやりた

いという声があがってきたので何とかできる環

境を作ろうということで、交渉してさせていた

だいたりとか、磯体験というこういう水の上を

浮いてますけれど、この車椅子、こういうのを

やってみたいという人が出てくれば私たちもこ

ういうのをどうやったらできるのかということ

をみんなで話し合いながら作っていったりして

います。伊勢志摩で泊まれるとか、食べれる、

遊べるだけじゃなくて、やっぱり伊勢志摩に来

ないとできないというものを作っていかないと

魅力的な観光地にはならないことですね。ここ

に書いてあるように今までは障害者の旅行自体

なかなかなかったわけですが、いけるところを

探していたんですね、今まで。ではなくて、こ

れからは障害者の人たちの行きたいところへ行

けるように開拓していかなければならないとい

うことで、先ほども言わせていただいたバリア

フリーというような情報提供というのはあくま

でも手段であって、私たちが言っているのはそ

の伊勢志摩に行きたいという魅力を、まず最初

に前面に出していかなければ結局は全国各地に

たくさんある観光地の中で伊勢志摩を選んでも

らえるというのが一番重要なんですね。そのと

きに、じゃあおばあさんを連れて行きたいんで

すけどもといったときに、バリアフリーの情報

がすぐに提供できるというふうにしておけばお

客さんを逃さずにすむということですね。そう

いうところを作っていきたいと思っています。

それで障害者、高齢者の人たちというのは本当

にさまざまな状態をお持ちなので車椅子の方だ

からここであろうとか、視覚障害者の方だから

こんなところが楽しいであろうとか憶測で情報

提供するのではなくて、お客さんが本当に行き

たいと思っているところをきちんと、先ほども

言ったように祭りに参加したいといのであれば

そういうものを提供していくというようなもの

を可能にしていかなければいけないと思ってい

ます。このシステム図とか言ってると時間がな

くなってくると思うので。こういうレンタル車

椅子というのも 6年 7年してきますと、お客さ

んからのニーズでいろんなサービス提供をして

くださいというのが出てきますので、それが大

変私たちも刺激になっています。今までは施設

で車椅子の貸し出しをしていましたが、これは

伊勢志摩に来ましたら伊勢志摩のどこでもレン

タカー感覚で車椅子の貸し出しができますよと

いうことです。あとこれは大々的には言ってな

いんですが、神宮のボランティアですね。みな

さんもご存知のようにこういう石段があったり、

砂利道が 800メートルあったりとかするような

ところを神宮は車椅子の貸し出しをしているん

ですが、それを介助する人がいないというとき

にサポートボランティアを実施したりとかも行
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いました。最近出てきているのが旅館へのヘル

パー派遣ですね。これは大西さんとかにもいろ

いろ相談させていただいたりしましたが、最近

はデイサービスでお風呂に入っている、または

施設に入っているおじいちゃんおばあちゃんを

連れ出して旅行に行きたいというようなご家族

もいらっしゃいます。ヘルパーさんを利用して

お風呂に入ってる方たちもいらっしゃるので、

そうなると旅行に行くということになったとき

にお風呂に入れるの誰？ってなるんです。家族

誰も介助できないとなるので、そうなったとき

にこういうヘルパー派遣があると大変ありがた

いわと。現場から連れて来る方もいるんですけ

ど、すごく莫大なお金がかかるので現場で一時

間ほどのヘルパー、もちろん保険は利かないの

でだいたいその実費分を払ってもらうという形

でとっています。そういうようなこともちょこ

ちょこはじめていって、本当に継続すればする

ほどこういうサービスというものを提供してい

く、きちんとした安定したサービスを続けてい

かなければいけないなということをすごく実感

しておりますので、そういったところが今後の

私たちの課題でもあるのかなと思っています。

10分たってしまったのでこんな感じかな。あと

駅のボランティア観光案内とかしたり、最近は

教育で地元の学校で授業をしたりしています。

早足になってしまいましたが、ちらっと見たも

のでまたご質問があればよろしくお願いします。

以上です。 

  

[山本] ありがとうございました。だいたいこ

ういった人たちがみなさんのご質問に答えてい

ただけるということになりますので。あとは別

にシナリオは作っていませんので。先ほどの自

己紹介でも聞きたいことというのをいくつかお

話いただきましたが、その中からとくにこれだ

けは聞いておきたいというお話をみなさんの中

から聞いていって、質疑の時間、残り１時間く

らいゆっくりしていきたいなと思います。まず

これを聞きたい、こういうところでどなたかと

いっても手を上げないんですが、そこで手を上

げようという勇気のある方はいますか。 

 
 
■ ディスカッション 
１０年後の実感とジレンマ 
 [伊井野] 10年たって何が変わったかという

と、やっぱり 10年一昔って昔の人は言ったもん

だなと思いますね。事業が安定するということ

とイコールなのかどうか判断をしかねてますが、

ＮＰＯセクターとして食っていけるなという実

感が最近とくにしていますね。中堅の行政職員

とこの間 1時間くらい、行政職員の悩みを聞い

てあげようみたいなのでちょっと聞きましたら、

税金右下がりで、課題山積で、それで 20万 30

万の事業をやるだけで上からも下からもいろい

ろ言われて、モチベーション低下して行政職と

してどうやっていこうか悩んでるって。そこで

思ったのがＮＰＯに来たらという気持ちがやっ

ぱりしました。というのは、僕はＮＰＯを 10

年やれてきたのは公的なお金、企業のお金でも

ある意味公的なお金だと思うんですが、その公

的なお金を使って、自分たちのミッションに近

い事業を自分たちのアイディアでできるという

その魅力で 10年頑張れたと思うんですね。まだ

正式には集約していませんが、10年で赤目の里

山を育てる会は事業総額で１億円超えたと思い
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ます。真水でいうと 6千万くらいとってきたん

じゃないかと思います。真水というのは、税金

とか各企業のお金。つまり 4千万は自分で出し

たという意味ですが、最近助成金を出すと通り

やすいんですね、感覚として。通りにくい時期

もあったんですけども。というのは僕の判断は

助成金疲れしてみんな出してないんじゃないか

なという感じがして。そして知恵と度胸さえあ

れば、そこそこコンスタントにいろんなお金が

とってこれて自分のやりたいことをこんなに自

由にのびのびできるということはないんじゃな

いかなと思うので、行政職のそれなりの能力を

持った人はＮＰＯに転勤して、まぁ子供が中学

校以上になってからにしてください。そうしな

いとちょっと家庭がやっていけないかもわかり

ませんので。僕は本当にそう思います。行政で

能力を発揮できないんだったらＮＰＯにきて能

力を発揮するべきだと本当に思って、三重県の

人にはわかるかなと思って今言ってるんですが、

この間静岡で行われたＮＰＯ自治体フォーラム

で言ったらひんしゅくをかいまして、みんな冷

たい目で見てたんですが、来年は大西さんが行

ってもっと茶化したらいいなと思っていますが、

なんか最近そんな感じに思っています。 

 

[山本] そんな感じを聞いて、大西さんはどう

いう印象を今もたれましたか。 

 

[大西] いやぁ、参ったな。いろいろ問題あり

ましたね。ただこの 20年を振り返ってみまして、

8年介護保険やってきました。それで 10年 10

年ですよねそれで会員数を見てみると、この介

護保険が始まるまでは会員数が 750名だったの

が介護保険になってから 250名に激減。原因は

それを説明していると長くなりますので割愛し

ますが、介護保険になってから利用者も協力者

も変わりましたね。というのはお金が本来の威

力を発揮し始めたわけです。例えば助け合い（ボ

ランティア）だけやってるときでも、夜中に利

用者から依頼がくるケースってありますよね。

そのときに有償ボランティアの人にあそこのお

ばあちゃん、オムツ交換に行ってくれないかと

いっても、夜中の話ですよ。助け合いのときは、

じゃあ私行ってくるわと必ず軽い気持ちで言っ

てくれた。介護保険になったら殆どが、私忙し

いからできません。介護保険制度が始まったと

きに会は紛糾しました。介護保険しようか、そ

れとも参入するのやめようかというのでかなり

もめたんですが、お金の魅力には勝てなかった、

負けてしまったわけなんです。それで介護保険

事業者になったら自分たちが今まで助け合いで

していた活動がお金になるということがわかっ

てきたんです。有償ボランティアでは、うちは

1時間 650円でしてきたんですが、介護保険だ

とうちは 1500円なんですよね。650円と 1500

円じゃお金の面では話になりません。そういう

現実があります。それとバリアフリーの話なん

ですが、一つだけ介護保険制度で疑問に思って

ることがあります。これはうちのワーカー彼女

たちの疑問ではなくて、制度の問題なのですが。

例えば東京在住の方が伊勢志摩に旅行に来ると

するじゃないですか、するとバリアフリーセン

ターのサポートが完備しているから、ツアーセ

ンターを利用してホテルまで何とかいけるんで

すが、日常の居住地を越えて介護保険制度は利

用できないのです。実費支払いになります。同

一人が東京にいるときは 1割負担で利用可能だ

が、伊勢へきて観光ホテルに泊まると実費負担

になってしまう。介護保険法によると、介護保

険のサービスの提供は通常の生活の範囲内とい

うことらしいです。旅行というのは通常の生活

ではないという厚生労働省の考え方なんですが、

じゃあちょっと待てよと。障害者、あるいは高

齢者は旅行に行ってはだめなのか、というよう

なことにまでなってきますよね、話を広げてい

くと。こんな話だと高齢者の旅行というのは、
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僕はしんどい話だと思ってるんです。もっと皆

が主張すべきではないかなと思っている次第で

ございます。 

 

[山本] ありがとうございます。 

 

[野口] 大西さんの話とかも聞いたりしてみな

さん、ジレンマという部分がすごくあるんだな

と、私もあるんですけど。お二人の業種は私の

ほうは違って介護保険とかそういったところの

管轄ではないようなところなので、また違う意

味のジレンマというので、私たちの運営方法と

いうのはアドバイスとかそういったものでお金

をいただいたりするんですね。そのときに例え

ばさきほど言ってた企業でユニバーサルルーム

を作ったりするときにもアドバイス料という形

で企業からお金をもらったりします。それで中

身にはやっぱり他の企業、旅館とかでもバリア

フリールームを作ったりするときにアドバイス

させてください、でもお金がかかりますという

ことを話し出すと「うちそんな予算ないので。」

企業だけじゃなく行政もそうです。行政なんか

も新しく施設を作るとか道を作る。じゃあバリ

アフリーの視点で少し調査をしてください、見

てください。でも、きたときに話はもってくる

けれどもお金は持ってきてくれません。「見る

のでそういう予算を持ってきてください」とい

うと、「今回その予算は作ってないので、じゃ

あもう意見は聞きません」と帰っていきます。

でもそのときに、お金がないからアドバイスで

きないわけじゃないけれど、近くにできるもの

がアドバイスなしでできてしまって結局使い物

にならないものができてしまうというときはシ

ョックなんです。だったらタダでもいいからア

ドバイスしておけばよかったということは多々

あります。伊勢志摩の周辺施設にも。そういう

ものがすごくジレンマであって、そういう当た

り前のようにしてバリアフリーのアドバイスに

対しての予算というものを作っていっていただ

きたいなということをすごく思いました。さき

ほど大西さんが言ったように助け合いの部分で

の旅館のヘルパーなんですけども、私たちもそ

れはすごく実感しています。普段だったらそん

なにお金のかからないことなのに、旅館にくる、

それで極端な話、東京からでなくても実際この

ヘルパー派遣の件で地元の方に体験していただ

いたことも何度かあるんですね。そのときに言

ってたのが、例えば同じ鳥羽市内の人でも、鳥

羽市内でお風呂、自分のエリアでお風呂に入ら

せてもらうときには保険がききますよね。でも

隣の旅館に行ったときには保険がきかないんで

すよ。自分の家じゃないとだめなんです。すぐ

隣なんですよと言ってもだめなんです。という

ようなことになるのがすごくおかしいなと思い

ました。旅行だけでなく、ちょっと温泉に入り

たいとか、大きいお風呂にゆっくりと入りたい

という方たちもいるので、そういう人たちにた

まにはいいんじゃないか、毎日じゃなくてもい

いんです、たまにはそういう機会があればいい

のになというのはすごく実感しました。お風呂

の件に関してなんですが、お風呂に入るという

ことに対して本人だけが満足するわけじゃない

んです。家族の方が一番満足してくれるんです。

今までヘルパー派遣で何度か行かせてもらった

ときに一番喜んでいるのは実は家族だったりす

るんです。それは例えばあったのは、私ぐらい

の年齢の筋ジスの女の子とお母さんと一緒に来

られたんですけど、そのときにお母さんと娘さ

んはよく旅行には行ってると言ってたんです。

でもそのときに、お母さんは旅行に行っても腰

を痛めてて、女の子の介助ができないからお風

呂に入れないのが当然できているんですが、お

母さんはお風呂に入りに行きますよね。でもカ

ラスの行水って言ってました。パッと入ってパ

ッと出てくる。そのときに「あー良い湯だった」

ということは言えないと言ってたんです。入っ
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てない娘に対してね。でもそのときにヘルパー

派遣で利用していただいた娘さんが気持ちいい

お風呂に入ったあとにお母さんが言ったという

のが「あー、これで私もゆっくりお風呂は入れ

るわ」っていうことを言われたんです。だから

やっぱりそういうところを考えると一人だけじ

ゃなくて、その周辺の人たちも気持ちよく旅行

ができるというところから考えると、もっとこ

ういうヘルパー派遣制度が気軽に使えるように

なれたら、大西さんが言ったような制度が少し

ずつでもいいからこの辺にできたらいいなとす

ごく思います。 

 

[山本] ＮＰＯを 10年続ける極意の話にしたい

ので、福祉の課題だけをあまり深めすぎるとい

けないんですが、思いとしては、こういう夢を

長年続けているみんな持ってるんだ、というこ

と。出てきた話でキーワードとなるのはまず「食

べていける実感」というのが非常に大きなキー

ワードとして出てきたのと、ＮＰＯをやってい

る中でいくつものジレンマがあって、特にここ

で出てきてるのはサービスというものに対する

ジレンマですね。ＮＰＯとしてサービスはした

いんだけど、活動していかなければならないと

きにそこに対価がつくかつかないかというとこ

ろのジレンマがあるみたいな話が出てきてます。

これからどんどん続けていきたいんですが、や

はり会場からも聞きたいことがあると思います

ので一度お話していただくのをとめて、最初の

自己紹介の中にあったテーマの一つに継続する

コツであったり、思いを持続するというところ

の極意はという話が何人かから出てましたので、

自分たちが活動してきて継続するのにこんな心

がけがあったよとか、こんな出来事がありまし

たよということでお話いただけることがあれば

ぜひお願いしたいんですけども。 

 

[伊井野] 僕も、ここの分科会は参加者が少な

いっていうけど、僕はお声がかかった時は冗談

抜きで若い人が多くて嬉しい分科会かなと思っ

たんですが今はとても残念です。でもやはり 10

年というけど、ここに集まっている人たちは、

本当にＮＰＯを運営しているみなさんですよね。

ただＮＰＯに関わるということじゃなくて、企

業とかでもやはり組織って人・金・物っていう

じゃないですか。だから自分たちが何をやって

いるかとか、やってきたかという話はどちらか

というとどうでもよくて、団体の資料に収入割

合をずっと載せるとか、そういうふうにちょっ

と工夫すればよかったね。参加資料として。10

年間の会員の動向とか、寄付はどれくらい集ま

ってどういう努力をしたかとか、そういうこと

が 10年の値打ちなんじゃないかなと思って。何

をやってるかとかいうことは、あまりこの場で

すると「そうなん」みたいな話で終わる可能性

があるなと思って。もう一つは人材の確保って

おっしゃったですよね。どこも人材の確保とい

うのはすごく大変なんですが、でもね、日本Ｎ

ＰＯセンターの山岡義典さんの代わりが、後継

者として簡単に育つと思います？それからシー

ズの松原明さんって、もう来年 1月 1日から休

眠に入るんですが、体がもたないんですよ。今、

全国的に募金活動をしているんですね。なぜか

というとお金を集める取り組みをしなくてもロ

ビー活動をできるように、今数千万単位で募金

活動をやっているんですが、やっぱり人って例

えば子どもセンターの代表の後継者をどうする、
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事務局長さんの後継者どうするとか、大西さん、

僕の後継者どうする、そんなんできないと思う

んです。はっきり言って。それでどこも困って

るんだけど、でも一人でやったことを 10人とか

5人とかでトロイカ方式でやれればいいんじゃ

ないかなっていうような仕組みだけ僕らはつく

っとかないといけないんじゃないかなというふ

うに思います。その話をぜひ大西さんに聞きた

いんだけど、僕のような思いや僕のような生活

を 20年続けられるという人のほうが少ないと

思うんですよね。僕はだいたい朝８時に仕事に

出て、帰るの 11時なんですよ。だいたい 15時

間くらい労働してるんですね。それで自動車の

運転手から料理から帳簿つけから助成金の申請

から、だいたい毎日 15時間くらい働いてて、そ

れで給料は 250万くらいかな。だけどそれがな

ぜできるかというと、大西さんは自分の人生語

ってて僕は語ってないけど、1500万くらい稼い

だ時期もあるから、お金じゃないんだよって言

えるからやれるけど、それがないとちょっとや

れないだろうなというふうには思います。稼い

だことがなくてもお金じゃないよといえるよう

な世の中づくりが正しいのか、もっと稼げるん

だよということを言うのがいいのか、僕はその

あたりでちょっと時間的なギャップがあるから

悩んではいます。やっぱり強烈なリーダーシッ

プと個性とアイデアで、第一世代と言われてい

る僕たちはやってこれたけど、これからの人た

ちって強烈なリーダーシップと個性ではやれな

いんじゃないか、というよりやってはいけない

んじゃないかという感覚がしてるんですけど、

大西さんそのへんどうですか。 

 

[大西] ちょっと伊井野さんと方向が違うなと

感じているんですが。というのが、僕この 20

年やってきてこの活動というのが地域ですごく

役に立つということがわかったわけです。僕は

今、伊勢まごころの代表をしているわけですが、

伊勢まごころをどうするっていうのではなく、

僕の頭の中にあるのは伊勢まごころのようなと

ころを三重県中に作ろうというのが僕の考え方

なんです。ですから一つの団体が大きくなると

いうことはあんまり意味を持っていない。それ

よりも小さな団体でいいから三重県中どこにい

ってもある、そういうネットワークを作りたい。

これが僕の夢なんです。それでこれは次の世代

ということもあって難しいといえば難しいけれ

ど、軽く考えるとそんなに難しくないんですよ

ね。介護保険制度、ケアマネージャーがどうと

か、国保連に請求業務がどうのこうのとか馬鹿

みたいにこういうことを考えてたらややこしい

話になってくるのでね。助け合いそのものは、

困ってる人を助けるだけの話なんですよね。マ

ザーテレサじゃないけど、関心を持つことなん

ですよね。 

 

[伊井野] 今そういうけど、時間でサービスを

測ってお金になると、これまで、無報酬で行っ

たサービスを無報酬ならしなくなる、という現

実があるわけでしょ。まごころのようには簡単

じゃないということです。 

 

[大西] わかりました。それで出丸さんが室長

のときの話なんですが、2001年の 9月 11日に

アメリカでテロがありましたよね。あの直後に

出丸さんが室長をしていたときのＮＰＯの職員

とアメリカに行ったんです。それで向こうの

NPO先進国のＮＰＯというのをつぶさに見せ

てもらったんです。そ

うしたら、ＮＰＯはア

メリカが神様というよ

うなことを言うけれど

現実に行ってみると、

確かにそういう側面も

あるけれど、これはポ

ートランドの話なんで
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すが、その辺のおばちゃんが集まってきて子供

の手をつないできて、それで子供を隣の部屋に

寝かせて会議を始めるんです。会議を始めたと

たんに赤ちゃんが泣き始めて「すいません、ち

ょっと待ってください」と言って隣の部屋の赤

ちゃんをあやすわけです。どこかで見た光景だ

と思ってよく考えたら日本と一緒なんです。そ

ういう意味で、ＮＰＯと地域の助け合いをする

ということは、そんなに難しいことではない。

考えたら難しいんだけどね。そういうことで今、

三重県中にＮＰＯのネットワークを張り巡らす

という、そちらのほうの仕事に全神経を使って

います。個人的には、うちの団体、伊勢まごこ

ろの仕事には全く関与してないしていないのが

現状です。以上です。 

 

[山本] 継続するコツとか後継者というテーマ

で今話していただいてますが、野口さんはいか

がですか。 

 

[野口] 私たちもやっぱりそれは意識していま

す。よく言われるのが、ツアーセンターを始め

た当初に、ご存知の方もいるかもしれないです

が、私がこういったバリアフリーの活動をし始

めたのが今の主人である車椅子の男性と出会っ

たのがきっかけだったんですけど、うちの理事

長が常に私の知らないところで言ってたのが

「あの二人が別れたらツアーセンターはなくな

るな」ということをよく言われたんですね。だ

から、そういう関係がなくなったらって言って

たんですが、そんなことないよって私は言って

たんですが。ですので、そういう意味じゃなく

て、私たちが離婚したからどうだというのでは

なくて、確かに先ほども伊井野さんがおっしゃ

ってましたが私たちみたいなことをやれるのは、

じゃあ誰か代わりができるのかというと、私の

この給料で私の代わりをしてくださいってとて

もじゃないけど人にお願いできないです。先ほ

どおっしゃられてた方、できたら就職先として

できるような環境を作りたいというのは私もす

ごく思うんです。先日中学生の体験就業体験み

たいなのがあって、うちは就職先ではないです

が、そういうのを体験してもらったんですが、

その子は障害を持った女の子だったんですね。

だから受け入れたというのもあるんですが、そ

の女の子がもし高校へ行って、高校を卒業する

か、大学行ってから卒業するかのときに、あの

時、中学校のときに体験させてもらったところ

で働きたいと、もしかしたら言うかもしれない

です。せめてそのときまでには、その子が入っ

てもちゃんと給料が払えるような環境を作りた

い。私たちはどちらかというと障害者の雇用に

もつながるんじゃないかなと思っているので、

そこら辺を本当にやりたいなと思っているんで

すけど、そのためにはじゃあどうすればいいの

かっていうことを今模索中なんですけど、ここ

できちんと運営できる方法をできたら、先ほど

大西さんがおっしられたように私たちバリアフ

リーツアーセンターも、実は伊勢志摩だけじゃ

ないんですよね。ほしいところはもっとありま

す。伊勢志摩の障害者の人たちももっと外に出

たいわけですから、全国各地にある観光地に一

つこういうものがきちんとモデルとして運営で

きる体制が作れれば、どこにでもできる可能性

があるわけです。そういうものを作っていくた

めに今は行政だけじゃなく、そういう企業にお

金をもらったり、企業からお金をもらうために

はアドバイスをし、評価を得ながらやっていく

という方法を考えているという感じなんです。

だから継続というのは本当に重要なんですが、

お金に関する継続というのは本当に大変なんで

すが、モチベーションに関しては聞かれると不

思議なくらい私たちもモチベーションを保って

いるかなと思います。それはおそらく現場に近

いからかなと思います。現場の人たちの生の声

を聞いて、それによってモチベーションがあが
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ったり下がったりしてますが、それがモチベー

ション持続の効果が高いと思ってます。 

 

[山本] 所々で聞きたくなったら手を上げてく

ださいね。ほっとくとこのままずっと続いてい

きますので、聞きたい中身が聞けずに終わる可

能性が出てきましたので、これは自分の言葉で

質問しておきたいということがあったら今あげ

てください。 

 

[参加者] 3人の方の話をお伺いしてて、例えば

野口さんのバリアフリーセンターだと企業や行

政からいただくお金が収入の大部分を占めてい

るんですか。その収入の構成割合。それから大

西さんのところだと事業収入ですよね。事業収

入以外に助け合いの部分はどの程度あるのか。

伊井野さんところの場合だと、助成金の割合が

高いのかな。その割合と、それ以外だとか、事

業収入ですね。その様子をちょっとお聞かせい

ただきたいです。それでみなさんの給料はどこ

から払われてるのかというのを知りたいです。 

 

[伊井野] うちは年によって事業の総額が違う

のですが、だいたい 2000万から 2500万ぐらい

で、デイサービスが7割5分くらいから8割で、

助成金が 2割 5分くらいで、あと 0.5分が会費

とか寄付とか、それくらいですね。それで会員

さんが 100人前後で、けっこう若い人はいっぱ

い入ってくれるんだけど、本当は会費を 1年で

も滞納したら除籍するんですが、だいたいみな

さんの慣例という 3年は残しておきます。3年

は残して、4年目になったときにみんな切って

いくということをどこでもしているというのを

聞きますが、うちは入ってくるけど抜けるから

いつも 100人なんです。それはどこから始まっ

たかというと 300人から始まって、10年経って

今、3分の 1に減ったけど、それでも 300人か

ら 100人で、3分の 1止まりでよく残ってるな

と思ってます。しかも悪いことに、永年会員と

いうのがものすごくあって、100人のうち 30

人が永年会員だから会費が入ってこないんです。

初めは良かったけど。だから 3分の 2だから会

費というのはそうたいしたことじゃなくて、ち

ょっと運営は会費で事業をするというのはなか

なか大変で。寄付のほうもたまに 100万とか

200万というような寄付はあるんですが、定期

的に企業からというのはこれからかなと思うの

で。助成金は多いときは 600万、700万、1000

万近いときもあるし、取らないときもあるしと

いうことでけっこうフレキシブルなんですが、

そんなとこでうちは運営しています。 

 

[大西] お金なんですが、頭の中に入ってる数

字だけで申し訳ございません。うちは介護保険

をしていまして、あまり力を入れてるわけじゃ

ないんですが、うちの中でいろんな事件があり

まして、介護保険でずっとやってきたんですが、

そうしたら介護保険は儲かるということで会員

さんがやめてしまって、有限会社を立ち上げて

るというアクシデントがありました。それ以前

は、うちは介護保険制度では訪問介護、居宅介

護支援とデイサービスだけをしているだけなん

ですが、そういう事件がある前はかなりの額の

売り上げがあったんですが、それがおきてから

は会がすごく小さくなってしまって、訪問介護

員が少なくなった今では 6000万ぐらいが介護

保険のほうで、助け合いのほうで入ってくるお

金は 200万あまりだったと思います。 

 

[伊井野] ＮＰＯ法人ではありがちなんですよ

ね。 

 

[大西] 有限会社で開始した方もＮＰＯでやっ

てくれると良かったんですけどね。僕の指導力

が足りなかったんだということですね。 
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[伊井野] そんなことがあったの。その話が聞

きたいじゃないですか。 

 

[大西] 外から見ている皆さんは、介護保険は

儲かると思うんだよね。 

 

[伊井野] 儲かりませんよ。経営者の人件費を

抑さえるからやれるんだよね。公務員の皆さん

の給料を考えたらやれないでしょ。やれないこ

とをやれって言ってるわけですよね。 

 

[野口] 私もちょっと

頭の中にある感じで。

みなさんの金額を聞い

て私は全然違う次元な

んですけども、私たち

の一番最初の始まりは

県の特異なプロジェク

トで始まったといいま

すが、そういうことはみなさんご存知のように

補助金というのは限りがありまして、4年めく

らいでばっさり切られてます。それ以降は自主

運営をさせていただいてるんですが、聞いてび

っくりしちゃいけませんよ。私たちの年間の運

営費っていうのは 500万ちょっとくらいです。

それだけで事業代と 3人の人件費がまかなわれ

てます。最近ちょっと切り崩し方式の借金なん

かもしていて、そのことを含めるとどういう割

合かというと借金のほうが多いと言ってはいけ

ないし、そうわけじゃないですが、最初のころ

はけっこう行政の委託事業とかもいただくこと

があったんですが、やはりそんなに続かないで

す。委託ばっかり受けてると癒着じゃないかと

いうようなことも言われたりするとだんだん離

れていくので、今現在としては行政の委託もあ

りますが、鳥羽市の観光サポートの 2分の 1助

成とか、そういう委託とかもちょっとあります

が本当に小さなものであったり、商工会議所の

委託であったりとか最近ちょっと出た学校の方

も授業代ってすごく安いですよね。1日行って

も 2時限やっても 4000円くらいだったりする

んですよね。それでもとりあえず人材をという

ことで関わらせてもらってたりしますが。先ほ

ど皆さんもおっしゃられてたみたいに年によっ

て本当に変動があります。私たちは 500万前後

というのは変わりませんが、時々大きな財団と

かの助成金とかバッともらったりすると跳ね上

がりますが、でもやはり 1000万を超えるとい

うのはまだ私たち今のところないですね。その

中でやりくりしていってますので本当にこの私

たちの 500万っていう数字はすごく少ないのか。

この中でたぶん人件費というのは 300万くらい

かなというくらいです。その中で 300万を三人

で割ると計算してもらったらわかると思うんで

すが、そんなかんじでやらせていただいて、も

うちょっと本当は企業のほうからお金をもらっ

ていきたいなと思ってますので、情報発信を私

たちしてますので広告料のようなものをもう少

しとっていきたいなということなので、あまり

参考にならないかもしれないですが細々と灯火

でやってるという感じです。 

 

[大西] そんなにお金はないんですが、ＮＰＯ

としては多少あるのかなという感じなので、う

ちは助成とかそういうことは全く応募していま

せん。というのは、お金がないところにそうい

うのは回してもらったらいいのかなと考えてい

ます。それと、その代わりにやることといった

ら、例えば今福祉有償運送という制度がありま

すが。ああいうことにうちが助成をもらって、

うちのほうで研修もやりよそのＮＰＯでは出来

にくい活動、そういうところで助成を頂くよう

にしています。例えば成年後見制度でもなかな

かよそのＮＰＯにやれと言っても難しいので、

それにはこちらから助成してくれるところを探



＜第１分科会＞ 
 

  
- 36 - 

し市民にも実現可能なものにしていくという努

せん。 

 

[伊井野] やっぱり聞いてよかったです。山岡

さんは今日しゃべってましたけど、この間セク

ター会議といって、何が議論されるかというと

日本のＮＰＯ法人の中のほとんどは 300万～

500万ぐらいのレベルが 7・8割いて、福祉系は

金額がグッと跳ね上がるけど、それは出るもの

も同じくらい多いわけで真水を見ればそんなに

変わらないということの中で、やはり 500万ぐ

らいのレベルのＮＰＯをどうやって助けるのか

とか、支援するのかという話が行政の課題じゃ

ないかというのがずっとあるんです。だからち

ょうど良い例なんですよね。その 500万を 1000

万くらいにできるアイデアをみんなが提案する

とか、提案しあうとかすることの中で取り組む

ということがとても大事じゃないかなって。い

ろんなところで会って話をしているから中間支

援みたいな立場でどうしても見てしまうんです

が、今エコツーがすごく盛んでしょ。だからエ

コツーがあんなに盛んな中で、こういうバリア

フリーのツアーっていうのを一緒に抱き合わせ

で、国のレベルでもっと働きかけをするとかい

うことになると、もっといい流れが来るんじゃ

ないかなと思ったりしますけど。 

 

 

[山本] エコツーってわかります？大丈夫です

か？他の人でも質問があれば聞いておきたいん

ですが、ないですか。 

 

[会場] 先ほど伊井野さんからのお話で、そう

いう活動されて、継続するに当たって心構えと

いうか、こういうふうなことをしたほうがいい

よとかのアドバイスがあればですけども、こう

いうことに気をつけなければいけないよみたい

なことがありましたら教えてください。 

 

[伊井野] 今日の感想ですが、山岡さんの今日

の講演はとてもよかったなと思って。あれだけ

参加を言う人ってないですよね、ＮＰＯの世界

の中で。僕は何十回も話を聞いてますが、参加

っていう感覚を行政職

も持たれたらどうかな

と思って。行政職が持

ってる週休二日と年休

をあわせると 3分の 1

くらい休んでません？

ごめんなさいね。1年の

うち 100日くらい休ん

でるんじゃないかなと思うんですよね。3分の 1

休みがあるんだったら、十分立派なＮＰＯって

できるんじゃないかなと思うわけです。だから

本業がどれくらい後を引くのかわからないけれ

ど、というのは僕は行政職をやったことがない

ので。ＮＰＯ職って 365日ＮＰＯ職じゃないで

すか。行政職って 365日行政職になれます？例

えば寝てるときにおじいちゃん、おばあちゃん、

バリアフリーの車椅子の人のことが頭に浮かん

だりします？しないでしょ、わからないけど。

しないんだったら、もう一つ仕事が持てるんじ

ゃないかなと思うんです。だから参加から協働

へという、個人から団体への取り組みを十分に

できる行政の職員の人たちが、本業を持ちなが

ら社会とどうかかわる、参加するのかというと

ころでいうと、ＮＰＯを立ち上げるというか参

加して、自分が主体になった行政職の見本を見

せることによって「見てみぃや、市民ってこう

いうことを言うんやで」って。市民と住民って

いう言葉がありましたよね、山岡さんの話で。

行政職のほとんどは住民、ごめんなさいね、思

い込みで言うんだけど。市民になる行政職とい

うのをお手本でやられたらどうかなと思います

がいかがでしょうか。 
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[大西] その人それぞれ十人十色だと思うんで

す。できることが。現実の厳しさということを

知ることだと思うんです。例えばちょっと考え

方違うと思うんですが、国土交通省が向こう十

数年の間に日本から村が 2000余り消滅するだ

ろうと。限界集落のことをいいましたよね。限

界集落なんてよそのことだと思ったら大間違い

で、私のまち伊勢なんかは、固有の名前を出す

とあれですが、高麗広とか横輪という地区があ

るんですがこういうところはすでに限界なんで

す。じぃちゃんばぁちゃんしかいない。病院が

ない、飯を食うところもない。何もないないづ

くしなんですよね。地域で助け合って生きてい

くしか方法がないんですよね。その中でどうい

うふうにその活動を維持継続するかが問題です。

なんだかんだ言っても始まらないんです。そこ

でこちらがどういうふうに石を投げて波紋を広

げていくかということが大切。なんだかんだと

悠長なことは言ってられないと思うんです。高

齢者、障害者に携わっていると。皆の問題です。

以上です。 

 

[野口] 私たちの活動は実はじわりじわりと行

政の方たちに参加をしてもらおうと思って、私

たちは伊勢志摩を広域的に活動しているんです

が、鳥羽に在籍しているので鳥羽市の職員の観

光課の人に調査しに行くときに暇だったらつい

てきてみたいに現場に来てもらうようなことを

してもらっています。それによっていろいろ勉

強になったわとか、知ったわというようなこと

とかもあって、実は最初の方で行政が変わって

きたことはというのをご質問されていた方がい

らっしゃいましたが、私はまだここで始めて６

年、7年ですが、すごく変わったと思うんです。

今までちょっと前までは社会福祉協議会が地元

にはどこにでもありますが、社会福祉協議会に

「すいません、旅行者の方が車椅子を」どこで

もチェアという車椅子ができるまでは「車椅子

を貸してほしいという方がいるんですけど貸し

てもらえないですか」と言いに行ったときには

社会福祉協議会からは「社会福祉協議会は、地

元の方のための社会福祉協議会なので観光の方

には使えません」みたいなことを言われたんで

す。使ってるわけじゃなくて、そこにいっぱい

あるんですよ。いっぱい並んでいるのに、その

1台も貸してくれなかったということがあるん

です。でも、この数年間の間でものすごく変わ

って、車椅子は貸してくれるし、観光の方たち

のためにと観光客向けのサービスもできてきて

るんですね。サポート何とかというのができて、

有料なんですが、時給 600円くらいのものです

がそういうサービスをやっていただいたりとか、

あと今まで観光と福祉というところがあまり一

緒に話をすることがなかったんですが、私たち

の会議で呼ぶ人は必ずそういった人たちを入っ

てもらうようにしているんですね。環境と福祉、

場合によっては建築とかいろんな人たちに来て

もらったりするんですが、そういう意味ではち

ょっと緩やかですが横のつながりというか、今

まで縦割りだったものがちょっとじわりじわり

と浸透してきているのかなという実感がありま

す。それで行政の方たちが一番悲しいのは、そ

この担当を抜けてしまったときに「はい、さよ

うなら」ということがあって、それからどこに

行ったんだろう、三重県の人だったら北勢の方

に行ってしまったんだけど、どうなったのかな

という感じになってしまうことが多いので、と

っぷり活動しなくてもいいんですけど自分にで

きることですよね。自分が今している仕事のと

きに、このＮＰＯに対して自分はどんなことが

手を差し伸べられるかなということを常に意識

してもらったら、どの部署に行っても「この部

署にきたからこれができる、あそこの団体が助

けられる」。本当にちょっとしたアドバイスだ

けでいいんです。今こういう助成金を募集して
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るよみたいな感じでもいいですし、そういうこ

とがさりげなく話をしていただいたらいいなと

思います。 

 

[山本] あと 10分なんで

すが、ちょっと会場でこ

れは聞いておきたいとい

うことはどうですか？大

丈夫ですか？無ければ、

ちょっと私の進行が悪か

ったのかＮＰＯが行政に

期待することみたいな話

になってきつつあるような気がし若干違和感が

あるので最後にこういう質問で、みなさんから

一言コメントをいただいて終われればなと思い

ます。じゃあ市民は変わったのか。この 10年間

活動する前と後で、みなさんがサービスを提供

する人たちでもいいですし、参加してくれる人

でもいいんですが、市民は変わったのかな、市

民はどういうことをこれから訴えていたきいの

かな。そういう言葉で最後を締めていただこう

かなと思うんですが、伊井野さんからでも大丈

夫でしょうか。 

 

[伊井野] その前に、熱意が継続できた理由と

は何かという話で、やっぱりやっている事業が

全国の基準、つまりモデル事業をやっていると

いう意識を常に持って。例えば赤目で成功すれ

ば、よそでも通用できるという、このモチベー

ションはものすごく、俺しかやってないんだと

いうモチベーション、インセンティブになりま

すね。ここで成功すれば全国、だからさっきの

一般廃棄物の街路樹の処理でも「あー、また○

○新聞の良いところに載れる」とか。まぁ冗談

ですけど、そういうモチベーションって背筋が

冷たくなるくらいの快感がありますね。実を言

うと昨日の夜は、ご近所の底力という番組あり

ますね。残念ながら三重県は 27日の朝放送なん

ですが、関東で昨日放送だったんです。それで、

私は和田アキ子さんと 11月 22日に話をしてき

て、収録があって出たんですよ。それで昨日の

夜からずっと問い合わせの電話が相次いで、転

送にしているんですが、幸いにも今かかってい

ないんですけど、そういうモデル事業としての

インセンティブというものというのは日本を動

かす一つなんだなということがね。かけがえの

ない喜びであり、やる気、モチベーションにつ

ながるということが継続的にやれるコツなんだ

ろうなと思います。大西さんも、自分のまごこ

ろはまあまあだけど、そういうあり方をずっと

日本全国に広めたい、つまりモデル事業ですよ

ね。野口さんもモデル事業だ。やっぱりそうい

う意識でどうやって共通項を取り出して、世の

中のありとあらゆるところの仕組み作りに貢献

できるのかということが大きなモチベーション

になるんだろうなというふうに思っています。

ですから、そこで食べられる、食べられないと

いうのも大事ですが、そこで食べられるという

ことは全国で食べられるんじゃないかなという

共通項で結べられるということがモチベーショ

ンになる、かけがえがない。それがＮＰＯの命

じゃないかなというふうに、僕自身は思ってい

ます。 

それでお尋ねの市民はどう変わったかという

のはわかりませんね。まだ住民の人がほとんど

じゃないかなというふうに思って。僕は 0.01％、

1万人に 1人環境運動ってずっと言ってるんで

すが、あまり最近はもう変わらないと思ってい

ます。つまり、里山の保全をやりますよとけっ

こう新聞でチラシで呼びかけても、だいたい 1

万人に 1人しか集まらないんですよ。10年間し

ても、そう大して変わらないんですよね。そう

いう意味で言うと。だから自覚した市民の形成

というのは、たかだか 10年くらいでは変わらな

いし、これからやっぱりこうじゃなく、もっと

こういうふうに変わっていくんじゃないかなと
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いう感じがしてね、これからますます頑張って

いかなきゃならないんじゃないかなと思ってい

ます。 

 

[大西] 市民が本当の意味で変わったのかとい

うならば、残念ながら旧態依然として変わって

いないというのが現実だと思います。この問題

は、非常に難しくって出丸さんが室長の頃のよ

うに、すごくエネルギーを感じるようなＮＰＯ

活動の時代でもなくなってきたなという気がし

ないでもありません。それで、市民が変わって

きたか、市民はどうなんだと言われるとちょっ

と辛いところがあるんですが、しかし何をする

にしてもお金がいるんですよね。そのところを

握っているのは行政です。市民でやりなさいよ、

自分たちでやっていくのがこれからの社会じゃ

ないかと。このような依存型社会にしてしまっ

た彼らの責任には言及はしません。しかし、責

任の追及をしても解決にはなりません。これか

らは共助が大切な社会です。僕は行政の方がや

っぱりお金の配分をもう少し考えてくれたら、

もっと市民は育つ。変わるんじゃないかと。行

政も変わらなければならない。市民の自立を阻

害しているのは相変わらず指定席ばかり狙って

いる行政じゃないかというような気がしないで

もないんですが、いかがでしょうか。依存型住

民、自立型市民の話にももう疲れました。 

 

[野口] 私たちは、私たちの活動に対しては、

市民はすごく変わったのかなと思います。実際

最初のころは風当たりが強かったというか、何

が始まったんやろという感じで、あまり私たち

の活動も理解が乏しかったんだと思うんですが。

どうやって市民の人たちに私たちの活動を理解

していってもらったかというと、一番手っ取り

早い方法は、私たちもやってきたことなので、

ぜひみなさんも活動には使ってほしいんですけ

ど、さっきの伊井野さんも同じこと考えてるな

と思ったんですがマスコミを使うことですね。

これはお金を使わずパブリックな記事に載せて

もらう。そのためにはどんな活動をしたらいい

か、どんなイベントをしたらいいかということ

もけっこう考えます。これだったらマスコミが

飛びついてきてくれるなというようなことをど

んどん出していくんです。それによって私たち

は活動していることを宣伝したい、というか活

動していることをみなさんに自然と入ってきて

もらいたいと思っているので、それはけっこう

成功したかなと思います。この数年間の間でも

のすごくマスコミにも、これでもかというぐら

い取り上げてもらうことによって市民の人たち

は「伊勢志摩ってバリアフリーに力を入れてい

るんだ」ということをたぶん徐々に気づいてき

ていると思っています。それもあって、先ほど

紹介もありましたが車椅子のレンタルってけっ

こう徐々に上がってきてるんですが、その中で

突然いらっしゃった方とかに「どこでお聞きに

なったんですか、この車椅子の貸し出しは」と

聞くと「さっき歩いてたら町の人に聞きました」

と言うんです。それはおそらく話の内容からい

くと、お客さんが車椅子を使わず、ちょっとお

ぼつかない足で歩いているときに町の人が「あ

ちらに行ったら車椅子の貸し出ししてますよ。

どうですか」ということを声かけていただいた。

それは、こういう障害者の方たちが観光に来ら

れるって「そういえばあの時新聞で、バリアフ

リーツアーセンターが車椅子の貸し出しをして

るって言ってたな」ということがつながって紹

介してくれたと思うんですね。たぶん本当に数

年前、私たちが始めるころだったら誰もそんな

こと気にもとめてくれなかったと思うんですが、

そういう点からいくと徐々に浸透していただい

て、本当にちょっとずつですがそういうような

形では変わってきたのかな、もうちょっとそれ

が広がっていくといいなというのが私の希望で

す。 
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[伊井野] この間静岡であった、ＮＰＯ行政フ

ォーラムのときも僕は思ったんですが、それで

ここ行政職が 3分の 2くらいいるじゃないです

か。それで山本さん市民は変わってきたかとい

うと、まぁみなさんが市民とするとこの業種に

ついて、またいろんなところでこれから出世し

ていくわけですが、ＮＰＯ室にいた職員はやっ

ぱりこう違うよということって、僕はそれを期

待したいわけ。だから 30年ぐらい経つと全部Ｎ

ＰＯの担当をした人たちが行政庁の中のほとん

どの部署にいて、それでちょっとはましに、ご

めんなさいね、つまりＮＰＯの気持ちがわかる、

心がわかる行政職がだいたいを占めてくると変

わるように思いません？僕はそれを期待してい

るんですが、それは行政職であり、一般の市民

が変わったかどうかという山本さんの質問に、

まさに答えられるんじゃないかなと思うんです

が、そういう質問ってどうです？変わりまし

た？ 

 

[会場] 意識は変わりました。変わりましたと

いうか、今まで接点がなかったのでカルチャー

ショックを受けました。 

 

[伊井野] もういろんな部署に行って、今まで

と違う行政職の仕事ができそうだという意味で

すよね。僕の期待はかないませんか？ 

 

[山本] なかなか難しい質問ですね。ちょうど

時間がきてしまっているんですが、みなさんわ

かっていただいたように、ほっておいたらどん

どんしゃべってくる人たち、この熱意っていう

のがやっぱりまずＮＰＯの活動の原動力なんだ

ろうな。すごいなと人が素直に感心できる原動

力というのは、おそらく活動内容如何に関わら

ずＮＰＯの原動力なんだろうなということを私

はつくづくと感じる一方、進行役としてはやり

にくくて、こんな人たちとパネルディスカッシ

ョンはしたくないな、一人でしゃべったほうが

楽だなとつくづく思ったりしました。もう時間

なので本当に申し訳ない。これで結論が出てる

というか何がわかったんだろうな、何がつかめ

たんだろうなというような流れになっちゃった

かもしれないですが、みなさんパッと振り向い

てみてください。こんなに閑散とした会場が熱

い。というところが、たぶんＮＰＯを続ける極

意の一番大きなところなのかななんて、ありき

たりな締めで恐縮ですが。宣伝をしたいことが

ある？やめさせてくれない参加者ですので、じ

ゃあわかりました。最後に 2分ずつ一言。 

 

■ メッセージ 
[伊井野] それはあなたも言いなさいよ。あな

たも 10年やっている人だから。 

 

[山本] いえいえ、私はいいです。一人 2分ず

つＰＲショータイムをして終わりたいと思いま

す。 

 

[伊井野] 僕は今日、このような総論の分科会

でいろんなことをみなさん学んでいただいたら

いいなと。少なかったら少ないなりにいろんな

ことを学べてよかったなと思っています。どう

だったかはわかりませんがＮＰＯってやっぱり

地方自治の学校だってよく言いますよね。民主

主義が議会という形で貫徹しても、それで世の

中が幸せになるわけではなくて、場面場面でい
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ろんな疑問が生じたときにぶち当たった住民た

ちがそれを乗り越えるために立ち上がる運動が

世の中に満ち満ちれば、世の中は豊かになり社

会変革がおきるというのが原理原則ですよね。

ＮＰＯの考え方として。だから世の中のぶち当

たる場面をたくさん作って、熱き思い、初心の

善意とか言いますけど、その思いをやっぱり共

有しながら僕はいつも交流したい。交流って 3

年ぐらいしたらもういいよねって言うけど、や

っぱり大西さんと久しぶりに会ってすごく嬉し

いし、山本さんってどんな人だったかなって思

うし、やっぱり交流ってずっと大事だから３年

に１回ずつみんなに会いたいなと思います。以

上です。 

 

[野口] 私もちょっとちらっと、今日の講演で

も先生がおっしゃってましたけど、「気づき」

ってすごく大切だということを言ってまして、

私もそれだと思うんです。さっきも大西さんが

言ったみたいにほっとけないというのと一緒で、

気づいてしまって見て見ぬふりができないとい

うのが、たぶんＮＰＯをしている人たちのみん

なの形なのかなと思います。だからやっぱりそ

ういったところのいろいろな面で気づいてると

ころで見て見ぬふりとか、目をふさいでしまう

ことがあるかもしれないですが、そこをちょっ

と一歩踏んでもらって、何か行動に起こしても

らえると嬉しいな。みんなが行動を起こせばき

っと町は良くなっていくと思います。それで宣

伝なんですが、すいません、私の活動の 19ペー

ジにもちょっと載ってるんですが、「恋に導か

れた観光再生」ってうちの理事長が書いた本な

んですが、このバリアフリーセンターがどうし

てできたかということとか、ＮＰＯのこととか

を書いた本なので今日数冊持ってきてますので

1470円ですので、もし必要な方は、読んでみよ

うかなと思う方は私のところに終わったあとで

もけっこうですので、声をかけてください。よ

ろしくお願いします。 

 

[山本] ということで、長いつもりだったんで

すけど短い時間になつてしまいました。もっと

聞きたいことがあったと思いますが、この機会

をぜひチャンスと捉えて交流をそれぞれの方と

していただれけばなと思います。最後にパネリ

ストとして話をしていただいた 3人の方に拍手

をしていただきます。ありがとうございました 
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■ 第２分科会まとめ 

第 2分科会は、３つの協働事例を報告していただき、パネルディスカッションで伊賀市市民支援

活動センターの前川さんにも入っていただいて、これまでの協働と今後期待される協働のあり方に

ついて話し合いを深めていきました。 

事例１ 「チャイルドライン 24」実施組織：竹村浩さん 

協働事業の立ち上げ期、①行政の担当部署がわかりにくい、②行政と行政の部署を超えた連携が

ない、③ＮＰＯ同士の横のつながりも弱い、といった状況の中で、手探りで子どもに関わる団体、

行政、機関等との関係を築き、事業を実施した。その中で、行政と行政、行政とＮＰＯ、ＮＰＯと

ＮＰＯという、３つのパートナーシップが進んだ。 

事例２ 「ふるさと鉄道保存協会ワフ 30037伊賀ワーキンググループ」：中盛汀さん 

2001年に旧国鉄貨車譲渡を受け、伊賀地域で独自に活動していた。2005年、伊賀線の運行存続

問題が浮上し、地域の足である伊賀線を守るためには活性化が必要だが、企業の協力がなければ、

市民だけで勝手にできない。そこで、企業に声がけし、連携を進めてきた。企業からお金をいただ

くのではなく、企業に儲けていただく企画を提案し、一緒に実施している。 

事例３ 株式会社三重銀総研：馬場基記さん 

2002 年に地域通貨「Ｊマネー」の開発に参画してＮＰＯと出会い、意見を反映した「Ｊマネー

定期」や「ＮＰＯローン」などいろいろな取り組みを展開してきた。ＮＰＯとの交流を通してニー

ズや協働のネタを継続的に掘り起こし、地元企業とＮＰＯとの接点を作り、双方にメリットのある

協働を探る機会を提供していく方向に進んできている。 

パネルディスカッション 

（これまでの協働の課題について） 

 自分たちの言うことを聞けというのではなく、相手の言うことも認めるというところが一番最

初にあるのではないか。市民も行政も育たないといけない。 

 パートナーに良いとこ取りされることに腹を立てると、協働はできなくなる。 

 まだまだＮＰＯから行政への協働の提案は要望型が多い。一方、公共サービスをＮＰＯが受託

する時代になり、行政の下請けとなってしまっていることもある。 

 行政は条例や計画に基づいて仕事をしているので、ＮＰＯがいきなり事業を持ち込んでも動け

ない。総合計画や各種計画に位置づけられるような形であれば可能性が広がる。 

（新たなパートナーシップへの気づき） 

 ＮＰＯと相手企業、行政、地域の人などとの温度差があっても、「（ＮＰＯが）勝手にやったら

あかんやろ」ということを理解してもらうことに力を入れている。 

 ＮＰＯが見える活動をしていかないと市民も行政も企業も動かせない。関わってくれる人が増

えると、お金は無理でも資源を得やすくなる。そういう意味で、一人一人の力が大きい。それ

が集まるともっと大きくなる。ＮＰＯはそれを集める工夫や動いてこその力を持っている。 

 企業にとって、ＮＰＯの専門性、地域性、社会企業家的な視点での意見は貴重。ＮＰＯは、企

業にとってのメリットを提示し、企業はそれを受け止められるよう感度を上げていくことが必

要。そのために企業は職員一人一人が社会貢献に対する意識を持つようにする。 

 地縁組織や地域の団体との連携がまだまだ弱い。地域の協議会などにＮＰＯも参加して、地域

を巻き込んでやっていくような協働になるといい。 
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■ 開会（趣旨説明） 
[司会] みなさん、こんにちは。第２分科会

にご参加いただき、ありがとうございます。

本分科会では、進化するパートナーシップと

して、新たな協働のあり方というものを、は

じめに3つの事例をご紹介いただき、その後、

事例発表者と新たなパネリストを加え、三重

県子どもＮＰＯサポートセンターの田部さん

にコーディネートをしていただいて、パネル

ディスカッションを行い、新しい、今後の協

働というものについて考えを深めていきたい

と思います。では今から始めさせていただき

たいと思います。 

最初に、チャイルドライン２４実施組織の

竹村浩さんから、「ＮＰＯと行政のパートナー

シップ」ということで事例をご紹介いただき

ます。今まで行政と共にパートナーシップと

いうことで進めてきて、また新たな展開が見

えてきた、ちょうどその古い頃からの協働の

あり方、またこれから新しい公を感じておら

れるそのあたりを、事例を通してご紹介いた

だければと思います。では、竹村様よろしく

お願いします。 

 

 

■ 事例報告 

ＮＰＯと行政のパートナーシップ 

～チャイルドラインからみえてきた新

しい協働のあり方～ 

 

[竹村] 「チャイルドライン２４」実施組織の竹

村と申します。よろしくお願いします。私たちは

子どもが育つ地域社会づくりということで、実は

もともとのチャイルドラインの事業の提案にい

たる基があります。それは 2番目に書いてありま

す三重県子どもＮＰＯサポートセンターという

子どもたちを地域で育てていくという活動を 30

年以上近く渡ってやってきていたわけです。その

中で、お手元にも配布させていただきましたが、

１８才までの子ども専用電話（いわゆる相談電話

ではないのですが）チャイルドラインを日本で始

めていったのが、1998 年なんです。三重県子ど

もＮＰＯサポートセンターは、子どもの社会参画、

全人的発達、子どもたちが豊かに育つ地域社会づ

くりというのが目的の団体ですので、三重県では、

チャイルドラインという事業を 1999 年から始め

ました。それで今回発表させていただくのが、チ

ャイルドラインを通した子どもが豊かに育つ地

域社会づくりをいかに協働でつくっていったか

ということです。それで三重県子どもＮＰＯサポ

ートセンターがチャイルドラインというツール

を使って、どういう風に提案していったかってい

うことを説明させて頂きます。 

時系列で伝えていきたいのですが、最初は 1999

年に行政、教育委員会等に働きかけをしていきま

した。これは先ほどの山岡さんの講演にもありま

したけれど、私たちとしては当初からチャイルド

ラインという事業を共有して一緒に取り組んで

いった方がいいんじゃないかということを考え

ていました。そこで教育委員会等いろいろなとこ

ろへ行かせていただいて感じたのは子ども関係

の行政の部局は、わかりにくい。他の分野も同じ

かもわかりませんが、教育委員会学校教育、生涯

学習、こども家庭室、青少年育成等 4つか 5つく

らいに部署がわかれていました。 

そこで仕方がないので教育委員会で調べまし

た。すると学校教育課は現場の相談というのなら

やってるということを私たちに言われました。ど
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のようにやっているんですかとお聞きしたら、

言えないと言うんです。言ってほしかったん

ですが。それで一緒に作りましょうとお話し

しましたが、このときも行政としては 4 ライ

ンぐらいいろんな部署で相談電話を実施して

いた時期で、その後統一して子ども家庭相談

という形で実施されました。そういった形で、

福祉関係、教育関係、警察関係等それぞれが

それぞれの目的でやっている。そんな中で私

たちは、チャイルドラインという子ども専用

電話ということで、実は今までは子どもたち

だけを対象にした電話はなかったんです。例

えば教育関係だったら親の相談。子どものこ

とを考える、親、保護者などの話を聞くよう

なラインとか、主体を別にしていましたので、

子ども主体というものではなかったんですね。

そういうことで、必要なんだけど現在ないと

ころを初めから考えていくということなんで

す。それでそういった働きかけをしましたが、

なかなか伝わりにくかったので、じゃあ私た

ち民間だけでまず実績を作るしかないねとい

うことで始めていったんです。それで（特）

三重県子どもＮＰＯサポートセンターという

子どものための中間支援組織が、MIEチャイ

ルドラインセンターという組織を特化してつ

くり、事業を始めていったということです。 

そして 3 年間くらい実績を積み重ね、子ど

もたちの声を聞いていきながら、その声を基

に行政への提案ということで、ちょうど三重

県が 2003年から、ＮＰＯからの協働事業提案

を始めた年なんですね。その始めた年に私た

ちは、行政と民間協働で作る「子どもの心を

受け止める 24 時間フリーダイヤル相談電話

設立に向けての段階的アプローチ」という提

案をしました。これは単年度ではなく 5 年計

画で最初計画しましたが、3年に修正されて、

採択されたわけです。中心になっている三重

県子どもＮＰＯサポートセンターではなくて、

特化した形の MIE チャイルドラインセンターか

ら提案させていただきました。このときはまだま

だ行政の各部署も検討会の場になぜ集められる

のかなという顔をしていましたが、県の教育委員

会、青少年育成室、子ども家庭室、それから協働

の促進役としてＮＰＯ室ということで各部署に

集まっていただき、それから子ども関係の団体に

も呼びかけて検討を進めていったということに

なります。 

目的としては、今の子どもたちの状況から自己

肯定感の低さの問題意識から、子どものありのま

まを受け止めるという仕組みを行政民間の協働

で作れないだろうかということで、子どもが安全

に安心して健やかに育つ社会づくりを目的とし

ました。それで公開検討会に 1年半くらいかけま

した。その間、二つの目的を共有し合いました。

24時間子どもたちを受け止める電話（システム）

を作るというのがその一つですが、実はそのこと

を通して子どもが豊かに育つ地域づくりをし、か

つ子どもに関わる施策や事業を見直していきた

いということが根っこにありました。この模式図

は細かくてわかりにくいと思いますが、それぞれ

の団体がいろんな子どもに関わる事業をしてい

るということで、団体が集まったときに組織が統

合されるような意識がすごくあったみたいで、そ

うではないんだ。それぞれの団体のミッションと

か事業を否定しているわけじゃなくて、子どもた

ちの今の状況を考えたときに目的を一つにして、

違う性格の団体、セクターが一緒になって協働で

事業を担っていこうということを理解し合うの

にかなり精力がかかりました。それで最初は例え

ば子どもに対する見方も違っていまして、県警本

部の方がみえましたので、警察の方々は子どもた

ちを取り締まるという見方で考えていました。そ

れで例えば 24 時間、なぜ電話がいるんだという

ような話になっていったときに、警察から言うと

夜は出歩かなければいいということをおっしゃ

られました。今の子どもたちとか私たちの中で、
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そのことが良いとか悪いとかではなくて、今

の子どもたちをどう受け止めるかということ

で考えられないだろうかということを、いろ

いろぶつかり合ったり、お互いを認め合った

りしながら検討会をしてきました。それぞれ

の違いを認め合い、活かし合いながらしてつ

くっていったかなと思います。 

それと実は組織としては二重構造を作りま

した。それはなぜかというと「子どもの心を

受け止めるネットワークみえ」というサポー

トネットワークと「チャイルドライン２４」

という実施組織をつくりました。私たちが行

政と協働をしていて、行政が関わるときに責

任の問題というのがすごく大きくて、行政に

とって責任を追及されることはすごく大きな

問題なので、直接実施にタッチしていくとな

かなか大変なのでしたがらない。それと行政

と民間が一緒に汗を流すことも大事なんです

が、この協働事業からみえてきた成果をどう

いう風に活かし合うのかという意味で、私た

ちは民間、行政、いろいろなことも出し合い、

1年半かけて、こういった二重構造をつくって、

行政がネットワークのみに関わるということ、

実施組織はＮＰＯが担うということを作り出

しました。ただ、ネットワークだけだと弱く

なってしまうので、組織の関わりを明確にし

た協定書をつくりました。ある見方をすると

行政は成果だけを取

ってしまうというこ

とにもなりかねませ

ん。だけど成果とい

うのは子どもたちの

声とか子どもたちの

状況ですので、社会

を変えていかなけれ

ばならない使命があ

ります。そういう意味で社会に反映させてい

くには、広く子どもに関わるセクターが連携

することが必要で、ネットワークをつくりました。

このときはネットワークは２３団体、実施組織は

16団体から始めました。これらはもちろん目指し

てたのは、行政と民間の協働・パートナーシップ

だったんですが、行政間、先程の子どもの施策に

関わる縦割りになっている行政間の横のつなぐ

ことにもなりました。後で予算の問題も出ますが、

実は子どもに関わる団体の意識も全然違うんで

すよね。だからＮＰＯ間の連携の方が一番難しか

ったとも言えます。 

それで、さっきの予算と資金作りのところになる

んですが検討を 1年半した後、その次の年、2005

年と 2006年の 2年間、青少年育成室が主担とな

って予算を確保してくれたんです。476万円でし

た。これはチャイルドラインを実施しようと思う

と年間で 1,200万円位かかる。その中の一部を公

的資金で担っていくということで、あとの部分は

民間で作り出していくということです。その部分

は、委託契約ではあるんですが、パートナーシッ

プ的な委託契約を三重県行政とやりまして、チャ

イルドライン２４事業を始めていったというこ

とです。その中で一番問題になったのは、人件費

の問題でした。公的資金 476万円の中で、例えば

電話代であるとか広報費というのとか研修費と

かの経費はよかったんですが、人件費がダメだっ

たんです。そのことで行政と再三協議を重ねまし

た。最終的にはその当時、新しい時代の公推進本

部にも申し入れをしたり、それから予算をもっと

プロセスの段階から私たちと一緒に考えていっ

てほしいとかも提案したり、私たち民間と行政の

予算の積み上げの仕方がすごく違うんだなとい

うことも実感しました。現在この協働事業は、公

の活動領域の考え方としては、協働の領域はＢと

Ｃの間をうろうろしてるという状態です。 

それで、新たな協働というのが今日のテーマな

んですが、公的資金が終わったときに行政という

のは予算がなくなれば事業がなくなる、というふ

うな考えなんですよね。私たちはたとえ公的資金
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が具体的な形でなくなっても協働は終わらな

いんだということを強調しました。それで今

もこの協働事業を続けています。現在、資金

はすべて民間が作り出していますけれど今も

協働でこの事業を実施しています。行政も教

育委員会の子どもたちへのカードの郵送代な

どの努力もして頂いています。それで次の事

業の展開も 第二、第三と考えています。チ

ャイルドラインをしていて、究極的に子ども

の権利保障の問題にたどり着きました。そこ

でチャイルドライン、協働事業提案でつくっ

た「チャイルドライン２４」実施組織からま

た「県と市町及び NPO との協働による市民（子

どもを含むすべての市民）参画型子どもの権

利条例づくりを通した子どもにやさしいまち

づくり推進事業」という新たな協働事業提案

をしました。子どものための事業の提案から

施策の提案へと新しい段階に進ませることが

できました。行政と民間一緒に新しい段階に

向けて飛躍していくということを協働の中か

らつくりあげていきたいと思います。 

 

[司会] ありがとうございました。新しい協

働ということで、チャイルドラインから見え

てきた協働ということで、行政との協働の課

題であったり、それを乗り越えようとする新

たな試みであったりを竹村さんからご紹介い

ただきました。竹村さん、どうもありがとう

ございました。では次に事例発表の 2 に移ら

せていただきたいと思います。ふるさと鉄道

保存協会ワフ３００３７伊賀ワーキンググル

ープリーダーの中盛汀様から「ＮＰＯと企業

のパートナーシップ～地域の鉄道を活性化す

るＮＰＯの取り組み」ということで事業をご

紹介いただきたいと思います。宜しくお願い

します。 

 

 

ＮＰＯと企業のパートナーシップ 
～地域の鉄道を活性化するＮＰＯの取り組

み～ 
[中盛] 皆さん、こんにちは。今ご紹介いただき

ました、ふるさと鉄道保存協会ワフ３００３７伊

賀ワーキンググループリーダーの中盛です。座っ

て説明させていただきます。前のスライドは伊賀

線の魅力をみなさんにアピールしながらお伝え

したいなと思いまして、くるくると映像が適当に

回っていますのでご覧いただきながら聞いてい

ただけたらと思います。私たちの会なんですが、

みなさん、ワフってご存知ですかね。貨車なんで

すが、この旧国鉄の貨車を払い下げられていたの

が和歌山にありました。その持ち主が和歌山でカ

ラオケボックスとして使ってたんですが、もう不

要になってしまったということで、ちょうどふる

さと鉄道保存協会という全国の組織なんですが、

そちらが仲介して平成 13 年に新聞紙上で欲しい

人にあげるっていう記事が載っていました。それ

を基に申し込みまして、貨車が三重県にやってき

たというか、伊賀市、私が貰い受けたんですがそ

れをきっかけにしまして、もともとは個人使用し

たかったわけではなくて、私はまちづくりの活動

をずっとしてきたんですけど、そこの会場として

使いたかったんです。その会場として使うために

自分で譲り受けて、それでせっかくだから、もっ

と多くの方に使っていただきたいということで

貨車の活性化というか、有効活用というようなこ

とをしていたんですが、平成17年になりまして、

地元の鉄道ですが、みなさん伊賀線ご存知ですか

ね。とっても良い鉄道なんですけど、こちらが赤

字で危ないという記事がでました。それで、うち

の娘も今年中 3なので、春には高校に合格すれば

伊賀線に乗って通うわけなんですが、やっぱり伊

賀線がないと学生の移動、８割の移動を学生が占

めている鉄道でして、親がなかなか学校まで送っ

て行けないということもあります。それでサラリ

ーマンの方の利用とかは本当に少ないんですけ

ど、学生がほとんど。ということは、この鉄道が
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なくなってしまったらたちまち親も困るんで

すよね。普通に「伊賀線は使いません」とい

う方もたくさんいらっしゃいます。なんとい

っても、伊賀市は 6 市町村が合併しているん

ですが、旧の上野市のごくごく真ん中の一部

を走っているだけです。こんな鉄道を、合併

した皆さんが「よっしゃ伊賀線は宝や。それ

を支えよう」ということは、ちょっと考えら

れないんですね。盛り上がりも少ないです。

だけどなくなってしまうと、普通に仕事に行

こうと思ったときに、もしなかった場合に親

が子どもを送りに行くということが起こって

きます。そうすると今 8 時に家を出ていた方

が、例えば 8 時半に職場に着いていたのにラ

ッシュに巻き込まれてしまって 9 時を回って

しまうというようなことが起こってきてしま

うと思うんですね。自分が乗っているから、

子どもが乗ってないからとか、乗ってるから

とかいうことに関係なく、この鉄道がなくな

ってしまったら、たちまち皆さんの生活が維

持できないんではないかなというような事態

に陥るよねということを思いまして、伊賀線

の活性化に私たちも関わっていこうというこ

とで取り組みを始めました。でも、これはや

っぱり企業さんの持ち物ですので、なかなか

自分たちだけでは活性化したいと言って好き

勝手できるわけではないので、私たちはまず、

どこを相手方に言って行ったらいいのかなと。

当時は近鉄の伊賀線だったんですね。それで

近鉄に話を持っていこうかと思っていたとこ

ろ、近鉄はもうこれを手放したいという思い

を出されていました。それで新会社を作って

第三セクターという形で運営をするという話

になってきていましたので、相手方として、

一緒に活動をしたいという申し入れをする相

手が１年間見つからない状態でした。まだ新

しい会社ができてないからということで。じ

ゃあとりあえず協議だけでもしようかという

ことで、協議をする場をつくりました。それが当

時の伊賀庁舎、今の県民センターですね。そちら

のほうの協働提案事業というのが伊賀にもあっ

たんですが、そこを活用していろんな方が関わっ

て、協議をする場をつくりました。それで元ＯＢ

だった人が沿線の方であったりとか、近鉄の方、

県の担当者とかいろんな方がいろんな立場の方

が関わって伊賀線で何ができるだろう、どんな可

能性があるだろうということを協議していきま

した。そこで生み出したのが 26 ページの資料の

左下ですかね。ピンクの忍者の列車があるんです

けど、松本零次先生が書かれた忍者の絵をプリン

トした列車なんですが、こちらのペーパークラフ

トというのを作っていただけないかということ

で、これが県を通じて近鉄にお願いをして作って

いただきました。この 10 月でちょうど、第三セ

クターの運行となって丸一年が経ったんですが、

私たちはその間、自分たちでてきる取り組みをし

ていきたいなということで、花壇のお手入れとか

ブログを毎日更新する。それから月に一回通信を

発行するというようなこともしてきました。もち

ろんそれも事業者の方に関わっていただきなが

ら、その都度駅に何か貼ってもいい？とかの確認

をとりながら、ずっと活性化に関わる活動を企業

と連携をしながらやってきました。それで、そこ

には行政もかかせない役割を持たれているので、

行政にも声をかけるんですが、なかなか行政とい

うのは動きが悪かったりします。そういうときは

鉄道事業者さんの方から「こういうことがしたい

ので、伊賀市も呼んでほしい」とか、県の担当者

にも声をかけてほしいとかいうことで、駅長さん

なり社長さんなりから声をかけていただきなが

ら取り組みを進めています。この 10 月に 1 周年

を迎えたんですが、そのお祝いとしまして、うち

のワフからは 26 ページの右下のＳＥ６７形式と

いう電車のペーパークラフト、これはうちのワー

キングで作成しました。そのデータを伊賀鉄道の

ホームページのほうにアップしていただいて、み
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なさんにダウンロードして作っていただくと

いうことで活用していただきたいとお願いを

しまして、伊賀鉄道のホームページからダウ

ンロードできるようになっています。それか

ら次のページをめくっていただきましたら

「タブレットのたま かたやき」というのが

載っています。これは、ちょうど今年 2008

年です。伊賀線の誕生日というのは 8月 8日

なんですね。そうすると 08というのが 3つ揃

う日なので、末広がりの数字が 3 つ揃うとい

うことで、その日にあわせてグッズを作りた

いということで、自分たちで協議をして試作

品を作って、鉄道事業者の方に持っていきま

した。売れなかったら申し訳ないので、私た

ちが仕入れて売れたら材料費だけ引いて利益

だけ取ってもらってらどうだろうという提案

をさせてもらったら、今までグッズというも

のを開発したり作ったりするとすごくお金が

かかるんですね。それでその在庫を抱えてい

ないといけないということが事業者にとって

は不安だったんですが、それだったらそんな

にかからなくて面白いというか、伊賀線で昔

使っていたタブレ

ット 4 種類を模写

したものなのでい

いだろうというこ

とでそのまま、1枚

200円で 4枚組みは

800 円という形で、

今までバラで計算

しますと 1000 枚ちかく販売していただきま

した。これは鉄道の日 10月 14日が鉄道の日

なんですが、こういうイベントのときにも持

っていっていただいて、いろんなところで販

売をしていただきました。それによって、純

利益は別としまして、販売益だけで言うと 20

万ほど売り上げていただいたかなと。それで

その下ですが、記念入場券というのを作成し

ました。これは台紙を真っ白な折り紙で朝顔を折

って、布を貼り付けました。1枚 1枚貼り付ける

というのはものすごい労力で、普通はプリントさ

れたものであってなかなかこういうような台紙

を使うということはないそうで、マニアさんにも

「こんなに手間のかかることよくやったな」と。

それで一つ一つ朝顔のツルを模して、針金をぐる

ぐるに巻いたものを貼りつけたりして、すごく手

が凝ってるんですが、これを自分たちで貼り付け

の作業をして、そうすると、これだけ一生懸命や

ってくれるんだったら鉄道事業社側も硬い入場

券に伊賀鉄の地紋を入れた良いのを作って、せっ

かくだから 200セット売ろうと。それで 100セッ

ト売れたら万々歳ということで、100は余っても

何かのときに使えるよと言ってくださったんで

すが、おかげさまで 200セット完売しまして、こ

ちらの売り上げの 48 万円が伊賀鉄道の方に入り

ました。それで、これも本当にマニアさん、儲け

ようという方は朝早くから並んで買ってくださ

るんですが、私も朝見に行ったんですが、朝 5時

始発からの販売で入場券は販売開始したんです

が、本当に 10 人くらいしか並んでくれていない

んですが、東京とかからわざわざ前泊して並びに

来てくださったという方もいらっしゃったりし

て、ものすごくありがたいなと。その日の夕方に

はインターネットのオークションで売ってると

いうこともあったんですが、そうやってでもみな

さんの手に渡って知ってもらえるというのはあ

りがたいねと言いつつ、私たちとしては伊賀鉄道

さんにも喜んでいただいて良かったかなと思っ

ています。他にも駅のお花の手入れというのもし

ています。もともと第三セクターになってからも、

なる前も、駅を見に行ったんですが、草がすごく

生えて、14駅中の 1駅はＪＲに便乗させていただ

いてます。もう一つは近鉄の駅、伊賀神戸が近鉄

と一緒になっています。それで 12 駅ある中で有

人駅というのは 2駅しかありません。そうすると

ほとんど手入れが行き届かないんです。その草ま
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みれの駅というのは、とてもとても地域の宝

と呼べるようなものではなかったんです。そ

こを自分たちの手できれいにしてお花を植え

て、地域の方々にも、降りてくださる方にも

愛されるような駅にしたいなということで、

ずっと取り組みを続けていたところ、造園業

をされている方から「あんたらそんなんして

るんやったら余ってる花あげるわ」とか、地

域の方から庭で増えた花をあげようとか、う

ちの菊の花増えすぎたからあげるわとかいう

ことで、伊賀以外の方からも封書で種が届い

たりとか、貴重なお写真を送っていただいた

り。それでプロの写真家さんがこの前からは

写真のデータを送ってくださって、ポストカ

ードを作りたいというようなことを考えてる

というようなことをメールさせていただいた

ら、そのデータを使えと。それで黒字になっ

たらちょっとぐらいはちょうだいねというこ

とでご支援をしていただいています。そのポ

ストカードの方はまた、今月もう少し企画を

温めまして、販売を伊賀鉄道にしていただけ

るような形で検討していきたいと思っていま

す。本当にコストをかけずにできることって

いうのはたくさんあります。事業所がやると

当たり前なんですが、民間がすると「えらい

なーあんたら」というふうにちょっと関心を

持ってもらえるんですよね。そういう形で私

たちができることは限られてるかもしれませ

んが、赤字路線である伊賀鉄道を何とか黒字

に変えていって、また鉄道の好き嫌いに関わ

らず、いろんな形で関わっていけるんじゃな

いかなということで、ずっと活動を続けてい

ます。それで私たちの活動は、この鉄道の事

業所と連携しないとありえない活動というこ

とで、また一つ新しい形ではあるかなという

ことで今日は報告をさせていただきました。

今日ご参加の中で鉄道に興味のある方いらっ

しゃいますか？あっ、はい。じゃあみなさん

は興味のない方ということで。でも絶対にできる

ことってあるんですよね。どんなポイントからで

も関わっていただくということは可能です。乗っ

ていただくということも可能ですし、何かご寄付

で支援していただいても有り難いですし、ぜひ伊

賀へ来てこの伊賀線に乗っていただいて応援を

していただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

[司会] どうもありがとうございました。企業と

ＮＰＯ、そして住民を巻き込んでいく手法などい

ろいろ参考になることもあったかと思います。で

は、第 3の事例といたしまして、株式会社三重銀

総研 調査部主任研究員でいらっしゃる馬場基

記さんから、ＮＰＯと企業のパートナーシップと

いうことで、地域のＮＰＯを応援する三重銀行の

取り組みをご紹介いただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

 

ＮＰＯと企業のパートナーシップ 
～地域のＮＰＯを応援する三重銀行の取り

組み～ 
 

[馬場] 三重銀総研の馬場です。本日はこのよう

な場で発表させていただく機会をいただきまし

て、ありがとうござい

ます。では着座して失

礼させていただきます。

本日は地域のＮＰＯを

応援する三重銀行の取

り組みというテーマで

これからお話をさせて

いただきます。前のほ

うのスライドで順次示

させていただきますが、お手元の資料のほうに横

刷りの形になっていますが資料をつけさせてい

ただいていますので前の画面が見にくい方は、そ

ちらのほうをご参照いただければと思います。本
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日の内容ですが、こちらの 5 項目の順番に従

って説明をさせていただきたいと思います。

私どもが最初にＮＰＯさんと出合ったきっか

け、そこから資金的なサポートというお手伝

いをさせていただくことになったこと、それ

からその中で生まれてきた交流ということ。

それから交流の中から生まれてきたパートナ

ーシップという取り組みです。最後に今後の

取り組みの方向性についてお話できればと思

っています。 

まず最初のＮＰＯさんとの出会いなんです

が、そもそものきっかけといいますのが今か

ら 7年前になります。2001年、私ども三重銀

総研で発行しています経済情報誌があります

けども、そちらに地域通貨ということをレポ

ートとして発表するという研究員がおりまし

て、その地域通貨についていろいろとご相談

をさせていただくといいますか、お話を伺い、

地元の市民活動センターの方をお訪ねしたと

ころがきっかけになっています。その市民活

動センターの方が翌年にこの地域通貨、Ｊマ

ネーというものを、開発を開始しようという

ときに、一緒に入ってくださいということで

ご照会をいただきまして、行政の方なんかも

含めましていろんな方が企画段階から関わる

という形でスタートしたのが、2004年にＪフ

ァンドという仕組みとして立ち上がったとい

う形になりました。こちらの仕組みにつきま

しては細かいことは今日は申し上げられない

んですが、大まかに言いますと地域通貨であ

りますＪマネーというものを活用しまして、

市民の方から寄付を募りましてその寄付によ

ってＮＰＯの方を支援するというファンドと

いう形になっています。その内容といいます

のがこの地域通貨の循環というものによりま

して、市民相互の交流ですとかコミュニケー

ションというものが活発化するですとか、思

いやりあふれる活気ある地域づくりに役立つ

ということが期待されていたというような内容

です。 

そうした中で、私ども銀行業界につきましても、

地域密着型金融ですとかリレーションシップバ

ンキングというような取り組みが、求められてい

たということもあるんですが、先程のＪマネーと

いう地域通貨の持つ役割といいますか、効果とい

うところに着目させていただきまして、ぜひ応援

させていただければということで取り組みを始

めさせていただきましたのが、資金的なサポート

ということでＪマネー定期という預金の商品を

開発させていただいたのが 2004 年です。その仕

組みを簡単に図式にしたのがこちらなんですが、

まず最初に三重銀行からＪファンドというとこ

ろに100万円の寄付金を託します。それに対して、

寄付のお礼として地域通貨100万Ｊが支払われる

と。一方お客様のほうからそのＪマネー定期とい

うものの主旨にご賛同いただいて、ご預金いただ

けることになりますと、銀行からその地域通貨の

定期預金１０万円につきまして 100Ｊ、金利とは

別にプレゼントさせていただくという商品です。

100万円の寄付なんですがこちらにつきましては、

そのＪファンドに登録されているＮＰＯさんに、

寄付者の意向で贈り先を決めるということがで

きましたので公平を期するということになりま

して、選考委員会のほうに付託する形で寄付する

と決めて配分させていただいた、という内容でご

ざいます。それで、このＪマネー定期の目的です

が、こうした仕組みで地元のＮＰＯの方々に資金

をご提供するということで地域社会に貢献しよ

うということと、Ｊマネーというものが持つ役割

というものに着目しましてその流通を促進する

お手伝いをして、地域社会の交流を活発化させれ

ば、ということを考えておりました。その取り組

みを３年間続けてきたんですけども、むしろその

Ｊファンドのほうに活動の見直しということを

されているというお話も伺いまして、いったんＪ

マネー定期という取り組みをリセットしまして、



＜第２分科会＞ 

 

   
   - 52 -  

新たに寄付の部分だけを取り出す形でＮＰＯ

サポートファンドというのを始めましたのが

昨年です。こちらは先程の仕組みとは変わっ

て、かなりシンプルにはなっていますが、Ｎ

ＰＯの方からご応募をいただきましてそれを

選考委員会で審査した結果を受けまして寄付

金を配分させていただくという内容です。主

なポイントとしましては従来の寄付の制度と

いうのがＪファンドの登録ＮＰＯと限られて

いたものが、三重県全域から広くＮＰＯさん

を募集するという形になりましたし、寄付の

対象となるＮＰＯさんの活動分野というのを

指定させていただくとともに、その分野に関

しまして三重銀行との協働事業というものを

お願いいただくということになっています。

こういう形で４年間続けてきまして、2004年

からですね。寄付先としては 31団体、延べで

いいますと 44団体。総額 400万円となってい

ます。ちなみに本年度も今ちょうど選考を引

き続き行っているところということになりま

す。ご寄付の他にも銀行の融資商品、ローン

商品といたしましてＮＰＯローンというのを

2005 年から取り扱いさせていただいてます。

こちらはＮＰＯ法人さんが自治体さんから委

託金、助成金を受け取られるような事業をす

る場合に資金が、どうしても完了払いになら

れるというお話がありまして、その間までの

繋ぎ資金というのが一事業あたり最高 500 万

円までご融資するという商品ができまして、

順番に仕組みとして、自治体さんが助成が決

定しますと、この繋ぎ資金をご融資させてい

ただいて、ＮＰＯさんの方で事業のほうを遂

行されると、自治体の方から助成金を交付さ

れて、その交付資金でご返済をいただくとい

うような仕組みでございます。こちらの取り

扱いの商品を見ますと 3 年半になりますが、

これまでの融資実績としましては 6 件、5 団

体にしまして、総額 1900万円ほどという実績

となっています。 

こういった資金的なサポートだけではなくて、

つながりのできた方々との交流というのもさせ

ていただいています。ご寄付を始めさせていただ

いた 2004 年の年明けからＮＰＯ交流会という形

で毎年開催させていただいていまして、その年ご

寄付させていただいた中で選考委員会さんの評

価が高かった団体さんにお越しいただきまして、

日ごろの活動内容ですとか、課題、あと企業とＮ

ＰＯの関わり方ということにつきまして、写真で

は手前になりますが銀行の経営陣の方と意見交

換を行っています。こちらに関しましても、これ

まで 4 回開催させていただきまして、合計で 12

団体、延べで言いますと 14 団体の方々にお越し

いただいて意見交換を行っていただいておりま

す。これとは別に昨年になりますが、ちょうど私

どもの『三重トピックス』という情報誌が発刊か

ら 50 号を迎えるというときにあたりまして、そ

の記念企画としましてＮＰＯ座談会というもの

を開催させていただきました。今日のコーディネ

ーターの田部さんにもご参加いただきまして、Ｎ

ＰＯが地域に根付いていくためにはというテー

マで議論いただきました。その議論の中で企業と

ＮＰＯの橋渡しということに対してのご期待の

言葉も頂戴しまして、企業とＮＰＯとの協働に向

けた意見交換会ということで、こちらのＮＰＯの

4名の方と、地元企業の 4社の代表者の方にお越

しいただきまして意見交換というのをさせてい

ただいたということもありますし、今後の進め方、

方向性につきまして引き続きこの 4名の皆様にア

ドバイスをいただきながら、今模索しているとい

うような状況です。 

こうした交流の中から生まれてきたのがパー

トナーシップの取り組みということで、特にその

ＮＰＯ交流会で、過去 4回させていただいたもの

の中で、第一回めの交流会でお話を伺ってできあ

がりましたのが先程ご紹介させていただきまし

たＮＰＯローンという商品なんですが、こちらに
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あります、印刷物の音声化といいますのが、

第二回めのＮＰＯ交流会のときにユニバーサ

ルデザインに取り組まれている団体の方から

お話を伺って取り組んだものでございまして、

ボランティアニュースの中にも載っているか

と思いますが、このＳＰコードという文字情

報を音声情報に変換するようなコードですね、

銀行の広報物の方に印刷をさせていただくと

いう取り組みと、その読み取りの専用装置と

いうのを一部の店頭に置かせていただいてま

して、例えばこちらの写真に載ってますディ

スクロージャー誌というのがありますが、こ

れを読取装置に読み込ませますと『この冊子

は三重銀行のディスクロージャー誌です』と

いうような説明をするような機械。こういっ

たことをする中で、ＮＰＯさんの方にとりま

してはユニバーサルデザインとか、というこ

とを促進する目的の達成につながりますし、

銀行としましてもそういった視覚障害の方も

銀行に対しての理解を深めていただけること

ができるというような効果が出てきてると思

います。ちなみにこちらに関しましては三重

県ユニバーサルデザインまちづくり賞という

ものを受賞しています。次のチャイルドライ

ン２４さんのサポートといいますのが第三回

のＮＰＯ交流会のさいにご参加いただいたＮ

ＰＯの方からお話をいただいて考え出したも

のでして、役職員からの寄付と、それに銀行

が上乗せする形で合わせて 100 万円の寄付と

いうのをチャイルドラインさんにさせていた

だいたということ。あと口座の振込み手数料

というのを無料にさせていただいてるという

ことで振込みの手数料は、始めまして 1 年半

の活動ですが、これまでに 150 件以上ほどの

取り扱いをさせていただいてるというふうに

伺っています。ＮＰＯの方にとりましては資

金的なサポートというところもあるかと思い

ますが、私どもとしましても、こちらの右下

のほうにあります名前入りのカードというのを

ＮＰＯさんのほうでお配りいただけるというこ

とで私たちの活動というのを県内の方々に知っ

ていただくという機会にもなっているのかなと

思っています。こちらは、一番最近の取り組みな

んですがフリースクールであります三重シュー

レさんで通われている生徒さんが撮影した写真

の写真展というのを営業店のロビーのほうでさ

せていただきます。こちらは、その三重シューレ

の代表の方からお話をいただきまして取り組ん

でいることですが、ちょうど今もその写真展を開

催中でして、四日市・鈴鹿・松阪の 3支店で巡回

してやっている写真展ですが、週明けからは松阪

支店のほうで写真展というのをさせていただい

てます。それ以外にもＮＰＯの方々が主催されま

す会議ですとか、事業というものにもちょこちょ

こと顔を出させていただきながらネットワーク

というのを構築させていただいてるというよう

な状況です。 

ということで、これまで取り組みを進めて参っ

た訳なんですが、今後の方向性としまして 4つの

項目を銀行として考えています。青色の部分にあ

ります既存のパートナーシップの発展というこ

とですとか、赤色の部分になりますが資金的なサ

ポートを続けていくことで新しいパートナーシ

ップを模索していこうということ。それから左下

のグリーンの部分ですが、こちらが一番重要かな

と思いますのが、職員一人一人に対しての啓発と

かの促進をしていくということ。最後に下にある
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オレンジのところは、先程模索している段階

と申しました地元企業とＮＰＯさんとの橋渡

しということを進めていければと考えていま

す。 

以上、地域のＮＰＯを応援する三重銀行の

取り組みということでお話をさせていただき

ましたけども、振り返ってみますと、逆に地

域のＮＰＯの皆さんから私ども三重銀行に対

しましてご声援を送っていただきながら、そ

れに対して何とかお答えしようというふうに

取り組んできた成果かなというふうにも思っ

ています。そういうことで、今後も引き続き

ご指導、ご協力をいただきながら取り組みを

進めていければと思っています。ありがとう

ございました。 

 

[司会] どうもありがとうございました。で

は、3事例の発表が終わりまして、ここからは

パネルディスカッションにはいらせていただ

きます。コーディネーターを三重県子どもＮ

ＰＯサポートセンターの田部眞樹子さんにお

願いいたしまして、事例報告者お三方と、行

政の立場で協働をどうとらえ、またどう進め

ていくかということで、伊賀市市民活動支援

センター市民活動支援担当主幹の前川浩也さ

んを加えまして、これからの新しい協働とは

どういう姿、どういうふうに進めていくのか

ということについて、皆様方とともに考えを

深めていきたいと思います。では、田部さん

よろしくお願いします。 

 

 

■ パネルディスカッション 

進化するパートナーシップ～新たな協

働のあり方をめざして～ 

 

[田部] 引き続きでお疲れのことと思います。

進行役とお考えいただいていいかなと思いま

すが、田部と申します。よろしくお願いしま

す。事例発表のお三方は皆さんにお顔もちゃんと

見ていただいていますが、前川さんだけがただひ

たすら座ってらっしゃったんですよね。とてもお

話が上手な方なのにひたすら座ってらっしゃる

のはとても大変だっただろうと推察しています。

ぜひ、トップバッターで自己紹介を兼ねながらお

話いただければと思います。 

 

[前川] 失礼をいたします。伊賀市の市民活動支

援センターの前川といいます。よろしくお願いし

ます。少し伊賀市の取り組み等について自己紹介

を兼ねてお話をさせて

いただきます。プロフィ

ールの中に書かせてい

ただきましたが、伊賀市

をつくる時の合併協議

会に旧阿山町からの出

向職員として行かせて

いただいて、伊賀市の自

治基本条例とか新市の建設計画など計画部門の

ほうに携わりをさせていただき、また市民活動支

援センターに勤務しているというのもそれの中

で出てきた市民活動、伊賀市の場合は 10 万人く

らいの市ですから地縁活動を含めて、市民の方が

活動していく公益的なものを支援するところと

いう形で、市民活動支援センターを自治基本条例

の中にも位置づけをさせていただいているとこ

ろです。このセンターの設置に向けた検討も計画

の中でやらせていただいていたという経緯から、

17年に開設をさせていただいて 20年まで、4年

間という形でこの仕事に携わらせてもらってい

ます。各種計画の中にはいろんな形で協働とか、

伊賀市総合計画の中にも数多くの協働という言

葉がつづられています｡伊賀市も本年度から協働

のしくみづくりというものがやっと始まった状

況ですので、いろいろまだまだ勉強させていただ

きながら、それを 21 年度中には何とかものにし

ていきたいなということで、現在こういう場の協



＜第２分科会＞ 

 

   
   - 55 -  

働にも関わらせていただいています。また行

政という立場ですので、どっちかというと私

はＮＰＯ側に立った発言をするので行政に嫌

われてる行政職員です。どちらかというと行

政に偏った思いで、ここではしゃべらせてい

ただきたいなと思ってますのでよろしくお願

いします。 

 

[田部] ありがとうございます。先程の山岡

さんのお話にもありましたよね。参加と協働

を土台にした開かれた

行政が展開されること、

行政に求められるもの

はすごく大きいんだな

というふうに思いなが

らお聞きしてした部分

なんですね。お三方に

もいろいろお話をいた

だいたんですが、それ

が、そこを通してこれからどうしていくのか、

実は正しいパートナーシップなんだろうとい

うところまではお話できないまま 15 分が終

わってしまったかなと感じています。特に竹

村さんにはそう感じています。馬場さんもち

らっと入ってくれましたけど。具体的にはま

だ話せませんでしたよね。残念に思っていら

っしゃると思いますので、そんな思いも込め

ながらお話をいただければいいかなと思って

います。どなたからでも結構です。よろしく

お願いします。 

 

[馬場] 先程の最後のスライドで、ちょっと

だけ触れさせていただきましたが、考えてい

る方向としましては、4つの方向かなというふ

うに考えています。上の二つはまさに今回の

パートナーシップということをこれまで関係

のあった方々とどう深めていくかということ

と、これから新しく関係をどうつないでいく

かということを考えていきたいということなん

ですが、特に 31 ページの下のほうですね。画面

ではグリーンだったんですが、左下の部分ですね。

職員への啓発と参加促進というところです。いろ

いろなパートナーシップというのをつくってい

こうと思うと、やっぱりこれまで一部の人間とい

いますか、社会貢献推進の人間というのが関わら

せていただいてたと思うんですが、それぞれ職員

一人一人が関われるようになってくると、もっと

活動が広がっていくのかなというふうに思って

います。そのためには、やはり社会貢献に対する

意識というのを広げていかないといけないです

し、それは押し付けではなくて自発的に、自主的

に進められることがいいのかなと思っていまし

て、そういう自発性だとか、自主性を引き出せる

ような、参加しておもしろいとか、やりがいがあ

るというようなことを考えていければと思いま

して。実はちょっとその前にお話しました、ＮＰ

Ｏさんとの座談会。29ページの右上といいますか、

右下といいますかＮＰＯ座談会のところで 4人の

方にご登場いただいてますが、先日もこの 4名の

方と意見交換会というのをさせていただきまし

て、その中でも、やっぱり一人一人の意識ってつ

くっていくのが大事ですよねというアドバイス

をいただきまして、具体的にどういうことをすれ

ばいいのかというのを、またこれからご相談させ

ていただきながら進めていこうかという話をさ

せていただいてます。そういう土台に、さらに先

程の地元の企業とＮＰＯとの橋渡しというのも、

私たち職員の一人一人がそういうところで活動

している姿をお客様に見ていただければ、地元の

企業の方もやりやすいというか、ぜひやってみた

いなと思っていただけるのかなというふうに思

っていまして、今一番の目標というのは職員への

啓発ですとか、参加促進というところと考えてい

ます。 

 

[田部] ありがとうございます。自社における、
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職員の啓発、一方とても大事だと思います。

私たちＮＰＯとしては、今行政との協働のあ

り方で、ＮＰＯ側からの仕掛けとでもいいま

しょうか、どんな課題を出すことで、社会の

変革につながるかなみたいなことが、ちょっ

とだけですが可能性が見えだしている。ここ

は竹村さんの方からも出てくると思いますが、

企業とも同様な感じがするんですね。いろん

なアイデアや協働のあり方を具体的にＮＰＯ

からも持ち込みながら、取り組めそうなもの

をご一緒にしていくことの大事さを馬場さん

のお話を伺いながら思いました。 

 

[馬場] 私たちがこれまで取り組んできたパ

ートナーシップの取り組みというのは、きっ

といろいろ関係ができたＮＰＯさんからご提

案をいただく形ですとか、ここが困ってるん

ですとか、こういうことしてくださいとかっ

ていう声をいただいたのが、すごくきっかけ

になっているのかなと思います。それに対し

て「お答えできる範囲で」ということだった

とは思いますが、お答えした結果というのが

これまでの活動に関わってきたことと思いま

すので、そういった具体的なご提案をいただ

けるということはとてもありがたいことです

し、逆にその内容を理解できるように自分た

ちの意識を高めていくという、勉強していく

というのは大切なんだろうなと思います。 

 

[田部] 馬場さんに私たちは足を向けて寝れ

ないようなお世話になっているんですが、三

重銀行さんに限らず、企業の場合というのは

ギブアンドテイクがすごく大事だろうと思う

んです。行政との協働とどういう点が違うか

と考えているんですけれど実は近頃一緒だと

思うようになっています。企業の場合でも行

政でも協働することでメリットが生まれる。

そんな協働のあり方みたいなのをＮＰＯ側も

探っていくと、もっと企業との協働というのは発

展するのではないかと思います。今の段階では三

重銀行さんが一生懸命聴き取ってくださって、そ

の結果でご自分たちが努力してくださっている

んですよね。私たちは要望だけしている感じがし

ましてね。そうではなくて、協働というのはもっ

と対等な部分が必要かなと思っているものです

から、そういう意識がＮＰＯ側にも必要になって

きて、それによって企業さんといろんな形の協働

が可能になってくるというふうに、ご発言の中で

いっぱい感じるものがあったのです。ありがとう

ございました。じゃあＮＰＯ側にお聞きしますね。

中盛さんからでいいですか。 

 

[中盛] 私たちは 17 年に協働提案事業を採択し

ていただきまして、そのときにそれは県のテーマ

として伊賀線の活性化というのが出ていました。

それに相手方として応募しまして、それで採択さ

れたんですが、そこへやっぱり市も絡んでいただ

かないといけないかなということで、伊賀市の担

当者にも来てもらうんですけど、なかなかやっぱ

りみなさん活性化の取り組みはしているんです

が、していかないといけないとは言うんですが、

動きが遅いというのか、ないというのか、見えな

いというのか。そういう中で 17 年に、じゃあち

ょっと市民の方に啓発も兼ねて、何かミニ冊子み

たいなものを作らない？と 17年の 8月 8日に向

けて作らないか？という提案を出しました。そう

したらみんなが「そんな時間もないし」とか言う

んですね。だけど徐々に大事なことなんで、これ

を知ってもらうには自分たちで汗をかこうとい

うことで、ＮＰＯのみで作りました。それで 5000

部の発行をしたんですが、それは県民センターの

方も徹夜で印刷してくださったりして、みんなで

ホッチキス留めなんかをして配りました。それは

もうあっという間に、皆さんのお手元に「ご自由

にお取りください」という形で置いておいたんで

すが、無くなって、いろんな方に啓発を兼ねて、
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意識を持っていただいたかなと思いました。

その後もいろんな取り組みを進めたいなと思

う中で、さっきも申し上げましたが相手方が

いない。そうしたら私たちはどこを目指して

言っていったらいいのか、でも止まってる場

合じゃない。赤字が当時 4億円、今は 2億円

なんですが。そんな中で止まってたら赤字が

どんどん増えていく。それで私たち市民だけ

で取り組めるものではないんで、本当に急を

要するのじゃないかなと。もうあかんって言

った時点では本当にもうあかんって思うんで

すよね。だからちょっとでも早く動きたい、

だけど動きが遅い。そうしたら一番最初、草

のお手入れをしたいということを伊賀鉄道が

できて、電話して、勝手に触るのもあれかな

と思ったんで「ちょっと駅のお手入れしたい

んですけど」って連絡をしたら、「あんたら

何？ＮＰＯやろ。ボランティアやろ？それな

ら勝手に草刈っといたらいいやんか」という

ふうな感じで言われたんです。それは違うだ

ろうと。そこはムッときたんですけど、でき

たばかりの会社なんで、やっぱりイメージが

大事だと思って社長に電話しました。何とい

う会社やということで。私たちに別に感謝し

ろということではないんですが、誰がかけた

電話でも気持ちの良い対応していただけない

と、見捨てられるよということで社員教育を

しろという電話をさせていただきました。そ

れで伊賀市にも話を持っていくんですけど、

なかなかメリットに感じてもらえないんです

よね。何かうるさいことを言ってくるという

ような感じで、やりたきゃ勝手にやっとけよ

と。だけど勝手にやったらあかんやろという

のが全然伝わらなかったんですね。それで一

般の方にも「あんたら鉄道のマニアさんか？」

って言われて違うぞと。そんな意識だったら

絶対にこんなものは守れないというのをつく

づく思いまして、どんな人にでも「ほら、そ

れが伊賀線を守るきっかけになるじゃないです

か」ということをその種をまいていかないと。み

なさんに私は興味がないということで切られて

しまっては何もならない。そこにすごく力を入れ

て今がんばっていまして、それで３年経ってやっ

と「あんたらそんな活動してたん？」って言われ

るようになりました。本当に事業者にとってもこ

ういう方がいないと、自分たちは安全輸送だけで

手一杯、そのために三セクにして人を切っている

のでなかなか手が回りません。だから、いてもら

ってありがたいというところまで今言ってもら

ってるんですが、いろんな提案をするので、「ち

ょっと怒ってませんか？」とか「“うざい”と思

ってませんか？」とかの確認をしながら進めてい

ます。 

 

[田部] 中盛さんのお話を伺って、すごく重要な

役割を果たしている伊賀線が、大きな赤字を抱え

て廃線になるかもしれないという危機に直面し

ている問題を、なかなか市民の共有を得られず、

共有するのに一番苦労したということですよね。

実際本当に無くなってしまったら、どうなのかっ

てことを意識を変革していくというか、掘り起こ

しながらというあたりを、行政を巻き込んでって

おっしゃったでしょ？どんなふうに関わりなが

らやってらしたかを前川さんからもお聞きした

いんです。やっぱり三者が協働しあうことがない

とダメだという感じがするものですから。 

 

[前川] ただですね、先程言われたように行政の

動きが鈍いというのがわかる。正直な話ですが、

実際には先程、先生の話もあったのですが、これ

をやるよという計画なりなんなりがきっちりと

できていないと行政は動けないという点は非常

にたくさんあります。やはり総合計画なり、交通

計画なりというような計画の中にきっちり行政

として行う事業としての位置づけがあって、職員

が仕事をしている。また、条例に基づいて仕事を
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しているという形になります。そうしたら融

通きかせやということになるのですが、融通

がきかないように条例を作っているのです。

勘違いしてもらったら困るのですよ。行政と

いうのは融通をきかせたらダメだから条例や

計画というものに基づいて仕事をしているの

です。ということは、基本の計画のところに

いかに参画をしていただくかというとことに

なります。やはり実際にはその場、その場で

突発的な事業とかこういうのが出て参ります

が、そこは首長の判断になると考えています｡  

事業的に予算を取るという話になると、やは

り総合計画のどこに書いてあるの？というの

がないと財政からお金を持ってこられない仕

組みになっています。そこをご理解していた

だいたなかで、実際問題としては三セクです

から情報を出すところはうちの市民活動支援

センターからやかましく言ったのは、本当に

どうなっているの？これは大切な情報だから

情報の共有という自治基本条例上からもすべ

ての情報を表に出すべきだという話はさんざ

ん話させていただいたのですが、「そんな情報

は出せないです。」というようなお返事も返っ

てきました。でも、それだと先程言った形に

はなってこないというのがありますから、や

はり先程あった職員の話もそうなのですが、

情報の共有、まず知ってもらうことから、次

に参加につながりますから、知らないのに絶

対に参加はないです。何をやっているか、ど

うなっているかとかそういう情報がないとい

けない。まだまだ、伊賀市もいろんな形で情

報を出しているつもりなのですが、情報とい

うのは市民が使ってなんぼの情報で行政が使

うものではないという意識ではなくて、先程

あった国家公益をという話でいけば、行政が

決めた公益を担うためのデータであって、市

民のためのデータではないのです。現状とし

ては、情報が表に全部出てくるようにならな

いといけないというふうには考えていますが、こ

れは行政の大きな課題だと思っています。 

 

[田部] 公益を本当の意味で協働していくため

には、変革の努力をしていただくしかないんです

が、それは内部からもさることながら、外部から

もそこに切り込んでいかない限り変わりません

よね。その切り込みだったのかなというふうに思

うんですけど、もうちょっと時間がありますので、

このあたりのところも含めて、中盛さんお話下さ

いますか。 

 

[中盛] 先程の前川さんの話でいくと、企画が交

通担当なんですが、伊賀線の活性化というのを掲

げているんですよね。それが動かない。だから困

るということなんですよね。本当にやる気になっ

てやらないと、そろそろやろうかなという時期に

はもう廃線ですよね。廃線になってしまったら、

二度と戻すことはできない。そういうところがも

のすごく弱いというのか、やっつけ仕事なのか

淡々とこなされているのか、私たちとの温度差が

あるんですね。だから計画には書いてあっても、

そこに温度がこもっていない、体温がないという

のか、それでものすごくジレンマというのか感じ

ることがたくさんあったので、そのあたりはやは

り止まっていたらあかんだろうと。ちょっとでも

動いてみんなに知ってもらう、啓発してもらうと

いうことで行政にかぶらないようなところで活

動を盛り上げて、それで行政に連携を求める部分
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というのも持っておいて、急に言って急にや

ってくれるわけではないので、ポイントポイ

ントで関わるようには気をつけてやってきて

いるんですが、やっと、地域の声というのも

なかなか盛り上がってこないというのも問題

だと思うんですね。市民側にももちろん問題

はある。そんな中でこの前伊賀線の活性化協

議会という、市が事務局を持っている団体が

あって、そこに理事に入っているんですけど

も、やっとみなさんから「この子こんなんや

ってて、こんなもん一人二人で守れへんやろ。

企画は何をしているんや。計画を書き直せ」

というふうな声をいただいて、2年間入らせて

いただいて、初めて議事録を作っていただい

て、その議事録が役員さんのもとに届いたと

いう段階なんですが、そこにきちんとうちか

ら出した提案、提言というのは載せていただ

いてようやく小さな一歩、10センチくらいか

もわかりませんが踏み始めたかなと。やっぱ

り時間はかかるんですよね。だけど、見える

活動をしていかないと行政も企業も動かせな

いというのを一番感じております。 

 

[田部] はい。先程山岡さんがおっしゃった

通り、やっぱり運動というのはいろんな課題

を拾うというか、ニーズを拾ってくる。これ

がＮＰＯの仕事で、それを拾うとＮＰＯはカ

ッカと熱くなるわけですよね。だから行政と

の温度差というと出てくるじゃないですか。

だけど、今の二人のやり取りを聞きながらＮ

ＰＯの行政と協働していく段階的なものみた

いなのをちょっと感じながらお二人のお話を

お聞きしたんですが、いきなり行政に持ち込

んでも行政は動けない。でも行政が位置づけ

られるような形で持ち込むと行政は協働に発

展させていくことが可能なものが出てくるの

かな。というような感じでお話を伺っていた

んですが、そんな流れで今は少し出来かけて   

きたということですね。これなんか参考にしてい

ただけると。どうしても熱くなったときいきなり

要求型になるんですよ、ＮＰＯが。このところが

失敗になってしまうかなというふうに思って。こ

れからは特にその辺を求められていくんでしょ

うね。 

 

[中盛] 今 12 月に議会が終わったんだか終わる

だか、まだですかね。そこで企画の部長さんが、

伊賀のケーブルテレビで生放送をしながら議会

を進めているんですけど、そこで私は見なかった

んですけど、「伊賀にはワフという団体があって

一生懸命やってくれてます」って言ってたよと聞

きました。だから使うところは使うんだなと思っ

たんですけど、それでいいんだなと思うんですよ

ね。良いとこ取りしていただいて、私たちの活動

の後押しになっていくのかなと思います。 

 

[田部] 良いとこ取りに腹を立てると、実はでき

なくなってしまうんですよね、協働はね。良いと

こ取りをしていただきながら、本来の目的が達成

できれば、ある意味でＮＰＯは満足する部分があ

って、でもそれだけではないよというのを言いた

そうな顔を隣の竹村さんがしているので、ちょっ

とご発言お願いします。 

 

[竹村] いや、そうだなと思って。だからそのさ

っきの民間からの気づきとか、私なら子どものこ

とでこんな事業が必要じゃないのとか、子どもた

ちこんな状況だよというのと、行政を見ていると、

何かそうしてないとつい批判したくなってくる

し、こんなことしてほしいという状態になってた

ときは、協働は無理だったんですよね。それでさ

っき田部さんがおっしゃってた、実績を積んでと

いうこともあったんですが、やはり批判精神とい

うか、要求型のうちに行政が守りに入って協働す

ることができなかった。それでなぜ出来てきたか

というと、こちらの意識が変わったからかなとい
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うのも一つだと思います。こっちの意識が変

わってきたので一緒にできるようになってき

た。行政の担当者からいうと、そういう事業

は既にやっていますという世界で、私たちは

跳ね除けられる、門前払いをくったわけです。

それで門前払いをくって腹が立ったんですけ

ど、その後にそれは自分たちの意識の問題も

あるなと思いました。さきほど言った二重構

造を作ったことで、実は記者会見をしたとき

に、記者からこのことの質問があって、要す

るに民間側だけが汗をかくんですねって確認

が入ったんです。そういう質問があって、一

緒に同席した担当部局がそうですとは言えな

かったんですけど、成果だけ取るんですねっ

て。まさにそういう行動を民間自らがつくっ

たということが、つくろうと思えるようにな

ったというのが自分では今でも不思議なんで

すが。それで次が企業って弱いなと今私たち

は思っているんですけど、今行政とやろうと

しているのは気づきから持ち込んで、制度化

するというところで、だから制度にするとき

には前川さんがおっしゃったみたいに行政で

やらないといけないし、そのことでまた私た

ちが違う気づきをしてきて違う提案をしてい

きたいといってる形なので、自分たちの、対

企業でも対行政でもやはり私たちの意識が一

番大事なのかなというふうに今は思っていま

す。 

 

[田部] 今、竹村さんが言って下さった制度

化することによって社会整備していく。その

ために行政と協働していくというお話があり

ましたよね。でも言葉だけで言ってるとなか

なかつかみにくいでしょ。そこで具体例を出

しながら説明してもらえたらありがたいと思

うんですけど。 

 

[竹村] チャイルドラインというのは、みん

な普通イメージするのは、例えば子どもたちが悩

んでるからとか、たぶんいじめとかのことで、相

談する人がいないから相談できないとかそうい

うイメージだと思うんです。実は嬉しいことも電

話してという話もしてる。今は、声かけられたら

不審者と思えという時代なので私は声をかけら

れないんですけど、子どもたちも声をかけられた

ら逃げろと指導されてますから、地域の人とコミ

ュニケーションを取りにくくなっていますし。だ

けど子どもたちは実はいろんなことを話したい

んですが、聞いてもらう人が周りにいないんです。

地域でのそういう人たち（おじさん、おばさん、

おにいさん、おねえさん）を作りたいんです。だ

からそういうことを始めているんです。ただ地域

づくりなんですが。そういう中で入ってきた子ど

もの声から、子どもたちの状況が見えてきます。

その中で一番問題なのは権利保障の問題だと気

づいたということなんですね。今こそ子どもの権

利条約の精神が実現されることが必要だと感じ

ています。だけど今権利というと Rights 的な考

えではなく、子どもたちがもっとわがままになる

のではというふうに、一番反対するのは教育委員

会かもしれないし、条例を作ろうと思ったら議員

さんがたぶん反対する、権利というと義務が先に

出てきて絶対に反対が出てきます。そのくらい、

子どもたちへの見方が厳しい時代になっている。

でも、今その権利が保障される制度を整備する必

要があることを子どもたちの声から気づかされ

ましたので、その提案をし始めています。だけど

多分一気にはできないだろうなという感じです

が、行政、民間の協働で模索していきたいと思っ

ています。 

 

[田部] 例えば地域の中で条例を作っていく動

きをするための提案とかそういう形ですか。 

 

[竹村] 少しずつ子どものことにしても県自体

が子育てじゃなくて子育ち支援に変わってきて
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る。子育てというのは子どもを育て上げると

いう話なので、子育ちというのは、子ども自

身に力があるという考え方と対等な子ども観

がないと生まれてこない発想なんです。でも、

少しずつそこに転換をしつつあるんですね。

そういうようなことも行政も変わってくると

いうことを私たちから働きかけていきながら、

だけど枠があるのでどういった子どもの権利

の保障なのかということを今働きかけて、県

レベルと市町レベルの条例づくりを作り始め

ているということです。 

 

[田部] ありがとうございます。「権利」と一

言にしてしまうとわかりにくいかもしれませ

んが、例えば虐待を受けてるのは権利侵害さ

れているということですよね、いじめもそう

なんですね。横の関係の権利侵害です。子ど

もたちを取り巻く状況というのが、いわゆる

虐待の範疇を超えた昔でいえば子育てができ

ない家庭がいっぱいです。子育て文化が継承

されていない中で、比較や競争の中で子ども

たちの権利をどう保障していけばいいのかと

いうことなんです。みなさんが日ごろ話し合

っていることそのものなんです。それらをま

とめると「権利」というだけの話なんですよ

ね。 

 

[竹村] それともう一つ、ＮＰＯのほうも勉

強しないといけないなとすごく思っていて、

今次世代育成支援の行動計画の見直しを各自

治体がしているはずなんですよね。来年度に

かけてかな。そういうことの中で、子どもの

ことからいえばそういうことを知らないとか、

それは行政がしているとか、委員になった人

だけがしているとかね。そうじゃなくて、そ

の中に何を盛り込むのか働きかけていくのか

ということはやっぱり勉強不足じゃないのか

なということを思います。自分たち自身がね。 

 

[田部] 今日は今までの協働のあり方から、もう

一歩先を見据えたところが、みなさんのお話の中

から出てくればいいと思っているんですね。その

辺りがちょっと足りないかなと思いますので、そ

のあたりのことを、行政のお立場から前川さんに

お話し願えるとありがたいと思います。 

 

[前川] これから先ということでお話をいただ

いたのですけど、行政自体まだまださきほど山岡

先生が話したように国家公益みたいなところか

ら市民公益に振り変わっているという意識をも

って仕事をしているのかといわれるとそうでは

ない。まず、行政としてはこの部分、伊賀市でい

いますと自治基本条例を基にして、それを担保し

た中で職員がその意識をもってやるということ。

先程職員の話がでましたけど、まず行政の中を少

し変えていくような話、そこに変えていくための

しくみとして協働提案制度とかいろんなしくみ

をもっていく形になるのかなというふうに考え

ています。それで協働提案制度について、今伊賀

市のほうでも地域活動支援事業等、提案制度はあ

るのですが、協働という意味合いにはとっていま

せん。市民活動の補助事業という形でやっており

ます。ただ、行政提案部門もありますので、行政

の提案をＮＰＯに受けていただくというような

項目も作らせていただいて進んでおります。やは

りこの部分で行政組織として今言われる社会の

流れをどう受け止めていくのかというのが非常
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に大きなところで、これには時間がかかるの

かなと思っています。あとは、伊賀市の場合

は 10万都市、580平方くらいあります。少な

いですけどＮＰＯにも専門的な分野を担って

いる方がいますが、もっと専門性をつけてい

ただきたいと思います。それがないとなかな

か理屈に勝てないという部分が出てまいりま

す。そういうのを先程情報とかいろんな形で

あったように行政の情報も、「オレに説明がな

かった」じゃないんですよね。あんたには説

明しません！自分で情報を集めてください。

どこにも情報が出ていなかったら言ってくだ

さい、という話にたぶんなるかと思います。

一人一人には説明があるわけがない。10万人

全てに説明するわけにはいかないとは思って

います。それでやはりその中から情報を取っ

ていただくという意識を市民の方々にいろい

ろな方面から付けていただくような形、そこ

から参加というところのステップを踏みたい

なというふうには思っています。あと伊賀市

では、地域ごとの住民自治協議会というのが

あります。これはＮＰＯも一緒だと思うので

すが、後ろに人を抱えていただきたい。私が

言ってるというのではない形という話ですね。

そうすると行政は動きやすい。これだけの人

が私の後ろにいて、これだけのことが話がで

きてきているから行政も一緒にやろうよとい

うような形。地域の代表性をその地域の協議

の上にもっていいただく。小学校区ごとに住

民自治協議会が設立されています。地域の代

表性をどのように民主的に確保していただく

かを地域の中で作っていただく。その中にＮ

ＰＯがいて、その活動を地域全員が押してま

すよ。その地域で活動しますよといわれると、

条例でいうと地域にお金も何も出さざるおえ

なくなってくるような条例になっています。

そこまで地域を巻き込んでやっていただける

ような協働も一つあるのかなというふうには、

考えています｡この先そういう一人一人の個人の

参加意識なり、参画意識があがってくれば、ひょ

っとしたらそういう社会も一つ夢見ることがで

きるのかなと思っています。 

 

[田部] ありがとうございます。主体性と組織の

あり方を問われたと思いながらお聞きしてまし

た。残り時間が少なくなりました。ご発言いただ

く最後の時間になるかもしれません。馬場さんよ

ろしくお願いします。 

 

[馬場] 山岡先生のお話にもありました、企業と

しまして社会的責任の意識を深めた企業活動が

展開されることということがあったと思います。

社会的責任ということに関しますと、来年ですか

ね。ＩＳＯの 26000がスタートするというような

こと。ちょっと遅れるというような話もあるみた

いで、という中でやはり企業というのはどれだけ

社会に関わっていくのかなというふうに思って

います。とはいうものの、企業が社会に関わると

いうのはどういうことかというと、企業の活動と

社会における活動というのが地域のニーズなり、

顧客のニーズというところになるのかなという

ふうに思いますから、それを果たすことで事業が

できるとか、ちょっと社会企業家的な発想かもし

れませんが、そういうことに気づいていく必要が

あるということかなと思います。そういう意味で

企業にとりましてもＮＰＯの方の専門性ですと

か、地域性という部分がとくに今までかけてきた
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社会企業家的な視点を持つ上でいろんな意見

をいただけることかなというふうに思います

し、それがたぶん田部さんのおっしゃってい

ただいたメリットを提示していく。企業にと

ってのメリットをみんなの意見から提示して

いただくということなのかなと思いますので、

それをご提示いただくというのと共にその辺

の敏感度といいますか、感度を企業側も上げ

ていくということが必要かなと。それは一部

の人間だけで考えてても、やはり限られた知

識しかないと思いますので、職員一人一人に

広げていってその意見とか考え方というのが

吸い上げられるような形というのができてく

れば企業としてはいいのかなというように思

います。 

 

[中盛] 赤字路線という中ではお金ください

ということをこんなことをして、伊賀鉄のた

めになってるんだからお金をくださいとかい

うようなことは一切できない。だから何でも

いいから儲けてくれと思いつつ、いろんな企

画を提案させていただいて、それで先程の馬

場さんのお話ではないけどカードにうちの銀

行の名前が入っていくよというようなことで

はないんですが、うちが提案したものにはす

べてうちの名前を出させていただいて、伊賀

鉄で売ってもらう。それでこんな団体がある

よ。その団体を応援するというか関わりつつ、

伊賀線も応援してもらうというようなことを

事業者がやったら当たり前だけど、違う団体

がしているよというようなところで守ってい

けないかなということでやってるんですが、

なかなか限られた時間しかない中で駅に行っ

て手入れしてというはすごく大変なんですね。

仕事持ってて、夜に行く。それで終電を見送

って帰ると駅はいたずらがけっこうあります。

そうするとその中で私たちが「おまわりさん

にこれ言って。こんなことしてあるよ」とか

「こんないたずらされてあるので、明日にでもす

ぐに直してくださいね」というのを駅に連絡を入

れるんですが、やっぱり私たちも見える活動をし

ていかないと、職務質問を受けたりということが

あるんですね。「何をしてるんですか。こんな時

間に」とか言って。だからそんなこともあるので、

みんなに見える活動をしていかないと、こんなこ

として手入れをしているのは近鉄か、伊賀鉄かと

いうような中ではやっぱり誰も意識として持っ

てはくれないんですよね。そのあたりに気をつけ

て、休みの日にはせっせと駅に通うということも

していますし、また寄付くださいというのもとて

も大変な時代だと思います。だから家庭で出たご

みを堆肥化してそれをくださいとか、そういうと

ころで関わってくれる方が増えると、実際肥料を

買うお金とかに換算するとものすごくプラス、メ

リットがあると思うんです。一人一人の力が大き

い。それが集まると大きい。それを集める工夫を

する。そんなところで私たちも日々活動している

んですが、この前は嬉しいことにうちの運営して

いるブログが日本財団のサービスを使っている

んですが、第 3回のブログ大賞の一つ、部門賞を

いただきました。それで表彰式には行ってくるね

と言って伊賀鉄道さんに「車置かせてね」って言

って夜行バスで行ったんですけど、かえってきて

時には賞状と楯を持って寄りました。「ただいま

ー！」って帰ったら「早よ入り、早よ入り」って

駅へ入れていただいて、「写真撮ったろ、写真撮

ったろ」とか言って「すごいな～、触らせて」と

か駅員さんとわいわい言ってました。それでそこ

で名刺交換した東京の企業さんから「伊賀線に協

力したい」ということを連絡いただきました。そ

れで、これってつなげていけば伊賀鉄が本来、サ

ービスをよくして投資すべきと思われがちな部

分が、他の方がやってあげようとかいうような形

で広がっていくんだなあと、そういう動いてこそ

の力みたいなものというのは、もう民にしかでき

ないんじゃないかなというようなことを感じて



＜第２分科会＞ 

 

   
   - 64 -  

ます。 

 

[田部] 先程山岡先生のお話の中にもあった、

市民セクターの特徴はボランティアを組織し

ていること、とつながるのですが、今の中盛

さんのお話の、メリットがお金では返らない

けれど達成感とかいろんな形で返ってくるっ

てとっても重要なんですよね。ボランティア

の方たちを組織しているとき、いかにモチベ

ーションをあげて持続させていくかというこ

とは、私も理事長という立場におりますので

非常に気になりますよね。関わって下さる方

にそれでしかお返しできない。そこのところ

が伊賀鉄道との関係で、関わった人たちにあ

るのを感じて、それはボランティア活動をし

ている人の醍醐味でもありますよね。必ずし

もお金だけではないんですよね、戻るものが

ね。そういうようなこともわかっていただけ

ると広がりが出た活動を作っていただけるこ

とにもなるのかもしれないと思ったのですが、

事業型のＮＰＯを目指す竹村さんとしてはど

うですか。 

 

[竹村] 私は、一つ一つのＮＰＯが、今の県

に対しての協働事業提案を見ていても、まだ

まだ協働の提案ではなくて、自分たちがやっ

てほしい事業を提案していたり、やってくれ

とかそれをいっしょにやりましょうというだ

けの提案なんですよね。だから新しいものを

生み出しているわけではない。だから、それ

はもう自分たちでやればいいんだという事業

なんですよね。だからそこの問題と、やはり

ＮＰＯ自体が抜け出さないとなかなか協働に

ならないだろうということと、実際今公共サ

ービスとかをＮＰＯが委託を受けられるよう

になってきましたよね。そうすると、やっぱ

り下請けになるんだよね。事業をするのを目

的にする団体からするとやれればいいという

発想にどうしてもなる。山岡先生がおっしゃって

いた枠の中というか、サービス・事業をやること

で終始するし、それ以外はしなくなる。だからそ

れを考えると今こそ本当の志をもう一回、自分た

ちが何のためにそれをやろうと思っているのか、

受けようと思ったのか、ということがないと…。

受けると人も雇えるし、ある程度利用できちゃう

んですよね。そうするとやることに満足してしま

うということから、やはりプラスアルファという

かそうじゃないものを生み出す本来のＮＰＯの

あり方、枠の中もするんだけど、枠を取っぱらう

ということを、やはり基の自分たちの理念に帰ら

ないと難しいんじゃないのかなって。 

それともう一つが、今市町レベルのところにい

ろんな事業の現場が移ってきています。だからそ

この協働とか参加を言い出している。ただ、そこ

のご一緒にすることというのがなかなかわかり

にくいんです。そのことを、私は自治基本条例づ

くりの委員になったりしているんですけど、そう

いうところをご一緒に作っていくことと、今地縁

組織とぶつかることが多くて、そういうことの連

携の仕方というのは僕も今ちょっとわからない

んですが、そこをやっていかないとというふうに

考えています。 

 

[田部] ちょっと議論するには時間がないんで

すが、地縁組織というのは先程の話の中にも最初

の講演の中にも出てきています。行政との関わり

の中でＮＰＯは地縁組織とどうするのか。又地域

産業と企業とどうするかみたいなお話を山岡先
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生はされてましたよね。馬場さんはさっきご

自分たちがそれを担っていかなきゃならない

んだろうとおっしゃってましたけど、具体的

な見通しがあればお話いたたければと思うの

ですが。 

 

[馬場] そうですね、企業がどれだけ地域に

戻っていくのかなということの中でまだまだ

たぶん足りてない部分なんだろうなと思うん

ですけど、一応地方に拠点を置く企業であり

ながら、どちらかというとちょっと高いとこ

ろに立っているような部分もあると思います

ので。それで特に地域の課題というのはどれ

で聞き分けるのかなというのがたぶん今従業

員の個人ベースでしかないという部分だと思

いますので、それはそれで企業といいますか

従業員も家に帰れば市民ということもありま

すので、それはそれでいいんでしょうけど、

会社としてそういうのをどうして見つけてい

くのかというのはいろいろとヒントをいただ

きながら、これから進めていくことかなと思

っています。 

 

[田部] 本当にあと数分しかないんですが、

市町の方で、地縁組織とどうやろうかと、地

縁組織とＮＰＯとをどうつなごうかというよ

うな方向で発言してくださる方がおありでし

たら、発言していただきたいなと思います。

一つの模索になるかもしれませんので。 

 

[前川] 今、伊賀市では、基礎的な地縁団体を核

として各種団体、ＮＰＯ、個人、企業などが参加

して、地域のことを話し合って民主的に物事を決

めていただく住民自治協議会の設置を進めてい

ます｡今のところまだ始めて 3 年 4 年というとこ

ろでまだまだ物事がすべて民主的に決まってい

るというような状況ではないわけですが、理念と

しては、市民の参加により協議をして民主的に地

域のことを決めていくという形です。ＮＰＯもそ

こに参画をして地域の方々に理解をしていただ

いて一緒に活動するというのは、やはり、共益団

体とミッションを持ったＮＰＯと双方をきちん

と理解をしていただくような取り組みをしたう

えで、進めるべきだと考えています｡一つの例と

しては、外国人の問題で通訳や翻訳をやっている

ＮＰＯと住民自治協議会が事業を組んだのです

が、その事業を実施する前にすごい回数の会議で、

喧々諤々の議論をやっています。それをやらない

と、やはり無理なんだなと思います。そもそも違

う理念を持った組織ですから、それがまったく一

緒になることはないと私は考えています。同じ考

え方になることは絶対にないのをわかって一緒

にやらないとできないのじゃないかと思ってい

ます。地縁団体も NPO もそうだと思いますが、

一生懸命になればなるほど、自分たちたちのほう

がいいんだということになるので、それはそれと

して認める。自分たちの言うことをきかせるとか

やらせるとかではなく。さきほど言った協働の対

等性というか、互いに認めるということが一番最

初に必要じゃないかと思います。 

 

[田部] ありがとうございます。私が進行します

と最後のまとめをしないのが常なのですが、それ

にしましてもそれを正当化できる時間がなくな

ってしまいました。４人の方の多岐にわたるご発

言を投げかけとお持ち帰りいただいてご自分の

現場で何らかの形で生かしていただければとて
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もありがたく思います。中途半端な形の終了

で大変申し訳ありませんが、本当にご参加あ

りがとうございました。会場からご発言を表

明して下さった方には時間がなくてご発言い

ただくことができず申し訳なく思っています。

本当にお疲れさまでした。 

 

[司会] それではこれで第２分科会「進化す

るパートナーシップ」を終了させていただき

たいと思います。コーディネートを務めてく

ださった田部さん、そしていろいろなお話、

本音トークで聞かせてくださいましたパネリ

ストの皆様方、本当にありがとうございまし

た。今一度拍手をお願いします。 
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■ 第３分科会まとめ（三重大学准教授 石阪督規） 

第３分科会は、ＮＰＯ活動をより円滑に行うために、またＮＰＯの組織的連携あるいは

協力体制を構築するために、中間支援組織に何ができるのか。また、いま中間支援組織に

何が求められているのか、という点について３名のパネリストとともに討論を進めまし

た。 

なお討論に当たっては、①それぞれの地域でのＮＰＯ、市民活動の現状、②行政との関

係、行政との協働のあり方、③中間支援組織に求められる役割、の３つのテーマを立て、

中間支援のあり方について考えていきました。 

まず、米山氏（松阪市民活動センター）の話ですが、ここは、人と地元の商店街をつな

いでいくことに力点が置かれています。疲弊している商店街をなんとか活性化させたいの

ですが、それを担うはずの市民団体は、なかなか一つにまとまらない、またお金がないと

いう問題をかかえている。それらをまとめ、うまく橋渡しをすることで地元の商店街を再

生させていくという内容です。疲弊した商店街が、新しい知恵やアイデアで活力を取り戻

すという事例を紹介いただきました。 

 次に、松井氏（四日市ＮＰＯセクター会議）には、少なくとも、小さなＮＰＯの活動が、

政策として実現しないということが一つの課題といわれるなかで、ＮＰＯが一つにまとっ

て大きくなることのメリットについて紹介いただきました。あわせて、これからＮＰＯと

政治がどうあるべきかという大きな課題についても言及されました。ＮＰＯは中立で、治

に関わらないＮＰＯでいいのかということです。もっと「自分たちが発言する」「議会や

首長にものをいう」という姿勢も必要なのではないか。まさに、これからのＮＰＯを考え

ると大きな課題といえます。 

 藤岡氏（ＮＰＯ法人市民フォーラム２１・ＮＰＯセンター）の報告は、ＮＰＯを束ねる

中間支援組織がもっと大きな力を持たなければいけないということに集約されます。行政

の補助金配分にインセンティブをつけるイギリスの取り組み、ならびに「サードセクター」

としての中間支援組織の役割などを紹介いただき、日本のＮＰＯのあり方、補助金制度の

問題などに言及されました。 

いずれにしても、今日のＮＰＯは組織として非常に脆弱なものが多いということは、パ

ネリスト共通の認識です。ＮＰＯ単体で何かをやるのは厳しく、組織的な連携が必要であ

り、中間支援組織には、そうしたＮＰＯをコーディネートしたり、サポートしたりするこ

とが求められています。しかし、多くの中間支援組織は脆弱で、地域によってばらつきが

あります。将来的には、中間組織ネットワークのようなものを形成し、戦略的な連携を進

めていくことが必要でしょうし、場合によっては、たとえば組合運動のようなかたちをと

って政策提言ができる「力強い組織」になっていくことも必要なのではないかということ

になってきます。とくに、小さなＮＰＯは中間支援組織を積極的に活用して、いっそうの

組織的成熟をはかり、他団体とも連携がとれるような工夫が求められるでしょう。また、

それに関わるさまざまな人たちが、有効な中間支援のあり方を考えていくことも、あわせ

て求められているといえましょう。 
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■ 開会（趣旨説明） 

[司会] ただ今から「ＮＰＯセクターをたくま

しくする中間支援」をテーマに第３分科会を始

めたいと思います。 

まず最初に今日の流れをいいますと、それぞ

れ各地域の中で中間支援組織として活動されて

いる３つの団体の方々に来ていただいておりま

すので、その方々から事例報告をいただき、そ

の後で三重大学の石阪先生をコーディネーター

にパネルディスカッション形式で、みなさんと

いっしょに議論を進めていきたいと思っていま

す。 

パネリストのプロフィールは配布資料の 39

ページにありますので、ご覧いただければと思

います。最初にお名前だけ紹介させていただき

ます。みなさまから見て左からＮＰＯ法人Mブ

リッジ、松阪市市民活動センターの米山さん。

続きまして、四日市ＮＰＯセクター会議の松井

さん。ＮＰＯ法人市民フォーラム２１・ＮＰＯ

センターの藤岡さん。そして、パネルディスカ

ッションのコーディネーター、三重大学の石阪

先生、以上のみなさんです。 

それでは米山さん、Mブリッジの理事長でも

あり、松阪市市民活動センターのセンター長で

もいらっしゃいます。地域における中間支援組

織というお立場でお願いします。 

 

 

 

 
■ 事例報告 
足りないものを補う合うための場づくり、

人づくりで win-win の関係をめざす 

[米山] 米山です。よろしくお願いします。私、

米山は松阪市の市民活動センターの指定管理者

として従事させてもらっています。ＮＰＯの世

界に入ったのが 2年半くらい前でして、まだま

だヨチヨチ歩きの 2才半という感じです。です

ので一般市民目線での話をお伝えする、と捉え

ていただけると、ありがたいと思います。 

実は 2年半前に指定管理者を採択いただいた

際に、法人格の取得が必要となり、じゃあ法人

格を取ろうということになったときにＮＰＯ法

人でもよければ他のいわゆる株式会社等でもよ

かったという状況だったんです。そのときに、

メンバーといろいろどんな形にしようかとなっ

たときに、結果としてはＮＰＯ法人のスタイル

を取ったんですが、中間支援だからＮＰＯ法人

だろう、という結論にならなかったということ

が、もしかするとＮＰＯ法人というものに対す

る魅力などの理解が我々にも少なかったですし、

同じように世間的に見てもこれからの将来性と

か期待度というのをどのように持たれているの

だろうか、と感じたことは、未だに印象として

残っています。スムーズにＮＰＯ法人を選択し

ようと思えなかったのは何なんだろうというの

は、これからも持ちながら歩んでいかないとい

けないのかなと思いつつ、きっと一般の市民の

方々もそういうニュアンスや認識があるんじゃ

なかろうかということを意識しながらやってい

こうと思っています。 

そのこともあって、せっかく門外漢の者がこ

こに入らせてもらったのであれば、そういう世

間一般の方々と同じ目線で、関わりやすい中間

支援もしくは関わりやすい市民活動センターの

管理運営ができないものかということに力点を

置いています。専門的なお話は他の先生方にお
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任せして、私どもは、関わりあってみたいと思

えるような場作りを大切にしていこうかなと思

っています。 

その中でＮＰＯの専門性をお持ちの方は、ど

んどん専門性をさらにお持ちになられて、持っ

てない方は相変わらず持ってないままという感

じがあり、ＮＰＯにも格差が出てきてるんじゃ

ないかとも、何となく印象としてありまして、

これが 10年を迎えた今、相変わらず知らない人

はとことん知らない。知ってる方はものすごく

知ってらっしゃって、どんどん離れていって同

じフロアで同席した際にかみ合いにくくなって

るんではなかろうかと。そういうことも中間支

援の役割として整える場も必要かなと考えてい

ます。 

その中で、私たちが実施している取り組みと

して、33ページをご覧いただけるとよろしいか

と思うんですが、アピールサポート推進計画と

いう取り組みをしているんですが、win-win の

関係を作るために関わりやすい場を設けるとい

う取り組みです。それぞれが欠けているものを

別のところが補って、何かを進める中で双方が

喜び合うと。書面や言葉にすると簡単な印象も

あるかもしれませんが、実際現場を設けるには

なかなか困難なことが多くあります。例えば商

店街で売り出しの際にトン汁やぜんざいがふる

まわれます。そのときに、「今年は無料のふるま

いを何か次につながるようなものにしません

か」という話をしに行ってきました。ワンコイ

ン入れていただく募金箱を置くわけですね。そ

の募金箱を置くことで「トン汁で暖まったよ」

とか「おいしかったよ」という感謝の気持ちを

入れていただきます。その商店街の方々は人が

来ないと悩んでらっしゃるので、市民団体のみ

なさんに「フリーマーケットを出店してくださ

いよ」という話をしました。じゃあ出ようかと

いうことになって、出店するだけでなく、「お客

さんを呼んできてくださいね」というお話をさ

せてもらいました。ワンコイン募金が出店者に

配分され、団体のサポートとなる。集客を求め

る商店街と、活動資金難でお困りの市民活動団

体が、それぞれの得意を活かしつつ、それぞれ

を補いあうのです。これ普通のことかもしれま

せんが、間に立ってこれを通訳したり整えたり

するというのがなかなかないものですね。 

そういう場づくりをするだけでも、多くの手

間がかかります。フリマは出てもいいけどそこ

にお客さんは来るの？という話にもなります。

いや来させるためにするんですというふうに、

趣旨も合わせて説明しつつ、まちづくりを伝え

ていくという感じでしょうか。関わってくださ

る方を増やしつつ、「フリマだけかと思っていた

が、私はまちづくりにも関わっているんだ」と

いう「役に立った感」というものを広めていき

ます。それでこういうようなフリーマーケット

とか、商店街とか、ワンコイン募金とかという

比較的関わりやすい内容で、「みなさんいらっし

ゃいよ～」ということを続けていくことで賑わ

うということが大事かなと思っています。いず

れは中心市街地、コンパクトシティという話も

意識してもらえるようになるかな、と。そうす

ると、「あーそうか、駅前は確かに空き店舗が増

えてきたな」とか、「コンパクトシティって何じ

ゃ？」となるわけです。こういう一歩一歩を大

事にしないとなかなか一足飛びには物事はいか

ないだろうなと。コンパクトシティの討論会を

しますといってもなかなか新しい方は来ていた

だきにくいものです。やはり自分が役に立つ感

じ、もしくは関わりやすい入口というものを作

って広げていかなければならないかなと。今こ

れが課題ですよというものも、そんなふうに伝

えてみようかなと思いながらやってるのがその

アピールサポート推進計画なんです。 

賑わいがほしいんです、もう少し活動財源が

あると嬉しいんですというような、足らないも

のは足りないとアピールしたらどうでしょう。
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その足りないと言ってるうちに、じゃあこれど

う？というようにサポートしてくれる方がいら

っしゃるかもしれませんよという話なんです。

それでそのサポートを得るためにアピール力も

つけましょうということは、例えば広報のチラ

シ作りだったりとか、うまくメディアを活用し

ましょうねとかいう講座なども、市民活動セン

ターの中で実施しています。 

続いて、市民講師のお話です。市民活動団体

の方々がお持ちの専門性や技術、知識を市民講

座にしましょうよということも行ってます。せ

っかくお持ちの専門性に語るという技術を備え

てもらって、市民講師になっていただこうとい

うものなんです。それで市民の講師になると、

その人がお持ちの知識が広がる。個の知識を公

の知識にすると我々は言ってるんですが、そう

いうこともさせてもらっています。中には団塊

の世代の知識や技術の活用であるとか、子育て

を終えた奥様が改めてまた社会に参画されるき

っかけにするとか、などで喜ばれています。実

施する場所を中心市街地の空き店舗で行ないま

して、実施しているうちに人が集まってきたら、

知らないうちに駅前賑わってきたなとなります

し、講座の受講料で講師にお金が入ればこれは

これでコミュニティビ

ジネスともいえます。

地域課題を中心市街地

活性、空き店舗活用と

捉えて、それを市民の

力で補っていくという

ことです。個人の方々

が関わりやすくする、

役立った感が出る。そう場を提供することに努

めていこうと考えています。 

そんなこともありながら、35ページを見てい

ただくと、先程の市民が講師をするというのは

この辺に来ているわけなんですが、本当の素人

の方もたくさんいらっしゃれば、中にはセミプ

ロのような方もいらっしゃいます。一般の方が

いきなり大手のカルチャースクールからポンと

仕事がくるわけではないので、こういう空き店

舗でのカルチャースクールで講師にチャレンジ

していただき、上手くいけば、ステップアップ

してもいいのでは、と。そういうこともあり学

びのチャレンジショップと言ってるんですが、

こういうところでチャレンジされて、教え方、

伝え方を自分で手に入れてもらい、ご自身のフ

ァンでもある受講生を増やしていただきます。

受講生が増えれば、ご自身が独自に小さい空き

店舗を借りて教室を持たれてもいいじゃないで

すかということも申し上げてますし、ダンスと

か音楽という方でしたら、そのグループをサー

クル化して地域の祭りに出られたらどうでしょ

うかということも言ってます。空き店舗を埋め

ていく効果があるかもしれない、祭りの出演者

が増えるかもしれないということから「まちづ

くり型カルチャースクール」と言ってます。初

年度に講師をしませんかとお話したら、137 人

も集まっていただいた。なかなかこれは聞き流

せない数字かなと思っています。ちなみに現在

の受講生はおよそ 300人です。定期的に 300人

の方が駅前に来て、学んで帰られるわけです。

大きい祭りをどーんとやって瞬間的に何十万人

という集客もいいんですが、日常の中にジワジ

ワと 300人ということが毎週繰り返されていく

と「ここに果物屋があったのか」、「久しぶりに

○○のお店で買ってくか」という話になります。

地道な作業ではありますがこういうわかりやす

いものを作っていこうかなと努力しています。

そういう庶民的な事例になってしまいましたが、

このようなところから一歩一歩進めてみんなの

“まち”という意識を高めていければなという

ふうに思っています。以上です。 

 

[浦田] ありがとうございます。地域のさまざ

まな団体さんと、正面から向き合いながら活動
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されている松阪市市民活動センターの米山さん

の事例でした。 

それでは引き続きまして四日市ＮＰＯセクタ

ー会議の松井さんに、団体同士つながりを持っ

て活動をしてきた、三重県でも最先端というか

特別な事例としてみなさんにご紹介できると思

いますので、よろしくお願いします。   

 

 

協同組合的な中間支援組織の創設 
[松井] 中間支援の機能というのは、場所の提

供、情報の提供など、いろんな機能があろうか

と思いますが、今日は四日市ＮＰＯセクター会

議のお話をさせていただきます。資料 36ページ

の真ん中あたりに点線で囲ってあるのが、四日

市市で中間支援組織と考えられるものかなとい

うようなところです。真ん中の上のところが四

日市ＮＰＯセクター会議、その下に「なやプラ

ザ」と呼ばれている四日市市市民活動センター、

これは四日市市から私どもが指定管理を受けて

います。このセンターでは、場所の提供、機器

などさまざまなサービスの提供、情報提供など

もしています。私自身ＮＰＯの活動をやってき

て、またＮＰＯ法が施行されて 10年が経って、

確かにＮＰＯがかなり定着してきたなとは思う

んですが、その一方でさまざまな課題があまり

にも多くて、それを乗り越えていかないと次の

ステップとしての、健康的な持続的なＮＰＯ活

動が難しいなということを非常に感じているわ

けです。そうしますと、市民活動センターみた

いなところをしっかりＮＰＯの立場で管理する

ことも大事だと思いますが、そこだけではこの

課題は乗り越えられない、ＮＰＯが力をあわせ

るための一種の協同組合的なものがないと、Ｎ

ＰＯの力が大きくならないというふうに思って

います。今日の分科会のタイトルでありますよ

うに、ＮＰＯをセクターとしてたくましくする

ということです。ですから個々のＮＰＯが力を

つけていくことはもちろん大事ですけれども、

力のあるＮＰＯが自分たちだけが良くなればい

いのではなくて、ＮＰＯがセクターとして全体

として良くなるという発想がなければＮＰＯは

決して世の中に踏み込んでいけないといいます

か、影響力を及ぼすことはできないというふう

に感じています。そのことを周りの四日市のＮ

ＰＯの方々にお話したところ、賛同される方が

けっこういらして、四日市ＮＰＯセクター会議

という、ＮＰＯの協同組合的な中間支援組織の

あり方が立ち上がり、動きつつあるわけです。

来年（2009年）の3月で設立3周年を迎えます。

私は、この取り組みはＮＰＯにとって非常に大

きな一歩を踏み出していると考えていますので、

その話をさせていただきます。 

セクター会議とは何ぞやということは 36 ペ

ージのところに説明してありますが、タイトル

にありますようにまさに協同組合的な連合体で

す。（1）のところにちょっと小さな字で書いて

あるんですが、ＮＰＯが集団的に行動する、も

ちろんこれはいつもではなく、必要があるとき

にですが、集団的に行動することによって、個々

のＮＰＯや個人が単独で動くよりもはるかに大

きな社会的な影響力を及ぼすことができると考

えています。それから、やはりＮＰＯはそれぞ

れが努力なさっているので、いろんな資源をお

持ちです。人やもののネットワークなどさまざ

まな資源をお持ちですから、ＮＰＯがその資源

を持ち寄って協力しあうことによって、非常に

大きな力を生むということを確信し、これを立

ち上げるんだということを設立の趣意書の中に

書いてあります。詳しいことはこの後説明させ

ていただきます。2006年の 3月に立ち上げまし

て、先程言ったようにこれで 2年、まぁ 3年弱

ですね。やっぱり大きな変化があったと思いま

す。ごく最近でいいますと、先日の四日市市の

市長選挙の際の、立候補予定者との政策協定が

あります。伊勢新聞さんに大々的に書いていた
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だきまして、嬉しいような悔しいような悲しい

ようなところもありましたけども、私どもはみ

んなで話し合って、このような協定を結ぶこと

が、ＮＰＯにとって意義があるという結論に達

したわけです。四日市市の市長さんの候補者が

2 人あったんですが、結局一人の方とだけ協定

書を交わすことになってしまったものですから、

どうしようということになりました。対外的に

見てＮＰＯが特定の政治と結びついてるじゃな

いかと思われるんじゃないだろうかと。しかし、

協議の結果、やっぱりこれで行こうということ

になりましたから、おかげさまでＮＰＯの名前

だけは知れ渡りまして、町中に嫌われ者のＮＰ

Ｏであったり喜ばれもののＮＰＯであったりし

てきております。そういうことで、会員さんは

個人会員はなしです。賛助会員には個人会員も

ありますけど、基本的に団体会員で、今のとこ

ろ会員は 40ＮＰＯです。分野はさまざまです。

組織を動かしている運営委員は 7つのＮＰＯで

す。いろんな分野の方があり、このたび総務大

臣表彰を受けられる生活バス四日市さんのよう

に、全国発信できるような、力のあるＮＰＯが

集まっています。 

今申しましたように、ＮＰＯは個々の団体は

もちろんセクター全体として非常にたくさんの

課題を抱えています。個々のＮＰＯが抱えてい

る課題は、このセクター会議をつくるときにア

ンケート調査もしていまして、37ページの上の

（1）の表にありますようにさまざまな課題があ

ります。お金の問題、会員さんの問題、さまざ

まですね。これもみなさん困っているわけです。

それから、何といっても 10年経ちましたが、Ｎ

ＰＯのことは本当にまだまだ知られていません。

ある会に行きますと、「ＮＰＯ、ＮＰＯと言うけ

どＮＰＯってどこにいるんだ」という質問が

堂々とされています。本当に知られていないの

が現状ですから、ＮＰＯはまだまだ存在感を示

しえていないと思います。だからこれをどうす

るか。例えば行政との契約の中に人件費が入っ

ていないとか、ものすごく安い契約を結ばされ

ることがありますが、それもＮＰＯのことがよ

く知られていないからです。決して悪意ではな

くて、知られていないからそうなっているんだ

と思います。ですから、もっと知ってもらうよ

うなアピールをＮＰＯはしていかなきゃいけな

いと考えています。 

それにつけても、ＮＰＯはこれまであまりに

もバラバラで来たのではないでしょうか。これ

だけいろいろ課題を抱えて、行政に対しても不

満があり、社会でも知られておらず、金がない

とか、年中寄り集まってぶつぶつ言うんだけど、

じゃあみんなでそれをどう変えるんだという、

運動論がきわめて弱いと感じておりました。Ｎ

ＰＯが集まって悩みを語る、愚痴を言う、もし

くはよそのＮＰＯの悪口を言うということをい

くら繰り返してもＮＰＯは決して良くなりませ

ん。行政が何とかしてくださいねというだけで

はなく、問題を一番よくわかっている自分たち

自身が、対案をちゃんと持っていけるようなＮ

ＰＯでなければいけないと思います。 

それともう一つ大きな問題意識ですが、やは

りＮＰＯにはＮＰＯでなければできない機能が

あります。ＮＰＯは市民のところに足場があり

ますから、本当に市民に喜ばれるサービス、本

当にきめ細かい痒いところに手が届くようなサ

ービスができます。そのように市民と直接向き

合うことによって、さまざまな課題を拾ってき

て、それを今の社会のシステムであるとか、時

には法律の改正や制定のことですとか、そうい

うところを変えていくための橋渡し、その役割

が求められていると思うんですが、なかなかそ

れができていない。その理由としましては、例

えば県とか市とかさまざまな委託金、補助金な

どもらっていると、そのお金をもらっているが

ために言いたいことも言わないでおこうとスト

ッパーがかかります。この間の市長選挙のごた
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ごたの中で、うちの団体はこのセクター会議の

方針に大賛成だけど、行政からにらまれるから、

私のところは申しわけないけれども隠れ会員に

してくれと、こういう団体も出てきています。

できれば行政に対して変わったことはしないで

おこうと思うのは、お金をもらっている身とし

ては当然だとも思います。だからこそ、個々の

ＮＰＯが発言するのではなく、組合的に運動す

るほうがはるかにやりやすいというふうに考え

ました。それらを乗り越えて本当にＮＰＯの独

自性、自立性を維持しながらＮＰＯが活躍でき

るためには集団しかないと思っています。 

じゃあどういうふうにしてこの組織を作って

いったかということですが、これは細かな話に

なりますから、資料をご覧いただければ結構で

す。ＮＰＯ同士をまとめていくためには、既存

の運動、動きを踏まえていかなければなりませ

んから慎重にやる必要があります。いきなり立

ち上げようとしても難しいことですので、いろ

んな話し合いの場をもちながら、アンケートも

やりながらということをここでは書いてありま

す。 

では、実際今何をしているかということです。

まず、お互いの相互交流、相互扶助。現在 40Ｎ

ＰＯが会員となっていますが、例えばある団体

さんは資金獲得のために素麺の販売などもされ

ているのですが、みんなで情報共有をして、我々

が贈答をするときには、

その素麺を使おうでは

ないかと。そういうよ

うな相互扶助をやって

います。次に、お互い

に力量を向上するため

の研究をしています。

例えば会員に関する問

題、資金の問題など、さまざまな課題を各団体

に事例発表してもらい、みんなで 2時間ほど議

論して課題解決の道を探るというような連続講

座を、市民活動センターと共催で年間 8回程度

行っています。 

また、市民とＮＰＯをつなぐ事業もしていま

す。四日市には、市民大学という、市民が企画

をして 5回程度の講座を市民に提供するという

事業があるんですが、その中の人権コースを 2

年連続して実施しています。昨年度は子どもの

ＮＰＯ5 団体が集まって子どもの人権をやり、

今年は障害者の関係のＮＰＯ5 団体が集まって、

障害者の人権について講座を行いました。ＮＰ

Ｏがやるのですから、単なる講義ではなく現場

での体験が中心です。実際に知的障害者の方と

一緒に料理をしたり、スポーツをしたり、ＮＰ

Ｏでなければ提供できない講座を心がけていま

す。また、四日市では、各地区できめ細かな住

民の人権懇談会が行われており、子ども、障害

者、男女共同参画、人権全般など、懇談会のテ

ーマに応じた講師をセクター会議から派遣する

ということもしています。 

それから議会と行政との関係づくりです。セ

クター会議、市議会、行政が一緒になって、1

～2 ヶ月に一回程度、四日市市民協働研究会と

いう研究会を行い、協働のあり方について意見

交換などを行っています。 

この活動の中から、2006年の 9月には四日市

市長に対して市民協働を促進させるための条例

をつくれという提言をしました。この提言をき

っかけに、四日市市庁内で検討会が始まり、今

年度中には、議員提案で条例案が出されるとい

う予定になっています。もちろん政治は一寸先

は闇ですから、本当にそうなるかはわかりませ

んが、今のところそういう形で動いています。 

また、先程申しました市長立候補予定者と政

策協定について、騒がれる割には協定書本体は

見ていただいていないと思いますので、資料に

あげさせていただきました。要は、ＮＰＯだけ

のためではなく、市長直属の市民のための協働

委員会みたいなものを作ってほしいということ



＜第３分科会＞ 

 

  
- 75 - 

です。今まで会ったことがなかったＮＰＯの人

たちが、セクター会議ができたことによって頻

繁に顔をあわせ、親しくなることによって、い

ろんなことが進んできたなと思っています。 

 

[浦田] ありがとうございました。では続きま

して市民フォーラム２１・ＮＰＯセンターの藤

岡さん。本拠地は名古屋なんですが、東海地域

で活動されていて、三重県も活動のエリアとい

うことで昔からずっといっしょに活動してきて

いるというような感覚です。藤岡さん、よろし

くお願いします。 

 

 

フロントラインのＮＰＯ支援からサード

セクター全体まで 
[藤岡] みなさんこんにちは。よろしくお願い

します。いつもは私どもに事務局次長の松本と

いう者がおりまして、三重県の津出身ですので、

こちらの方の行事はよく松本がお伺いしている

と思います。今日はＮＰＯのこれからというこ

とで、どうしても地元ですと近視眼的になりが

ちであり、自分の気持ちがかなり入ります。そ

こで今日は私がお伺いしたということです。個

人的には私の夫は三重県の出身ですので、時々

三重弁が混ざるかもしれません。 

今日はＮＰＯをたくましくする中間支援とい

うテーマを頂きました。私から資料としては、

43 ページ、44 ページのレジュメ。それから封

筒の中に市民フォー

ラムが 2007年の秋に

10 周年を迎えました

ので、それを機に関西

国際交流協会という

ところのＮＰＯジャ

ーナルという雑誌に、

私が 10年を迎えての

思いを書いたもの。それからもう一つ、市民フ

ォーラムの代表理事後房雄がこの 12 月に生活

経済政策という雑誌にＮＰＯ法制定から 10 年

のその到達点と課題ということで、社会的存在

感のあるＮＰＯセクター確立への課題というこ

とで投稿しておりますので、そちらもぜひお読

みいただけたらと思います。もう一つは、市民

フォーラムがちょうど昨年の秋に 10 周年を迎

えまして、それを機に、中期戦略 2007 という

ものを作成しています。これは、これから少し

説明をさせていただきたいと思います。今日は

これだけ資料を用意させていただきました。 

それでまず、先程山岡さんがＮＰＯ法 10年と

いうことでいろいろな話をされましたが、いく

つかの成果はあると思っています。その成果と

課題を整理した上で、例えば私どものような中

間支援組織がこれまでどのような役割だったの

か。そして今後どんなことをしていかなければ

いけないのかということを考えていますので、

その話をしたいなと思っています。 

ＮＰＯ法施行 10年ということですが、全国で

3 万 6 千のＮＰＯ法人が誕生しました。同じく

１２月１日に公益法人制度改革関連 3法が施行

されました。それと同時にＮＰＯ法というのは

特別法で制定されていましたので、元の民法が

スコンとなくなってます。ＮＰＯ法も改正にな

ってます。公益法人は明治以来 110年で、だい

たい 3万弱です。それがＮＰＯ法人の場合は 10

年で 3万 6千という、数は非常に大きく増えま

した。 

それからもう一つは山岡さんも話をされてい

ましたが、行政の所轄庁があって、分野、縦割

りでいろんな活動をしていた非営利組織という

ものが、地域の課題で自ら自発的に活動を展開

するという分野横断的な一つのセクターが誕生

したのではないか、これはすごいことではない

のかなと思っています。 

さらに、ＮＰＯという言葉の普及ということ

です。さきほど松井さんはまだまだだとおっし
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ゃり、まだまだですが、それでもＮＰＯ法がで

きたときはＮＰＯという言葉を使ったら「何じ

ゃそれ」であったと思います。それが私もいろ

んなところで講座をしますが、ＮＰＯを知って

るよという方はけっこう増えてきているという

ことです。そういう言葉であるとか、日々の自

発的、自立的な活動というものがだんだん普及

していたということで、プロセスとして過程と

して普及しつつあるのではないかということで

す。 

ただもう一つがこれまでの公益法人などの伝

統的なＮＰＯ、かつて私たちは古いＮＰＯと言

ってましたら、公益法人とか社会福祉法人の人

に怒られましたので、伝統的というように言い

換えていますが、そういう伝統的なＮＰＯ、社

団・財団とか社会福祉法人、学校法人とか医療

法人とか、例えば労働者の協同組合であるとか

生活協同組合であるとか非営利組織はたくさん

あります。そういう広範な輪郭を捉えたセクタ

ーへの突破口ができたのではないかということ

です。山岡さんは市民セクターという言葉を使

っていましたし、先程松井さんはＮＰＯセクタ

ーという言葉を使ってみえました、うちは敢え

てサードセクターという言葉を使おうかなと思

っています。これは去年 9月イギリスに行った

ときに、サードセクターという言葉が使われて

いました。行政でもなく、企業でもなく、三番

目の新しいセクターということです。第三セク

ターという言葉を使いますと何か怪しげな組織

というような印象があって、サードセクターと

いう横文字を使うことでそれとは違うよという

ことを表現したいと思っています。 

政府行政、それから企業、そして新しく誕生

した３つめのセクターというものが認知されて

きたのと同時に連携ということが必要であろう

ということで、協働という言葉も使われてきた

のではないかなと思っています。こういった状

態の中で、ではＮＰＯはどうかといったら、数

は増えましたが、非常に財政規模というのはま

だまだ脆弱です。三重県のデータも事前に見せ

ていただきました。だいたい国の全国の調査と

ほぼ同じような数字であると思います。最近行

われた調査では、だいたい財政規模 3000 万円

以上は全国では 14.8％です。それで財政規模が

500 万円以下というのが半数を占めるというよ

うな数値も出ています。三重県の調査は 5000

万円以上で統計が取られていますので、少し区

切りは違うと思いますが、だいたい割合は同じ

くらいかなというような印象を持っています。 

もう一つは市民フォーラムが非常に強く捉え

てることですが、社会全体を見てほしいと思っ

ています。個々のＮＰＯ、それからこのサード

セクター全体を見ましょうということもありま

す。同時に社会全体ということを見れば、小泉

内閣以来、「官から民」へ、そして「中央から地

方へ」というような大きなうねりのある中で、

私たちはその中でどのように活動しているかと

いうことを捉えるべきではないのかなと思って

います。特に公共サービス問題というものを核

心に捉えて考えていきたと思っています。これ

までの中間支援組織というのは、市民フォーラ

ムも組織となって、ちょうど昨年 10年であり、

ＮＰＯ法施行になってから認証を受けています。

そのころはＮＰＯはまだそんなにできていませ

んでした。ＮＰＯができていないのに中間支援

組織を設立し、どういう支援ニーズがあるかわ

からないという状態でした、これまで公設民営

であるとか、民設民営とか公設公営とかいろん

な形で支援センターが設置されました。ＮＰＯ

の運営上の課題はお金がないということがいわ

れます。お金がないということで、多くの団体

に助成金を画一的に出さないといけないという

ことで小額の助成金が非常に多いのではないか

と思いますが、そういったような支援が多かっ

たのではないでしょうか。 

市民フォーラムも加入しているＮＰＯ、ＮＧ
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Ｏ税に関する改革の連絡会というものがござい

ます。これは今全国で 41の中間支援組織が加入

していまして、市民フォーラムは地域の幹事団

体ということで活動しています。こういった税

とか法制度に関する改善提案というものはなさ

れてきています。この間も、12月 1日が記念す

べき日ということで「祝ＮＰＯ法人 10年」とい

うようなイベントを開催しましたが、この「祝」

の後に、今後どうするかということを考えなけ

ればいけないということです。もちろん税の優

遇制度であるとか、そういうのも必要ですが、

これに傾斜していたのではないのかなというこ

とも思います。税のこと、法のことは連絡会が

ありますので、今後も提案していいくことにな

ると思います。12月に次年度の予算の審議がな

されますので、そういった方向性に向けまして、

例えば認定ＮＰＯ法人制度のことであるとか、

ＮＰＯ法自体の改正について連絡会から提案す

るということで、今文章を作ってみなさんのご

意見をいただくというような段階です。 

こういうような、これまでＮＰＯに対する支

援がなされてきましたが、ＮＰＯの課題という

ものをもう一度きちんと整理をしたいなという

ことを考えています。ＮＰＯの運営上の課題と

いうものを調査します。内閣府も行っています

が、やはり「お金がない」ということがトップ

にきます。だいたい 8割くらいが「お金がない」

ということを言われます。これは当たり前では

ないかと思っています。ＮＰＯというのは「お

金がない」わけです。行政ではないので強制的

に税金を集めてない、企業じゃないですから儲

かるところの事業をやってるわけじゃないです

から「お金がない」わけです。「お金がない」と

いうことを問題として捉えるべきかどうかであ

るということをまずは考えてます。ＮＰＯとい

うのは、やはり会費とか寄付とか助成金である

とか補助金であるとか、そして自主事業である

とか、もう一つ公的資金、そういったものの投

入とかをバランスよく、自分たちの目標を掲げ

てミッション達成のためにいかに工夫をしてい

くかということがＮＰＯの経営ではないかと思

います。その経営のために必要なノウハウであ

るとか、人材というものにもっと目を向けるべ

きじゃないのかなと思っています。お金が必要

じゃないということを言ってるわけではないで

す。今そこに傾斜しているような気がします。

お金がないということだけじゃないです。例え

ば愛知県ではモリコロ基金ということで 10 年

間で約 10億円、1年間で 1億円の基金が設置さ

れています。お隣の岐阜県も同じことをしてい

ます。例えば日本財団とかトヨタ財団とかいろ

いろなＮＰＯの助成財団もあります。助成金は

潤沢にあるというふうに私は思っています。何

が問題かと言いましたら、自分たちのミッショ

ン達成のために、そういった助成金であるとか

補助金であるとか委託であるとかを引き付ける

だけの活動とか事業とかが、戦略的に持たれて

いるかどうかということではないでしょうか。

そういったものを企画立案して実行する人材と

いうものを確保していく必要があるでしょうし、

そういった方たちを育成していくシステムが必

要ではないのかなと思っているところです。市

民フォーラムも今、有給職員が 12名おります。

毎年職員を公募しています。そして新卒を毎年

とるようにしています。これはかなりの覚悟で

す。私は事務局長ですので、執行責任者ですが、

新卒をとるということはその人の人生に責任を
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持つところもあるわけなので、非常に重いもの

を背負いながら活動を展開しているということ

です。実はその辺で余っている人たちでこのセ

クターを確立していくのではなくて、ここのセ

クターで活動をしていく、責任ある活動ができ

る人たちが必要であろうということを思ってい

るところです。 

市民フォーラムはイギリスへよく調査に行っ

ています。アメリカにＮＰＯの調査に行かれる

ところもありますが、市民フォーラムはだいた

い 2年から 3年に一回調査に行っています。私

も松井さんと、2003年に調査に一緒に行かせて

いただいてます。ちょうど去年に調査に行った

ときにイギリスはブレア政権、労働党が政権を

とった後に、ＮＰＯと政府とでコンパクトとい

いまして、公共サービスをＮＰＯが担うという

ことで、協定書、協約を結んでいます。その後

去年行ったときには、チェンジアップといいま

して、そこの担い手、フロントラインのＮＰＯ

を強くするための国家政策がとられているいま

した。それがフロントラインにお金を入れてい

ません。何かといいましたら中間支援組織に、

モリモリ公的資金を投入しています。要はフロ

ントラインのＮＰＯの人たちが力強く活動され

るためには、専門的知識をもった中間支援組織

が必要だろうということで、そこに公的資金が

投入されています。そこのところで 6つのこう

いったような高度なスキルが必要であろうとい

うことで、業務改善、組織の中のマネージメン

トであるとか、人材育成であるとか、情報関係

であるとか、ガバナンス、理事会と事務局との

関係であるとか、ボランティアの育成とかそう

いった問題であるとか、ＮＰＯの財務というの

はファンドレイジングですが、こういったもの

の専門的な中間支援組織をまず育成する必要が

あるだろうということです。昨年行ったときは、

そのような専門的な中間支援組織はできたばか

りでした。この秋にも行ってきましたが、それ

らに実態がありました。日本においては、県レ

ベル、市町村レベルでもそれぞれ支援センター

があります。そこに専門的なノウハウというも

のを提供しているということになります。市民

フォーラムとしましては、今後は自らを中間支

援組織とは言わないで、インフラ組織と名乗り

たいなと思っています。要はフロントラインの

ＮＰＯの人たちを力強くするための支援網を張

り巡らせるという、そういったような組織にな

りたいと思っています。それで昨年 10周年を迎

えたときに、3 つの大きな柱を立てています。

まずは公共サービス問題、これは公共サービス

というものは行政が提供するものではなくて、

実施の部分はほぼ民間が担ってもよいはずです。

そのうち、民間の非営利組織が担うべきところ、

担ったほうがいいところはたくさんあるにも関

わらず、その担い手が育っていないということ

が課題ではないのかなということを思っていま

す。そういうＮＰＯを支援するなり、そういっ

たようなＮＰＯとの関係がきちんと確立された

仕組みができてるような政府行政像を目指して

あり、もう一つはこのサードセクター全体とい

うものを構築していくのが重要ではないのかな

と考えています。この市民フォーラムは立ち上

げ期から、他の中間支援組織と大きく違ってい

まして、2 つの事業の柱を持っています。まず

は市民の力が生きるためには自治体が改革され

てなくてはいけないということです。それで、

そこのためのアプローチもしていますし、同時

にＮＰＯの支援もしているということです。 

最後にちょっとだけ時間をいただきたいと思

いますが、こういった中で今、県レベルで活動

をしています市民フォーラム、大阪ボランティ

ア協会、せんだいみやぎＮＰＯセンター、この

3 者でもっと強いサードセクターを作っていく

ためにはどうしたらいいかということで、サー

ドセクターの経営者組織というものを作ろうか

なと考えてます。これは何かといいますと、例
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えば私も 2005 年に事務局長に就任しました。

本当にびっくりしました。自転車操業でどうし

ようもない状態です。継続的に資金がはいるあ

てもなく、どのように人を雇用するのか、いろ

んなことを考えなければいけない。これまでの

自分の経験であるとか、自分のネットワークの

中で解決してきましたが、それをもっと横につ

なぐ必要があるのではないかということで。も

う一つは公共サービスというものをきちんと核

心で捉えるということです。一つずつのＮＰＯ、

そしてサードセクター全体が強くなるというよ

うな動きをしていきたいと思っています。そこ

で機能としては、「つなぐ」ということと、一つ

ずつの人材であるとか組織を「伸ばす」という

ことと、松井さんもおっしゃってました、「代表

する」、政府行政に関してきちんと政策提言がで

きるという、この 3つの機能を持ったサードセ

クターの経営者の連盟をこれから作っていこう

と思っています。松井さんが、今なされていた

四日市での取り組みは、非常に私も参考になり

まして、今その準備をしているところですので。

準備段階とかプロセスが非常に大事だと思いま

すので、ぜひみなさんも関心を持っていただい

て、今後ご意見をいただければと思っています。 

 

[浦田] ありがとうございました。3 つの事例

を報告していただきました。続きましてパネル

ディスカッションですが、最終的には課題や現

状、これからＮＰＯはどんな方向に向かうのか

が見えてくればいいと思います。それでは石阪

先生、進行をよろしくお願いします。 

 

 

■ パネルディスカッション 
[石阪] 今から 50分程度ディスカッションの時

間を設けたいと思いますが、それぞれそれこそ

ＮＰＯについて非常に知識のある方、ある意味

では我々からすればこの人に聞けば何でもお答

えいただけるような方、そういう方々を今日は

お招きしたということ

なのでいくつかお伺い

したいのですが、その前

にひとこと感想を申し

上げたいと思います。3

人のお話を伺うと、中間

支援組織はいろいろな

役割があるなというこ

とが改めて認識されました。 

まず米山さんのケースですが、これは完全に

市民コーディネーターの役割をしている。つま

り市民、ＮＰＯ・団体とそれから地元の商店街

を取り結ぶ役割。つまり地元の顔として人と人

とをつないでいくという役割を積極的に果たし

ておられる。今、松阪市は三重県の中でも中心

市街地は比較的活気があるほうだと思いますが、

米山さんの影響力が大きいなとあらためて思い

ました。 

また松井さんのケースは、さきほど「組合的

な運動」という話も出てきましたが、ＮＰＯ単

体では力がないので、それを束ねて一つの力と

することによって、時には市、時には政治的な

ものにまで介入して、ＮＰＯの地位や権限を増

していく必要があるということですね。まさに

「戦うＮＰＯ」という感じがしましたし、ＮＰ

Ｏを束ねる難しさもあるだろうなと・・・。ま

た後でお話を伺ってみたいと思います。 

それから藤岡さんのお話ですが、これはＮＰ

Ｏが「専門家集団」であるべきだということで

す。先ほど、スタッフに新卒を採用されている

ということですが、例えば私は今、三重大学の

キャリア支援センターで学生たちの就職活動支

援をしているのですが、景気がよくなると、学

生のＮＰＯへの就職はほとんどなくなります。

民間企業、とくに大手へ流れていくわけです。

ＮＰＯへの就職は 5年くらい前が一番多かった

でしょうか。なぜかというと、不況だったから
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です。当時は、民間に就職できない学生がＮＰ

Ｏに行く、社会になかなか適応できない若者が

ＮＰＯに行くというようなケースもありました。

ところが、藤岡さんの話では、それではいけな

いだろうということですね。ＮＰＯを「専門家

集団」としてきちんと運営していくためには、

そういった人材確保や育成、これも大きな役割

だということです。ただ、他にも課題も多い。

先程のお話にもありましたように、まずお金、

資金の問題ですね。それに、ＮＰＯのコーディ

ネートも意外に難しいですね。いろいろな立場

の人、また専門家から素人まで多様な人がいる

中で、それらをどう束ねていくのか。この点も、

課題だろうと思います。 

そこで、ここでは 3つのテーマを立てて、こ

れらの問題について議論していきたいと思いま

す。まず一つは、みなさんが活動されている地

域の実態、現状について伺いたいと思います。

もちろん元気なところもあると思うのですが、

反対に、消耗しきってどうしようもないという

ところもあると思いますので、その事例をお話

ください。 

それから二点目については、これは行政との

関係です。さきほどから協働という言葉がいわ

れている中で、その実態はどうなっているかと

いうことです。場合によっては、「下請け」のよ

うな関係になっていて、たとえば、民間企業だ

とお金がかかるので安くあがるＮＰＯに委託す

るなどといった「指定管理」も実際にしている

ところもあるわけです。そういう中で、行政と

ＮＰＯとの対等な協働、これは可能なのかどう

か。行政との協働のあり方について、みなさん

からお話を伺ってみたいと思います。 

それから三点目については、中間支援組織そ

のものの問題です。3人のお話を伺っていると、

中間支援組織の役割にはいろいろなものがある

ようです。おそらくこの会場には、実際に中間

支援組織に関わっている方がいらっしゃると思

いますが、「うちはここまではちょっと無理」だ

とか、「こういうことだったらできるかもしれな

い」とか、おそらく地域や組織形態によって、

バリエーションがあろうかと思います。中間支

援組織にとって何が必要なのか、どういうこと

から始めていけばいいのか、そのような点につ

いて伺ってみたいと思います。 

 
 
ＮＰＯの現状・実態 

[石阪] それではまず一つ目のＮＰＯの現状、

実態について伺ってみます。米山さんいかがで

しょう。 

 
[米山] 先程もお伝えしましたが、先進的に頑

張っているところと、よくわからないままやっ

ているというところとの差が広がっているよう

な気がするんです。そういう意味ではＮＰＯを

一括りにしにくいですね。その中で思うことは、

新しい方がいい形で参入しているのだろうかと

いうのは思います。例えば今日このように 10

周年というときに、同窓会的な魅力があること

は素晴らしいことと思うのですが、メンバーが

あまり変わってないなというのがあれば、新し

い方が加わってきて、広がって出てきているの

だろうかという不安も少々ありますね。そうい

う意味で、一般企業のサラリーマンのような方

がＮＰＯに参加する度合いが増えてきているの

かというのも、一つ何かを計る尺度としていい

のかなと考えています。その中ではまだまだ伝

わっていない魅力もあるかもしれませんね。い

まだに「ＮＰＯって？」というような知らない

方もいらっしゃいます。その方々にもちゃんと

改めてＮＰＯというものをお伝えして、それで

自分にとって必要？、もしくは社会にとって必

要？というものを改めて問いかけるようなこと

も大事なのかなと思っています。そういう新し

い広がりというものも期待しながらやっていま
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す。内容に受け取りにくい、伝わりにくい、そ

ういうところにも問題があるような気がしてい

ます。 

 

[石阪] 実際に新しい方というのは入ってくる

のですか。それとも常連さんばかりでやってい

るのでしょうか。 

 

[米山] 古くからやってらっしゃる方が元気な

印象があります。新しい方も当然いらっしゃい

ますが、10 年前の方々と同じ勢いかというと、

なんとも答えにくいところです。我々も広報等

を努めていかないといけないなと思います。 

 

[石阪] つまり当初から活動されていた方々が

先導して活動されているけれども、裾野がなか

なか広がっていない。先に走り出したところは、

今でも一生懸命走っているというイメージです

ね。 

 

[米山] そうですね。先を走っている方が後か

ら入ってきた方をサポートのできるような仕組

みの充実も必要かなと。次の世代を育てること

になればいいなと思っていますが 

 

[石阪] 松井さんはいかがでしょうか？ 

 

[松井] きょうは、四日市市市民活動センター

（なやプラザ）のスタッフの方にも来ていただ

いてるんですが、四日市では「なやプラザ」の

事業として、「市民団体情報」という市民活動団

体のダイレクトリ、ちょっと厚めのを毎年作っ

ていますが、年々団体数が増えていますよね。

今年の「情報」で把握している団体は現在 200

弱です。毎年、前年度掲載されている団体全て

に調査票を送って、修正の有無をお聞きしつつ、

新しい団体はさまざまなルートから拾える限り

拾っていくというような方法で調査していただ

いています。毎年この「情報」を作るにあたっ

て思うことは、ＮＰＯ法人の中に実態がないも

のがかなり目立つということです。むしろ法人

格をとらないでやっているところのほうが、小

さいながらもそれなりの存在感がある。法人格

をとる趣旨というか目的が、例えば助成金をと

るためであるとか、そういうのも多分にあるの

ではないかと想像します。つまり、そこがうま

くいかなければ活動を停止してしまうのではな

いかというようなことが考えられますが、この

分析はまだできていません。ただ、大きな団体

であればいいのではなく、多様な市民が自分た

ちの条件の中で何かやる、例えば小さいお子さ

んを抱えているお母さん方のグループであれば、

そのできる範囲の中でちょっとずつできること

をやるというのが当然いいわけですから、大き

いのや小さいのや多様性があるＮＰＯが活動し

ている市民セクターが望ましく、そのような状

態が四日市の場合はあると思います。 

 

[石阪] むしろ今の話ですと、法人格をもった、

比較的よそから見ると大きいとされているよう

なところのほうが、実際活動を・・・。 

 

[松井] それはちょっと違いまして、ＮＰＯ法

人格をとったところがしっかりしているとはい

えないと、こういうことが言いたいんです。 

要するに何がしたいのかということが明確に

なっているかどうか。小さくても大きくてもい
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いと思うんですよね。小さいなら小さいなりの

やり方があると思います。各団体が現在の条件

を大事にしていけばいい話。目いっぱい活動を

広げていこうというのであれば、どんどん発展

していけばいい話です。ＮＰＯはさまざまな多

様性があるがために、ＮＰＯの間でもあそこは

小さいからダメだとか、そういうふうになりが

ちなところが問題ではないかと。ＮＰＯの多様

性を尊重することが大事だと私は思います。 

 

[石阪] 藤岡さんはいかがでしょうか。 

 

[藤岡] 今松井さんがおっしゃってたように、

このＮＰＯセクター、市民セクター、サードセ

クターの中でＮＰＯというのはもっと広くまず

捉えるべきであり、それはＮＰＯ法人の認証を

受けているところでも財政規模が 3000 万以上

のところもあれば、20万くらいのところもある。

有給職員がいらっしゃるところもあれば、全員

ボランティアで活動されているところもある。

さっき山岡さんが地縁組織を別にしていました

が、私は地域の女性の会であるとか、子ども会

であるとか、ある小学校区単位の子供たちの安

全を守りたいという会もあります。市全体では

なくて、自分の住んでる地区のこういう課題に

対して何か活動したいというのがあります。盆

踊り同好会なんかもよくありますよね。ＮＰＯ

というのはもっと広く捉えて、それで今までや

らされ感があったものが自分の意志で活動する

というふうに変えていったら、もっとこのセク

ターが元気になるのではないでしょうか。この

ＮＰＯの現状というのは、多くの団体が重層的

に活動していますので、それぞれ課題が違うわ

けなので、一緒に語ることはちょっとできない

と思っています。まずは 3000 万以上で有給職

員を置けるような団体さんが少ないというのは

一つ捉えています。それからシャドウワークと

いってボランティアさんが非常に活動されて、

私の知ってる団体さんでも環境の活動をしてい

る団体さんで、ほとんどみんなボランティアで

活動していますので、それを人件費に換算した

ら、3000万以上になると思われますが、必要経

費は 40万ぐらいだそうです。それでそれぞれの

ところでどういう支援が必要かということを整

理すべきじゃないのかなと思っています。 

 

[石阪] やはり大きいところと小さいところで

は当然課題や抱えている問題に大きな違いがあ

ると思うのですが、それぞれどうでしょう。お

金の問題というのはどこにでもあると思うので

すが、それに加えてどのような課題を抱えてら

っしゃるんですか。 

 

[藤岡] 私はやっぱり、まず有給職員をおきた

いなと思ってらっしゃる団体さんはけっこうあ

ると思います。事務所を持ちたい、有給職員を

おきたいと思ってらっしゃる団体さん。ここの

課題は、やはりＮＰＯは会費寄付で成り立つも

のという幻像ではなくて、どのような機軸事業

をもつかどうか。それが資源をひきつけられる

かどうかということの整理が大事だと思ってい

ます。そこのところでどういう工夫をしたら、

お金をひきつけることができるか、人を寄せる

ことができるか。それは組織の代表者の方とか

職員の人とかネットワークとが全部ばらばらで

すので個々で考えるべきことであり、そこのと

ころで専門性をもってコンサルティングできる

ような、そういう専門的な中間支援組織が不足

しているのではないかなと思っています。地域

に張り付いた形で活動される人たちというのは、

求めているのは実はお金ではなくて、人のつな

がりであるとか、どういうふうにみんなが参加

してくれるのかというような知恵とか工夫を教

えてくださいとか、そういったところだと思っ

ています。そこをなるべく自立的な活動に促す

ことで、かなり活動の実態というものが確かな
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ものになるのではないかと思っています。そこ

に小さな助成金を出しすぎだと思っています。

例えば 10万か 20万だったら地区の人たちに協

賛金で呼びかけたほうが、よっぽど地区の人た

ちのその後の協力が得られるかもしれないのに、

とりあえず 10万もらってそれで始め、自己満足

で終わってしまうということがあります。地区

でどれだけ声をかけるかというような、そうい

う自分たちが発信するようなサポートをしてあ

げるといいんじゃないかと思います。 

 

 

行政との関係 
[石阪] 助成金の出し方にしても、今はたとえ

ば行政であれば一律にばら撒いたりして、とに

かく全部に広くというようなイメージが強いの

ですが、先程のイギリスのケースだと中間支援

のところにドーンとお金をまとめて出す。行政

側からすると今までのような資金の出し方で本

当にいいのかという問題も出てくると思います

ね。 

さて、次に伺ってみたいのは行政との関係で

すが、今、指定管理の問題を含めて、かなり下

請化されていたり、場合によっては行政に利用

されているのではないかという問題もあろうか

と思います。先程の補助金にしても均等にばら

撒くということですと、中間支援組織っていっ

たい何をするのかという問題も出てくるでしょ

う。行政とＮＰＯの関係、関わり方についてみ

なさんに伺ってみたいと思います。米山さんの

ところも指定管理を受けるようなこともやって

らっしゃいますが、実際はどうでしょう。 

 

[米山] はい。指定管理者として市民活動セン

ターの管理運営をさせてもらっていますが、下

請化していないか、ですか？ うーん…。 

 

[石阪] ご自身のところでなくても構いません

ので、今のＮＰＯと行政との協働の問題につい

ては。 

 

[米山] 指定管理を受ける際に協定書を組むわ

けなんですが、その協定を組むときには所轄の

担当課の方と我々指定管理を受託したものが共

に作るわけなんですが、この協定を作るときに

ちゃんと話をしないといい方向には向かわない

というのを先に指定管理を受けてらっしゃる先

輩から教わってそのようにしています。その中

で松阪市としての方向性は盛り込まれますので、

いい意味での関わり方があればいいのかと思い

ます。言われたままに動くというつもりではな

いですね。市民の方、行政の方、双方の話を受

け止めつつ、関係性を大事にすることが大事と

思います。市民の言葉も行政の言葉もそれぞれ

がそれぞれに伝わりにくかったりします。それ

をまろやかにしていく作業は大事じゃないのか

なと思っています。 

 

[石阪] 昔ですと、行政がけっこう丸抱えで税

金の中ですべてやっていたという面があります

けれど、最近は、よそに出そうという流れがあ

ります。その受け手となるのがＮＰＯであった

り市民団体であったりするケースが各地域で増

えています。こういった今の流れというのはむ

しろ時代の流れとしてはいいだろうということ

なのでしょうか。 
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[米山] そうですね。指定管理者は何年後かに

また改めて公募が行われ採択の話が出てきます

ので、ニーズに合っていない仕事をしていれば、

行政にも市民にも認められませんから。松阪市

は比較的自由度をもって実施させてくれます。

大変ですがやりがいもあります。 

 

[石阪] 松井さんはいかがでしょう。 

 

[松井] 行政の方は主観的にはＮＰＯを下請に

しようと考えてはいないと思うんですが、客観

的にはそうなっていると思います。今年度、セ

クター会議がいよいよ表舞台にたちまして、四

日市市制 111周年を記念する市民活動フォーラ

ム実施を受託したんですが、その金額は一桁違

うのではないかという数字でした。そこである

声の大きいＮＰＯの方が怒鳴られまして、そこ

で 30万円ほど上乗せされましたが。行政の方は、

ＮＰＯを安く使ってやろうという気持ちがある

というより、ＮＰＯのことがわかってないんだ

と思います。だからなぜＮＰＯと協働なのか、

ＮＰＯと協働するとどんないいことがあるのか、

ＮＰＯの現状はどうなのか、そんなことをもっ

と知ってもらいたいと非常に思います。ＮＰＯ

に仕事を頼むのに旅費もない、人件費もタダ。

企業相手では考えられないような事例がこれが

ごろごろしています。何とかしなければなりま

せん。 

 

[石阪] 行政は知らないでしょ。ＮＰＯの人件

費、ボランティアだと思ってるわけですよね。

だからお金は出ないという。 

 

[松井] ごく最近も、ある研修をするのに「タ

ダでお願いします」と言われました。 

 

[石阪] そうなんですか。そういうことはＮＰ

Ｏの世界では別に珍しいことではないですか。

人件費がタダっていうのはよくある。 

 

[松井] それでもＮＰＯは「想い」で動いてい

るから、ついサービスでやってしまいます。民

間のシンクタンクだったら、300万 400万の事

業を 20～30 万で請けているＮＰＯもあります

ね。 

 

[石阪] 今のお話だと、行政がもっとＮＰＯの

実態を知ってほしい。それでＮＰＯに出すにし

ても、きちんとなぜＮＰＯに出すのか、どうい

う目的で出すのかということをきっちりとして

ほしいというようなことは、松井さんもやはり

思われますか。 

 

[松井] 当然そうですね。だからさっき中間支

援組織を支援するイギリスのチェンジアップの

話も出てましたが、チェンジアップだけではな

く、それ以前に個々のフロントラインのＮＰＯ

に対するお金もどっさり出ているわけです。そ

れで次のステップとして中間支援に出すという

形になってきているわけです。なぜイギリス政

府がそのような姿勢なのかというと、やはりＮ

ＰＯが大事だから、住民主体の地域づくりの担

い手だから、社会を変えていくから。そういう

ＮＰＯの役割をしっかり認めてくれているんで

すね。この基本認識が不十分なまま、口先だけ

で協働って言ってるんじゃないかな。 

 

[石阪] 藤岡さんはいかがでしょうか。 

 

[藤岡] 行政との関係に関しては、まずは政府

行政というのはさきほども自治体改革がなされ

ているというのが大前提だという話をしたと思

います。これまでのように事業を大過なくやっ

ていくということではＮＰＯとの関係はなかな

か、お互いの良さを発揮するという関係にはな

らないと思います。行政もちゃんと成果目標が
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あって、それに対していろんな工夫ができるよ

うな行政経営、ＰＤＣＡ（Ｐlan Ｄo Ｃheck Ａ

ction）のマネジメントサイクルが確立されてる

ということが大事です。ＮＰＯは行政の方との

関係についての課題は、行政の仕組みを知らな

いということはかなり大きな課題だと思ってい

ます。実は私はうっかり地方議員に就任したこ

とがあります。保守系の町議会議員です。どう

いうふうにして予算が組まれて、どういうふう

に執行されてどうなっていくかというのがよく

わかりました。予算編成のことであるとか、そ

ういうことがあまりに知らなくて、もう決まっ

てることに文句を言ったりします。まず相手を

知ることが大事だろうと思っています。それで

今度は行政とＮＰＯとの関係を考えた上では、

先程松井さんが言われましたが、例えば愛知県

ではイギリスのコンパクトに倣って、ルールブ

ックというものを作っています。これは行政と

ＮＰＯとが共に協働でまちをつくっていく上で

の仕組みに関してルールを作っているというこ

とがあります。これが愛知県で作ってもぜんぜ

ん全国で話題になっていかない。ましてや内閣

府が動かないというのが私はちょっと疑問に思

っているところです。ここのところの重要性は

捉えていないということです。それからもう一

つはフルコストの問題です。ＮＰＯの場合は例

えばボランティアさんというのは、そこのＮＰ

Ｏのためにボランティア活動をするわけで、行

政サービスを実施するためにボランティア活動

をするわけではないですので、それは行政から

民間にアウトソーシングするときは、フルコス

トというものをきちんと捉えた上で委託にだし

たりとか、もしくは補助金であれば何分の一か

は補助するであるとか、そういうような仕組み

というものをきちんと作っていく必要があるの

ではないのかと思っています。行政との関係と

いうことですが、私は例えば議会と関係も考え

たほうがいいんじゃないかと思っています。私

は今総選挙を前にこのときがチャンスと思って

ます。民主党が子育て手当て 26000円、義務教

育完了までばら撒くと言ってますので、これは

パチンコに使われるかもしれません。子育て支

援に使ってほしいと思っています。子育て支援

に使ってもらうと子育て系の団体さんの基盤整

備につながります、これは全政党に提案しよう

と思っています。松井さんが実行されたことと

同じようなことですので、どこかしか乗ってこ

なかったら、私も松井さんと同じような目にあ

うかなという懸念もありますが、まずはそうい

ったような動きもすべきじゃないのかと思って

います。日本の場合、特に地方の場合は首長と

議会がいて、ここでチェックアンドバランスの

関係にて、そこに市民がそれぞれどう関わるか

という関係の中であります。そこはいつも捉え

ていくべきであり、私たちＮＰＯというのは市

民の代表でもはありません。自分たちがいいこ

とをやりたいと言って活動をしているわけです

ので、自分たちのポジションをきちんと把握し

た上で活動すべきじゃないのかと思っています。 

 

[石阪] 私も、ＮＰＯと政治との関係について

は、実は、大きな問題だと思っていいます。た

とえば議会や政策提言の話も出ていましたが、

ＮＰＯ、とくに中間支援組織は、そこまでいか

なきゃいけないのかという議論になってくると

思うんですね。つまり自分たちの思いや政策を

首長や議会に広めていくというか、プッシュし

ていくような、そこまで組み込むべきだという

ことなのか。積極的に「組合運動」を続けても、

世の中は動かない。だから為政者に対してアプ

ローチしていく、というのは自然な流れなので

しょうか。 

 

[松井] 自然の流れというか、ＮＰＯの存在価

値というのはいったい何なのかということだと

思います。私は、やっぱりいわゆるＮＰＯのア
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ドボカシー機能を重視したい。公共サービスの

提供とアドボカシーがＮＰＯの二大特性ですが、

公共サービスの提供は、ある意味では企業でも

できるし、もちろん行政は当然できるわけです

が、アドボカシーというのはＮＰＯしかできな

いと思っています。それは市民、市民といった

っていろいろいるわけですから、一つの声じゃ

なくいろんな市民の声を聞いてきて、それを行

政に届ける。例えば障害のある方たちがたくさ

んＮＰＯをつくっていますが、それは今の行政

のサービスでは足りないから、とりあえず目の

前にある課題をほっとけないという人たちが仲

間を集めてやっていくわけです。ＮＰＯは行政

の隙間を補てんするサービスをしてそれで終わ

りかというと私はそうではないと思いますＮＰ

Ｏがとりあえずサービスを提供できた狭い範囲

の人たちだけじゃなくて、サービスが受けられ

ていない他の人々も含めた全体に広げていかな

ければ意味がないと思います。ですから、現在

不足しているサービスを充実させるに政策を形

にしていく役割は重要です。選挙のときであれ

ば、その機能を果たす上で効果的です。ＮＰＯ

と政治というのは、もともとＮＰＯ法がつくら

れるときにちゃんと議論が行われていて、ＮＰ

Ｏがアドボカシー活動をするということは、そ

れは政治に結びつくことであり、それは認めら

れるということは明確にされています。 

 

[石阪] 今までどちらかというと日本は消極的

だったということですね。 

 

[松井] 日本はアメリカなどと比べても、ＮＰ

Ｏに限らず市民全般が、政治に対して消極的に

ならざるをえない状況があるわけですね。今回

みたいに選挙に近づいていくと、ちょっと何か

してもあーだこーだいう土壌がある。ところが、

その一方で新聞記事を見ますと、市長当選のと

きに連合自治会推薦と書いてあります。自治会

は特定の候補者の応援が公然と認められている

わけですが、自治会のように地域住民が満遍な

く組織されていると、政治的には当然多様な意

見があるわけですから、これはおかしいといえ

ばおかしい。むしろＮＰＯというのは、明確な

主張を持った集団ですから、本当なら自治会よ

り政治的といえると思います。ＮＰＯのメンバ

ー間でも思想の自由があるので、特定の候補者

の推薦などはやめておいたほうがいいと思いま

すが、アドボカシーの推進のための広い意味の

政治活動はやっていくべきだと思います。 

 

 

これからの中間支援組織のあり方 

[石阪] 米山さん、中間支援組織の今後につい

て伺ってみたいのですが。課題や今後の展望を

あげていただけますか。 

 

[米山] そうですね、よく中間支援組織がない

ようになるのがいいという話を聞きます。サポ

ートやコーディネートをしなくともそれぞれが

自発的に何かを始めて、それを見届ける人がい

てというような、そういうふうになれば、素晴

らしいことかなと思います。究極は、という話

ですけれど…。 

 

[石阪] 松井さん、いかがでしょう。これから

の中間支援組織のあり方ですが。 
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[松井] 私はやはり継続的な中間支援は必要だ

と思います。なぜならば、一つひとつのＮＰＯ

の力は小さい。行政の方も、いろんなことを個々

のＮＰＯが要求してきても、なぜ特定の団体の

言うことを聞かなきゃいけないのかということ

になってしまうので、ＮＰＯが横に連携してよ

く練れた提案を持ってきてくれたほうがありが

たいのではないかと思います。また、まだまだ

ＮＰＯの力が十分ではないですから、スキルア

ップするためのトレーニングなど、中間支援組

織がしっかり提供することは必要です。そのた

めに、イギリスのチェンジアップのような、中

間支援組織を強化する制度もつくり、中間支援

組織が活発化することによって間接的に多くの

ＮＰＯを活性化していくというスタイルが一番

効果的ではないかなと思います。 

 

[石阪] ちなみに中間支援組織同士の連携はい

かがでしょう。今は、たとえば四日市であった

り松阪であったり、いろんなところでやってい

ますが、これは日常的にも行われているのでし

ょうか。地域を越えた連携の取り組みはどうな

のでしょう。 

 

[松井] 市民活動センターの連絡会議は県が行

われていますね。中間支援の定義もはっきりし

ていない中で、オフィシャルな中間支援組織の

連携は聞いていません。 

 

[石阪] 今のところそれぞれの地域がやはり中

間支援組織をつくって、それらがノウハウを共

有して・・ということですね。 

 

[松井] そうですね、私がこのセクター会議を

つくった背景には実はモデルがあります。イギ

リスの県レベルで、いろんな分野のＮＰＯの集

合体として、それを分野ごとの中間支援団体が

取りまとめる形で作られています。四日市の場

合は市のレベルですから、分野ごとの中間支援

団体の集まりとは違って、個々のＮＰＯの集ま

りにしています。いろんな分野の中間支援組織

が確立されていれば、それのネットワークを作

っていくというのは非常に意味があると思って

います。 

 

[石阪] 藤岡さんはいかがでしょう。 

 

[藤岡] 中間支援組織ですが、たぶんＮＰＯな

り、このＮＰＯセクター、サードセクターの成

長プロセスによってどういう支援が必要かとい

うことでどのような支援が必要なのか変わって

くるはずです。それはその都度現状の課題を分

析した上で、どんな支援をしていくかというの

は考えるべきだと思います。例えばこの 10年間

はＮＰＯという言葉を普及啓発するためにイベ

ントであるとか、講座であるとかが多く開催さ

れてきてると思ってます。これからの 10年とい

うのは、先程も私が話したと思いますが、一つ

ずつ財政規模の大きい小さいではなくて、きち

んと自律をするということが重要であるという

ことと、もう一つは有給職員の置けるような

3000 万以上のＮＰＯが圧倒的に少ないわけで

す、イギリスでは、ある児童虐待のＮＰＯは 300

億の財政規模でした。チャイルドライン、ヘル

プラインなど赤字のそういった活動を全部吸収

合併し、シェルター機能をもち 300億の財政規

模で 2000 人の有給スタッフがいて、そのうち

400 人のファンドレイザーがいます。有給スタ

ッフがお金を集め、財政規模の８割を会費とか

寄付で集めているわけです。そういったことが

外国ではちゃんとなされているということです。

今後は有給職員がおけるように重点的に支援を

したいと考えています。それは、それぞれの中

間支援組織の方たちの自分たちの立ち位置があ

ると思いますので、支援も重層的になるべきだ

と思います。中間支援組織も、もっと重層的に
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フロントラインの団体さんを応援することが必

要ではないかと思っています。 

 

[石阪] 昔ＮＰＯをやっている方に、行政から

の補助金だけではとてもうちはやっていけない。

企業からの寄付や委託金がなければやっていけ

ない、という話を伺ったことがあるんですが、

中間支援組織のみなさんは企業側へのアプロー

チというのはされているのでしょうか。 

 

[藤岡] 例えば企業とのパートナーシップを重

点的に活動してみえる中間支援組織もあります。

市民フォーラムの場合はまず行政との関係をき

ちんと整理すべきではないかと考えそこを重点

的に活動しています。ただし、企業の方ともよ

く話をしますが、ＮＰＯの人が来ると嫌だとい

われる人もいます。なぜかといいますと、すぐ

にいいことをしているからと言ってお金をねだ

るということです。いいことをしているから出

して当たり前みたいに言われるわけです。それ

でこの間も、明らかにお金を出してくださると

いうかたをＮＰＯに紹介した、くれぐれもお金

頂戴とは言ってはダメと言っておきました。社

会をこう変えたいと、だからこの活動をするか

らこういう資金が必要だという話し方をしてほ

しいと伝えておきましたが、お金を出してくれ

る人を目の前におくとお金を頂戴と、これが足

りないからお金頂戴と言ってるんです。企業だ

ってきちんと営利の中で非常に苦労して収益を

出しているものを社会貢献で使うのであれば、

どう活かすかということをキチンと伝えるべき

であり、その説明が明確にできない私はＮＰＯ

の弱さというものが問題じゃないかと思います。

そこに何も努力していないのにお金が集まって

きたら、素人軍団ですので、外郭団体と比較し

てもそこの組織というものが将来、どのような

成果を出すのかなとちょっと疑問に思うときが

あります。本当に地域でボランティアで活動し

ているとこはまた別と考えてください。 

 

[石阪] 四日市には企業がたくさんあると思う

のですが、その辺りのアプローチというのは今

後中間支援としてもかなり重要な位置づけにな

ると思いますが。 

 

[松井] そうですね。四日市のロータリークラ

ブで企業の社長さんたちにＮＰＯの話をしたこ

とがありますが、「我々はＮＰＯを本当に知らな

い」と言われます。まだそのレベルですね。だ

からもっと知りたいと。だから今日も第二分科

会で三重銀総研さんが発表されていますが、三

重銀行では、毎年ＮＰＯに寄付金を出し、寄付

金を出したＮＰＯを年に一回呼んで、頭取以下

トップクラスの幹部の方とＮＰＯの意見交換が

もたれます。私は毎年同席させていただいてい

ますが、こうところで生の話を聴くというのは、

企業さんのＮＰＯ理解にはきわめて有効です。

その中から、企業ができる具体的な貢献方法の

提案がＮＰＯから出され、それを銀行が実践す

るという取り組みも生まれています企業は

NPOに何をしたらいいのかわからない、そのア

イデアをくれという感じです。だからこのよう

な話し合いの場が求められていると感じます。 

 

[石阪] 米山さん、いかがでしょうか。 

 

[米山] 企業の方からの言葉で印象にある言葉

がありまして、出すお金がないわけではないん

だと。ただ、特定の団体に出すとやはり他から

もうちもくれと言われる。そのときに一つの団

体をサポートするがゆえに、他を断ると印象が

悪くなると。それはなかなか具合の悪い話だな

と思いました。ＮＰＯにうまくアピールする力

も必要ですね。お金をくれと言わず、こういう

夢があるという話をしないといけないというの

をファンドレイジングの専門の方とお話をして
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いました。持っている箱がお恵みくださいの箱

ではなくて夢を叶える賽銭箱のようにならない

といけないのかなというのはいつも思ってまし

て、ここへお金を入れると何か世の中が良くな

るというふうな印象が、ちゃんと伝わるような、

そういう広報力を備えてもらうことも伝えてい

こうかなと思っています。 

 

 

質疑 
[石阪] まだ少し時間がありますので、せっか

くですからフロアのみなさんからの質問を受け

たいと思います。数は限られますが何かあれば

お願いします。今日のパネリストのみなさんに

対してご意見、ご質問をお願いしたい。いかが

でしょうか。 

 

[参加者 A] 政策提言のチャンネルの話で、直

接議会に働きかけること以外にまちづくり提言

市民会議みたいなものがありましたよね。市民

フォーラムさんも東海市でやられたように総合

計画とか、

マスタープ

ランのとこ

ろに関わっ

ていくとい

うふうなア

プローチも

あると思うんですが、その辺のところの現状を

教えてください。 

 

[藤岡] 東海市、一宮市、愛西町、春日井市、

岐阜県の池田町というところでいろいろ取り組

んでます。市民の人たちが提言をするという仕

組みを作ってます。それまで、市民の人たちは

いろんな思いがある中で、これがいいと思って

提案されますが、それをきちんと多くの人たち

にわかりやすく伝えることが大事ということで

す。市民フォーラムの中期戦略にロジックモデ

ルがあります。目標達成のために、この事業を

やると、こうなってこうなるからこんなにいい

ですよということを同じ道具を使って提案する

という仕組みをつくり、実践しています。大事

なことは、まずは自治体が目標設定がされてい

ることが非常に大事です。自治体としての目標

設定がされているということ。それからその目

標に対して、成果指標というものを設定します、

東海市の場合でしたら、もう 6年も経っていま

すので、指標の趨勢により改善しているもの悪

化しているものがわかります。すると行政の方

たちは悪化していたら何とかしないといけない

わけです。今までと同じことをしたらいけない、

いいアイデアがなかなか浮かばない。そのとき

にＮＰＯ側からこれがいいということを提案し

てもらう。だからそのＮＰＯの人は、どっかの

立派な人が提案したからいいということではな

くて、よいものを採用するというルールにしま

す。できるだけよいものを採用するというルー

ルが作ってあります。できるだけよいものを提

案しましょうということで、市民同士、ＮＰＯ

同士の議論が非常に活性化します。もう一つは、

我孫子市とか佐賀県の例です。提案型事業です

が、これはＮＰＯ向けではなくて、民間に対し

てすべてです、すべての事業をＮＰＯとか民間

から提案をしてもらって、なおかつ実施のとこ

ろを担ってもらおうというのが、動きとしては

全国で始まっています。それがいろんなところ

でうねりを起こしていただきたいところです。 

 

[松井] 総合計画に限らず、いろんなことにつ

いて市民の意見が反映されるチャンネルは、今

でもなくはないですが、それでは足りないと思

います。行政各課の個別の参加はできますが、

おおもとの縦割りを超えたところへの参画の仕

組み、しかも一過性ではなく恒常的に参画でき

る仕組みがいる。これが我々セクター会議でこ
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の 2年半ずっと話してきた、まさに結論です。

ですから、これは絶対に今回の市長選挙のとき

に押し込みたい、他の要望があってもすべては

これが基礎だからと。仕組みとして市長直属の、

継続的な市民協働組織がほしいということを、

立候補予定者にお願いしました。それで今回た

またまサインしていただいた方が当選されまし

たものですから、新聞もこれを書きたてました。

しかし、これはＮＰＯの要求をごり押しをして

いくわけではありません。節度ある関係を作り

ながら形になっていくような運動というか、外

からの見守りといいますか、それがＮＰＯの役

割かなと感じています。 

 

[米山] 我々は、それについてはこれからの検

討事項ですね。まずは足場をしっかり作らない

と世間ずれしてもいけないなと思います。 

 

[石阪] よろしいですか。時間オーバーしまし

たので、あと一人だけです。 

 

[参加者 B] 2 点ほど質問をさせてください。

１点目は、中間支援の今後のあり方ということ

で、ＮＰＯの支援とかそういうことはよくわか

るんですが、最終的には先程の基調講演にもあ

ったように個人の社会参加を促すような仕組み

が必要ではないかと思うんですね。どうも話を

聞いていると、ＮＰＯの活性化ということに今

中間支援は頑張っているということはよくわか

るんですが、各個人を社会参加させるという側

面に関しては中間支援がまだ弱いのかなという

気がしないでもないという点が 1つです。これ

に関して、それぞれに今後どのように考えてい

るのか、個人の社会参加を促すにあたって中間

支援組織というものがどういうふうにタッチし

ていくのかということを 3人の方にお伺いした

いと思います。 

それともう一つが、それの政治参加というの

があるんですが、私は逆にこの 41ページの朝日

の記事にあったんですが、ＮＰＯが政治に関与

すると逆に巻き込まれるのではないかという気

がしないでもなくて、今後市長の任期は 4年あ

りますが、この過程において例えば政治に流さ

れることはないのかということに関してもう少

し検証していく必要があるのではないのかとい

うふうに考えています。 

 

[米山] センターは団体を支援する施設です。

我々法人としては、個人も社会参加してもらえ

るような仕組みとして、先程のブンカの交流館

というものがあります。ネクストドアという事

業もあります。もう一つの政治参加の問題、そ

うですね、必要に応じて慎重にという感じでし

ょうか。 

 

[石阪] 松井さんいかがでしょう。 

 

[松井] イギリスの政府がＮＰＯに投資してい

る理由というのは、ＮＰＯがあることによって

地域が民主化する、要するに地域の住民参加を

促す機能があると、ここを非常に高く評価して

いるからです。ご存知のように地域にはいろん

なＮＰＯがあります。子育てのＮＰＯが一つあ

ることによって、周りの人たちにたくさん呼び

かけていろんな人が参加することができます。

それで参加した住民が元気になって、より規模

の大きい地域づくりの話も出てくるでしょう。

いろんなＮＰＯがありますから、そういうＮＰ

Ｏを強化することによって個人の公共領域への

参加を促す機能を高めていくということに意味

があるのではないかと感じています。 

それから二つ目の政治ですが、これは政治の

定義が何かということに関わってくると思いま

す。狭い意味でのいわゆる選挙ということであ

ればいろいろ言われることもあるのかもしれま

せんが、政治というのはもっと日常的で大きな
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ものだと私は思っています。政治とは、社会を

変えていく現実の力。それは法律ではなくて、

現実の力として、市民が担うべき役割はきわめ

て大きく、これこそが主権が国民にあるという

ことではないかと考えていますので、その意味

でＮＰＯが政治と結びついていくのは、むしろ

当然のことだと考えています。 

 

[藤岡] 私たち市民が地域でできることは地域

で行い、行政がその補完をするというようなこ

とになれば、多くの方たちが活動されるという

こと、自立的に活動されるというのは、非常に

重大なことです。今のＮＰＯ支援センターとい

うのは、ＮＰＯ法ができてからです。日本には

社会福祉協議会というのがありまして、法律上、

すべての市町村に社会福祉協議会が設置され、

ボランティアセンターというものが設置されて

います。そこでいろんな方たちが個々のボラン

ティアの活動をしています。ボランティアだけ

でなく、組織としてのＮＰＯの活動が大切だと

いう新しい概念のもとに支援センターがたくさ

んできています。私はそこは市町村レベルでこ

れまでのボランティアセンターと支援センター

がどう連携していくかということも一つ課題に

あるのではないかと思っています。それで支援

センターもさきほどのべたように、市町村レベ

ル、県レベル、リージョンレベル、国レベルで

活動することで役割が違うと思います。その個

人の参加というのは非常に、地域に密着したと

ころで必要であるということです。それはすべ

ての支援センターがやるということではなくて、

支援センターの中でも役割分担があるのではな

いのかなというふうに思っています。 

それから政治への参加については、私の個人

的な意見は非常にはっきりしています。巻き込

まれるからといって引くのはよくないと思って

います。巻き込まれないように、私たちは主権

者として政治に関与すべきです。ＮＰＯの人た

ちはもともと批判的です。政府行政に反対して

いた人たちが多いものですから、ちょっと引い

てしまいますが、それは自らがそこで切り込ん

でいくということが必要だと思っています。 

 

[石阪] 時間の方が超過しましたので、パネル

ディスカッションはここで終了したいと思いま

す。最後に一つ感想を述べさせていただくと、

まずＮＰＯが日本では非常に脆弱であるという

ことがわかりました。いま、それを中間支援組

織がコーディネートしたり、サポートしたりす

ることが求められているということです。そし

て、とくに脆弱なところは、地域がそれを支え

るような仕組みをつくって、ＮＰＯを連携させ

るような工夫が必要になっているということで

す。また、ＮＰＯが成熟し、連携がとれるよう

になれば、たとえば組合運動のようなかたちを

とって、首長や議会へアプローチすることも可

能になるでしょうし、最終的には、政治への参

加という形で体現することも可能だと思います。

おそらく、課題が山積する中でＮＰＯの今後を

方向づけるのは、やはり中間支援組織のコーデ

ィネート力いかんだろうということが、今日の

話でわかりました。ご来場のみなさんにはそれ

ぞれのお立場からいろいろなご意見があろうか

と思いますが、お時間のほうがまいりましたの

で、以上をもちまして、シンポジウムを終わら

せていただきます。今日はお忙しい中どうもあ

りがとうございました。 
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■ 分科会報告  

第 1分科会 

（報告者：ハローボランティアネットワークみ

え 山本康史） 

先駆者と語ろうということで、10年なり、20

年なりのＮＰＯ活動を続けていらっしゃった方、

3 人の方に出演していただきまして、どうやっ

て 10 年間継続してきたんだろうということを

お話いただきました。 

それぞれの活動で、10年なり、20年の間に、

こんな危機があったよ

ということで赤裸々な

話をいただきました。

例えば、理事会で来年

度やる事業が否決され

そうになって、もめた

んだとか、会員さんが

ＮＰＯの活動から離れ

て有限会社を立ち上げ同じような事業を始めた

など、こういう話を含めて、苦労を乗り越えて

みなさんがんばってらっしゃったんだなという

ことがわかる分科会でした。 

逆にうれしい話ということでは、自分たちの

活動に全く関係ない地域の人がほかのサービス

を受けるべき人に伝えて、自分たちのサービス

を使ってもらえる様になってうれしかった、地

域が変わってきたということを実感しました、

という話もありました。 

結論として、10年継続するＮＰＯの極意は何

だろうということで、議論としてはできなかっ

たのですが、私が感じたのは、「熱意」だなとい

うところです。 

それぞれやる方が自分たちがモデル事業を作

って行くんだというプライド、それが自分を動

かしていく。山岡さんの話にでてきた気づき、

気づいちゃったらやらざるを得ない、やっちゃ

ってる、そういう思いが一番大事だなというと

ころが、みなさんに感じていただいたことだと

思います。 

苦笑いしたのは、ＮＰＯ法人継続していくため、

大切なのは人と金と物だけど、人って、「後継者

いないよね～」という話がされたりしました。

つまり、自分たちは熱意だけで動いてしまって

いるけど、これを他の人に受け次ぐ、押しつけ

るってできないね、という話もありました。 

これからみなさんさまざまな形でＮＰＯの事

業推進していかれることと思いますが、大事な

のは、一つは熱意だなということが、第１分科

会の共有できた部分です。 

みなさん、自分の熱意ということをふりかえっ

ていただければと思います。 

 

第 2分科会 

（報告者：ふるさと鉄道保存協会 中盛汀） 

第 2分科会について、詳しくは資料を参考に

して下さい。 

一番始めの事例発表、チャイルドライン 24

実施組織からは、事業を通して 3つのパートナ

ーシップが進んだというお話がありました。行

政と行政の部署間をこえた連携がなかったが、

そこを取り組んでいけたこと。また、行政とＮ

ＰＯとのパートナーシップもなかなか難しかっ

たなかで取り組んできたこと。実際、子どもに

関わるＮＰＯ同士も横のつながりが弱かったが、

実施組織を組織する中で、構築する中でとりく

んできた。 

いろいろなご苦労も 21 ページからのなかで

まとめてくださってありますので、参考にみて

ください。ふるさと鉄道保存協会からは、企業

との連携ということで、企業の協力がなければ、

鉄道に関する活性化の取り組みは、勝手にでき

ませんので、いっしょに進めてきたという話を

させていただきました。 

企業さんからお金をいただくのではなく、企

業さんに儲けていただく企画を提案しつつ、実

施をしている。 
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三重銀総研さんからの報告は、28ページから

ですが、ＮＰＯとの出会いのなかで、ＮＰＯロ

ーンなどいろいろなとりくみを展開して下さっ

ているという報告をいただきました。 

パネルディスカッションでは、伊賀市の市民支

援活動センター前川さんにも入っていただき

ました。 

 行政の立場からお話いただきましたが、自分

たちのいうことを聞けと

いうだけでなく、民も育

たないといけないという

ことだとか。三重銀さん

からもあったのですが、

職員の意識改革もまだま

だネックとなっているこ

とも課題としてあったかなと思います。 

最後に話題に出ましたが、地域の組織、地縁

組織の連携はまだまだ弱いところも多いみたい

ですが、これから連携することでまだまだ可能

性が広がるのではないかと思います。 

 

第 3分科会 

（報告者：三重大学助教授 石阪督規） 

 私は、ＮＰＯに直接関わっていませんので、

むしろちょっと距離をおいてＮＰＯにかかわっ

ている方々の活動を見させていただいた。32ペ

ージ以降に 3方の活動が書かれていますが、 

 まず、松阪市民活動センターの米山さんの話

でしたが、ここはまさに、人と地元の商店街を

つないでいくことに力点が置かれていて、商店

街が非常に疲弊しているが、どこもそうなんで

すが、そこをなんとか活性化させたい。市民団

体は、一つにまとまらない、お金がないという

問題をかかえている。 

それらをまとめ、うまく橋渡しをすることで

地元の商店街を再生させていくという話を伺い

ました。商店街がダメだダメだといっているだ

けでなく、新しい知恵、アイデアでこうも変わ

っていくという事例の紹介。勉強になりました。 

 

 2 人目、松井さんのご報告。四日市でもの言

う市民活動セクターということで、新聞記事が

41ページに記載されていて、先の四日市市長選

の前、ＮＰＯセクター会議が市長と提言をとり

かわしていく。すくなくとも、個別に力が弱い

ＮＰＯばかり、自分たちがこういうことをした

いと思っていても、政治や政策として実現しな

いということが一つの課題になっていた。ＮＰ

Ｏが一つにまとって、大きくなることによって、

より政策提言がしやすくなる。自分たちの思い

を首長や議会に伝えるための一つの手段として

セクター会議があるとすれば、有効な手段。む

しろ単体であれば脆弱。一つにまとめれば大き

な力になることを紹介していただいた。 

 むしろ、これからはＮＰＯと政治がどうある

べきかという非常に大きな課題や問題を我々は

勉強したような気がします。つまり、中立で、

政治に関わらないＮＰＯでいいのかどうか。 

 もっと自分たちが発言する。議会や首長にも

のをいうという姿勢も必要なのではないか。 

これからのＮＰＯを考えると大きな課題なんじ

ゃないかなと思う。 

 3 人目の藤岡さん。名古屋で手広くＮＰＯの

支援をされている方。イギリスにも何度も視察

に行き。本場イギリスのＮＰＯ支援のあり方を

学んでこられた方です。 

 その中のお話で印象に残ったのは、これから

は、ＮＰＯを束ねる中間支援組織がもっと大き

な力を持たなければいけ

ない。行政も今まで補助

金を出すときには、個別

のＮＰＯみんなに補助金

ばらまいてきた。それだ

ったら何の意味もないで

しょう。たとえばイギリ

スだったら、中間支援組
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織にまとまった大きいお金がどーんとくるそう

です。先端を行ってるＮＰＯに渡していって、

それがどんどん積み重なっていく。これがＮＰ

Ｏを前進させるためのイギリス流のやり方だそ

うです。 

 こういう話を聞くと、今の日本のＮＰＯのあ

り方は、補助金ほしさに行政の下にぶら下がっ

ているだけというイメージがある。これではい

けない。という問題提起をいただき、ＮＰＯは

ぶら下がっていちゃいけない。ものを言ったり、

自分たちの立場を主張しなければならないとき

もある。 

まとめるのが非常に難しいのですが、一つ言

えることは、ＮＰＯは単独で何かやるのは厳し

い。人もお金もむずかしい。 

そのときに、我々に方向性を与えてくれるの

は、みなさんでいっしょになる。そのためには、

今までのような中間支援組織は脆弱です。地域

によってもばらつきがある。中間組織ネットワ

ークのようなものをつくって、もっとＮＰＯが

まとまっていろいろ情報共有したり、場合によ

っては政策共有出来るようになって、いろいろ

な活動的なＮＰＯ、その上には、中間支援組織

を作っていく必要があることを実感させられま

した。 

 中間支援組織は地味ではありますが、各地で

いろいろな活動がされていることを伺って勉強

になりました。むしろ、単独のＮＰＯはもっと

中間支援組織を利用して、行政との窓口として

利用していただいて、有効な支援のあり方をみ

なさん自身が考えていくことが、今後必要にな

っていくだろうという気がしました。 

 議論が白熱し、有意義な分科会でした。 

 

 

■ 総括コメント  

（日本ＮＰＯセンター代表理事 山岡義典） 

市民社会の底力がついたこの 10年 

 3つの分科会に30分くらいずつ覗かせていた

だきました。 

 この 10年でいろいろなことを思います。東京

などで話すとき、ＮＰＯはいろいろやってきた

が、何もできなかったじゃないかという言い方

を時々しています。その実感があります。社会

にこれだけ大きな問題がおこっている、自殺が

3 万人を超えて一向に減らない。いったいＮＰ

Ｏ何をしているんだ。路上生活者、ホームレス

はどうか。児童虐待は減ったのか、どんな社会

的な課題を見ても増える一方。増えないまでも

減っていない。世の中、本当に良くなったのか。

3 万 6 千もＮＰＯ法人ができたが、社会がどう

なったかというと、何もできていないんじゃな

いかという実感を、時々持つわけです。 

 そういう意味でいうと、この 10年、やっと次

の 10 年のためのエネルギーを蓄えることはで

きたが、社会を変えるところまではいかかった。

小さな意味では、いろいろ変える実験はしたけ

れども、大きなところで社会を動かすところま

でいっていないというのが実感ですが、しかし、

この 10年、やはりすごかったなあとも感じます。 

 今日も 3つの分科会を

少しずつ見せていただい

て、これだけの議論が市

民レベルでできている。

相当突っ込んだ議論です。

それも観念論ではなく、

具体的な事例に基づいて、

哲学的でもあり、政策的でもあり、倫理的でも

あり、ものすごいことが市民の間で議論できる

ようになった。それも、単なる研究家の集まり

でもなく、行政マンだけの集まりでもない。社

会運動家だけの集まりでもない。多様な人たち、

分野も、福祉の分野の人たちだけでない、環境

の分野の人たちだけでない、まちづくりの人た

ちだけでない。いろんな分野のいろんな人々。

年齢もいろいろです。若い人がちょっと少ない
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かなという点はあったが、でも、他に比べると

たくさんいる方です。地域によっては、出席者

の平均年齢は 60 歳以上ではないかというとこ

ろもたくさんあります。今日は、男女比もいい

バランスです。 

 この 10年の間に市民社会の基盤ができた。そ

れはダイアログ、対話ができるようになったと

いうことです。これが基本だと思います。第 2

分科会の最後で、地縁組織とＮＰＯで重要なの

は対話だよ、対話の積み重ねがないとできない

ね、という話がありました。私は、パートナー

シップの前に対話が必要だと、最近よく言って

います。その対話ができるようになった。今日

聞いていても、ものすごく深い対話です。単な

る好き嫌いの話ではなく、具体的な実践事例に

基づいてこれだけの対話ができるようになった

ということは、この 10年、日本の市民社会の底

辺ができあがりつつあるなと、実感いたしまし

た。 

 私は 10年前に、日本各地でいろいろな議論を

してきました。そのときは、やっとこういう議

論ができかかった時代ですが、これほど多くの

実践事例にもとづいてリアリティのある議論は

できていなかった。今は違う。リアリティのあ

る議論になっている。単なる事例報告でなく、

お互いが一つひとつの事例を評価しながら、冷

静に見つめ合いながら、報告しあえるようにな

った。議論、ダイアログができる社会ができつ

つあるんだなと、3 つの分科会を通じて実感し

ました。 

 

「Ｉ」⇒「Ｎ」⇒「Ｐ」ということ 

 今日の講演の中では言いませんでしたが、私

は、よく、「Ｉ」⇒「Ｎ」⇒「Ｐ」と言います。

そのことを今日強く感じました。 

 「Ｉ」は、インディペンデンス、独立、自立

ということです。とにかく何があろうと俺たち

はこれをやるんだという自立の話です。第１分

科会で、熱意ということがでましたが、まさに

インディペンデンスです。なにがあろうとやる

んだということです。千万人といえども吾往か

ん。この自立の精神。これが、「Ｉ」、インディ

ペンデンスです。 

その次に、「Ｎ」はネットワークです。第 3

分科会は、ネットワークの議論が行われた。

「Ｉ」に基づくネットワークです。それぞれの

関係者が自立した活動を行ってネットワークを

している。そのネットワークを背景にもってい

るから、しっかり話してくれて、また聞いてく

れるんです。ネットワークを持たず、単独で話

をしていてもなかなかしっかりとは話を聞いて

くれませんが、いろいろな考えを持つ人たちが

ひとつのネットワークをもって、そのネットワ

ークの中で対話したら、深い対話をせざるを得

なくなります。ＮＰＯはネットワークをもった

ら強くなる。 

その上に、「Ｐ」のパートナーシップがありま

す。「Ｉ」抜き、「Ｎ」抜きパートナーシップと

よく私はいうんですが、「Ｉ」もなければ「Ｎ」

もない。だけど、とにかく行政と何かやりたい、

パートナーシップをしたいというのが最近は増

えている。まさに参加もない。ただ、パートナ

ーシップだけをめざして、パートナーシップと

は何ぞやという議論をやっている。それは虚し

い。「そんなのやめなさい」とよく言うんです。 

 今日みなさんが議論したのは、第 1分科会は

インディペンデンスの話でした。第 2分科会は、

対話の話だったんじゃないか、ネットワークの

話でもありました。第 3分科会は、ネットワー

ク化の話。中間支援組織は、ネットワークがな

いとできないんです。ネットワークなき中間支

援組織というのは、大したことはない。尊敬も

してもらえないし、役にも立たない。 

 日本ＮＰＯセンターのスタッフは 5、6人しか

いない。ほとんど外に出ているので、事務所に

いるのは一人がふたり。全国にいろんなネット
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ワークをもっているから、いろんなことができ

る。企業関係のネットワークもあるし、行政関

係とのネットワークもある。 

 そういう意味でいうと、ネットワークを持た

ない個々のＮＰＯは、どんなに熱意があって、

インディペンデンスがあっても弱い。ネットワ

ークをもったＮＰＯが協働するから、協働も本

物になる。 

 今日の議論を聞いていると、講演で言わなか

ったけれども、みなさんの議論の中に、まさに

「Ｉ」⇒「Ｎ」⇒「Ｐ」の重要性ということが、

きちんと議論されたんじゃないかと思いました。

「Ｉ」と「Ｎ」の重要性が、各分科会でしっか

りと議論されたんじゃないかという気がしまし

た。 

 

協働の前に対話の積み重ねを 

 今日のようなこういう議論を、10年に１回だ

から今度は 10年後、20年後ということではな

く、毎年１回くらいやってください。日本ＮＰ

Ｏセンターも以前は「協働フォーラム」として

やってきましたが、「協働」じゃないよね、「協

働」の前に「対話」が必要だねということで、4、

5年前から、「ＮＰＯと行政の対話フォーラム」

をやっています。それと「ＮＰＯと企業の対話

フォーラム」も。 

 協働するかどうかは、どうだっていい。しか

し協働はしなくても対話は必要。対話の中から

協働が生まれるかも知れないし、生まれないか

も知れない。対話というと 2人でやるみたいで

すが、鼎談でもいい。みんなでやってもいい。

いろんな異質な人間、いろんな価値観をもつ人

間が、なんらかの形でディスカッションを積み

上げていく、異質な人間が対話をつみあげてい

く定常の場、月 1回でもいいし、年 1回でもい

い。そういうものを持ってほしい。 

行政、企業、ＮＰＯ、研究者、そういう人が

だれでも出入りできる対話フォーラムをきちっ

と定常的につくっていく。10年に1回でなくて、

もっと頻繁に。それが市民社会の底力をつける

ことになるし、企業が変わるきっかけ、行政が

かわるきっかけにもなる。 

 是非、持続ある対話をこの地で実現してもら

いたい。と同時に、県レベルでやるのもいいけ

ど、それぞれの地域ごとに対話の時間をもって

いただいたらいいと思います。 

 ありがとうございました。 

 

 

■ 閉会宣言  

（実行委員長 山本康史） 

最後のいい締めを山岡先生にしていただきま

した。 

これから私たちがめざすべき方向性が、組織と

して、セクターとして、一つ二つ見えてきたの

ではないかと思います。 

クロージング宣言を行うにあたりまして今回

みなさんの中でお話がなかなかできなかった私

自身の疑問を含めて、ひとこと話をさせていた

だいてクロージングとさせていただきます。 

 

 今日ここに集まっていただいたみなさんは、

多くはＮＰＯの担い手のみなさんと思います。

これからものすごく早い勢いで社会が変わって

いきます。わたしは、本業の製造業の方でも、

変化に翻弄されています。今の経済、社会の変

化はおそらく、それほどいい方向に変わってい
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く訳ではない、この変化を市民活動セクターの

表現で言い換えると、社会的なニーズは増えて

いくと思われます。 

一方で、私たちの資源はどうでしょうか。ひ

と、もの、かね。この資源はニーズの変化に対

応して、資源は増えていくでしょうか。私がＮ

ＰＯに割く時間はこれから増えて行くでしょう

か。おそらく減って行くでしょう。そんな中で、

社会の変化に私はどう対応していくのでしょう

か。 

 今回の事業の中で、ＮＰＯセクターとしての

方向性は出たと思うのですが、一方、私たち一

人一人がＮＰＯと言う活動に対してどうむかっ

ていくのか。これからの 10年というのは、おそ

らく変化をさせなければいけない。 

 これは私の個人的な感想ですが、みなさんは

どう感じたのでしょうか。もし、変化していか

なければいけないとすれば、企業が変わり、行

政が変わりというなかで、ＮＰＯ、その担い手

である私たちも変わっていく必要がある。私た

ちの思い、行動、活動分野、いろんなものを再

構築していく時期に来ているのではないかと感

じています。みなさんはどう感じているのでし

ょうか 

 変化はあってもそれをうまく吸収できるよう

な、三重の力強いＮＰＯをこれからみなさんと

いっしょに作っていきたいと思います。 

 本当にみなさんおつかれさまでした。ありが

とうございました。 

 





 ＜展示＞ 
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市民活動・ボランティアニュース（１号～１２０号）＆１０年間の活動記録写真 

 

  

 

※ 多くの方にお世話になりました。 
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（６）主な収入源 

平成 19年（事業年度）の主な収入源を複数回答として見ていくと、「自主事業」と「会費」が

他の要素に比べて突出して多く、財政規模の大きさで変わることなく、ＮＰＯ法人の収入源とし

て重要な要素となっている。 

その他の要素については、財政規模「１円以上、100 万円未満」の団体では、「個人からの寄

付金」を挙げる団体が、他の財政規模の団体では、業務委託費、補助金を挙げる団体が若干多い。

業務委託費や補助金、助成金等の相手方として、最も多く挙げられたのは市町（行政）で、次

いで県（行政）、国（行政）、民間非営利団体、企業となっている。 

 図表１（６） 主な収入源（１番目から３番目に多い収入源を複数回答とした場合）                   Ｎ＝513 

１（６） １番目から３番目に多い収入源（複数回答とした場合）

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

自主事業

会費

市町（行政）からの業務委託費

個人からの寄付金（協賛金を含む）

市町（行政）からの補助金

県（行政）からの業務委託費

県（行政）からの補助金

国（行政）からの業務委託費

個人からの借入金

民間非営利団体からの業務委託費

民間非営利団体からの助成金

国（行政）からの補助金

企業からの助成金

企業からの寄付金（協賛金を含む）

企業からの業務委託費

企業からの借入金

非営利団体からの借入金

その他

無回答／無効回答

0円 1円以上、100万円未満 100万円以上、500万円未満

500万円以上、1,000万円未満 1,000万円以上、5,000万円未満 5,000万円以上、1億円未満

1億円以上 無回答

 
 

財政規模 

18.5% 

17.9% 

2.1% 
2.1% 

2.9% 

3.1% 
5.8% 

7.2% 

9.7% 

1.9% 

1.9% 

1.4% 
1.4% 

1.4% 

1.2% 
0.4% 

2.7% 
18.1% 
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２．NPO法人のこれから 
（１）社会からの期待 

“ＮＰＯに対する社会からの期待”については、「行政ではできない分野の活動」が 32.2％、

「地域の課題を解決し、地域を活性化すること」が 25.7％と多く、活動開始時期の違いによる認

識の隔たりはあまり見受けられない。また、「わからない」「無回答」を除く 92.4％の団体が“Ｎ

ＰＯは社会から期待されている”と考えている。 

 図表２（１） 社会からの期待                                                    Ｎ＝171 

２（１） 社会からの期待

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

行政ではできない分野の活動

地域の課題を解決し地域を活性化すること

社会貢献活動の場・機会の提供

多様な組織と協働・連携しての活動

企業ではできない分野の活動

学校法人ではできない分野の活動

地縁組織ではできない分野の活動

その他

わからない

期待されていない

無回答

1987年以前

1988年～1992年

1993年～1997年

1998年～2002年

2003年～2007年

2008年

無回答

 
 
（２）今後の活動方針 

今後の活動方針については、「行政や企業等が提供できていないサービスを、よりきめ細かく

提供していきたい」と「できる範囲でできることを地道にやっていきたい」が、それぞれ回答団

体総数の四分の一を占める。両者は全ての財政規模において選択されているものの、「行政や企

業等が提供できていないサービスを、よりきめ細かく提供していきたい」は、財政規模が「500

万円以上、5000万円未満」の団体で、「できる範囲でできることを地道にやっていきたい」は、

「１円以上、500万円未満」の団体でやや多く選択されている。 

 図表２（２） 今後の活動方針                                                   Ｎ＝171 

２（２） 今後の活動方針

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

行政や企業等が提供できていないサービスを、よ

りきめ細かく提供していきたい

できる範囲でできることを地道にやっていきたい

地域や社会の課題の解決に、他の団体や組織、

機関と連携して取り組んでいきたい

地域や社会の課題の解決に、コミュニティビジネ

スを通じて取り組んでいきたい

行政や企業等が提供しているサービスを、より質

を高めて提供していきたい

行政や企業等が提供していないサービスの必要

性を政策提言していきたい

その他

無回答

0円

1円以上、
100万円未満

100万円以上、
500万円未満
500万円以上、
1,000万円未満

1,000万円以上、
5,000万円未満
5,000万円以上、
1億円未満
1億円以上

無回答

 

活動開始時期 

財政規模 

32.2% 
25.7% 

14.0% 

12.9% 
2.3% 

0.6% 
0.6% 

4.1% 
4.1% 

3.5% 

27.5% 

26.9% 

18.7% 

10.5% 

4.7% 

4.7% 

1.2% 

5.8% 
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（３）必要な支援 

必要な支援について、複数回答とした場合、「行政からの資金援助」が突出して多く、財政規

模や「制度や仕組みに基づく事業収入の有無」に関わらず、選択されていている。 

しかし、「行政からの資金援助」以外の支援メニューにおいては、分散化する傾向にある。 

 図表２（３）ａ 必要な支援                                                     Ｎ＝513 

２（３）ａ 必要な支援（複数回答）

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0%

行政からの資金援助

活動に必要な備品や機材の提供

民間からの資金援助

スタッフやボランティアの仲介または提供

行政との連携促進

スタッフのための研修の機会や場の提供

広報・普及活動

事務所、会議室などの活動の拠点となる場所の提供

税金の減免措置

団体に対する融資制度の創設

様々な主体の連携やネットワーク構築への支援

行政施策に関する情報の提供

企業との連携促進

活動中の事故に対する保険制度の整備・援助

地縁組織（自治会等）との連携促進

市民が活動を体験できる機会や場の提供

事業力強化のための研修・講座の開催

政策提言の支援

学校法人との連携促進

各種専門家によるアドバイスの仲介

活動に関する情報の提供と情報発信の支援

マネジメント力強化のための研修・講座の開催

NPO間のネットワーキングの促進

活動への評価・表彰制度の創設・拡充

その他

支援は必要ない

無回答

0円 1円以上、100万円未満 100万円以上、500万円未満

500万円以上、1,000万円未満 1,000万円以上、5,000万円未満 5,000万円以上、1億円未満

1億円以上 無回答

 

 図表２（３）ｂ 制度や仕組みに基づく事業収入のある団体の考える必要な支援                    Ｎ＝171 

２（３）ｂ 制度や仕組みに基づく事業収入のある団体の考える
必要な支援（上位5位）

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

行政からの資金援助

活動に必要な備品や機材の提供

スタッフやボランティアの仲介または提供

スタッフのための研修の機会や場の提供

税金の減免措置

1番目

2番目

3番目

 

財政規模 

16.6% 
7.6% 

7.6% 

6.2% 
5.8% 

5.5% 
5.5% 

4.9% 
4.5% 

3.1% 

2.7% 
2.5% 
2.5% 

2.5% 
2.3% 

2.3% 

1.9% 
1.9% 

1.6% 
1.2% 

1.0% 
0.8% 

0.6% 
0.6% 
0.8% 

0.2% 
7.2% 

15.8% 
8.2% 
7.6% 

7.0% 
5.8% 
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 図表２（３）ｃ 必要な支援（１番目）【上位５位】                                        Ｎ＝171 

２（３）ｃ 必要な支援（１番目）【上位5位】

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

行政からの資金援助

スタッフやボランティアの仲介または提供

スタッフのための研修の機会や場の提供

事務所、会議室などの活動の拠点となる場所の提供

活動に必要な備品や機材の提供

行政との連携促進

税金の減免措置

1987年以前 1988年～1992年 1993年～1997年 1998年～2002年

2003年～2007年 2008年 無回答
 

 図表２（３）ｄ 必要な支援（２番目）【上位５位】                                        Ｎ＝171 

２（３）ｄ 必要な支援（2番目）【上位5位】

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

行政からの資金援助

活動に必要な備品や機材の提供

民間からの資金援助

広報・普及活動

行政との連携促進

1987年以前 1988年～1992年 1993年～1997年 1998年～2002年

2003年～2007年 2008年 無回答
 

 図表２（３）ｅ 必要な支援（３番目）【上位５位】                                        Ｎ＝171 

２（３）ｅ 必要な支援（３番目）【上位５位】

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

民間からの資金援助

広報・普及活動

行政からの資金援助

行政との連携促進

税金の減免措置

学校法人との連携促進

様々な主体の連携やネットワーク構築への支援

活動中の事故に対する保険制度の整備・援助

1987年以前 1988年～1992年 1993年～1997年 1998年～2002年

2003年～2007年 2008年 無回答
 

 

活動開始時期 

活動開始時期 

活動開始時期 

25.1% 

14.0% 

8.2% 

7.0% 
5.3% 

5.3% 
5.3% 

17.0% 

14.6% 
10.5% 

5.8% 
5.8% 

8.8% 

8.2% 
7.6% 

6.4% 
5.3% 

4.7% 

4.7% 
4.7% 
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出 丸 朝 代   ＮＰＯ法人みえＮＰＯセンター 

浦 田 宗 昭   ＮＰＯ法人いせコンビニネット 
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金   憲 裕   ＮＰＯ法人市民社会研究所 

杉 田   宏   ＮＰＯ法人「障害」当事者ＮＰＯセンターコンビニハウス 

千 賀 さわ子   ＮＰＯ法人さくらさくら 

高 垣 和 郎   津フィルムコミッション「ロケッ津」 

竹 村   浩   ＮＰＯ法人みえＮＰＯセンター 

ＮＰＯ法人三重県子どもＮＰＯサポートセンター 

田 部 眞樹子   ＮＰＯ法人三重県子どもＮＰＯサポートセンター 

「チャイルドライン２４」実施組織 

中 村 昌 弘   伊勢市生活部市民参画交流課 

中 盛   汀   Ｗ．Ｔ．Ａまちづくりセンター 

馬 場 基 記   株式会社三重銀総研調査部 

福 西 秀 文   三重県伊賀県民センター 

前 川 浩 也   伊賀市市民活動支援センター 

○ 前 田 昌 身   ＮＰＯ法人ライフアカデミー 

◎ 山 本 康 史   ハローボランティア・ネットワークみえ 

○ 吉 島 隆 子   ＮＰＯ法人みえＮＰＯセンター 

 

◎：委員長、 ○：副委員長 

 

（事務局） 

古 川 明 郎   三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室  

堀 木 俊 哉   三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室  

明 石 須美子   三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室  

辻   千賀子   三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室  

富 山 達 也   三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室  

亀 山 裕美子   三重県生活・文化部男女共同参画・ＮＰＯ室  
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